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地方都市の沿革と拡大過程に関する研究

一津市を事例にして－

岩田俊二・中井加代子

はじめに

地研年報に津市を事例にして、地方都市の都市整備史、地方都市の農村整備史を発表してき

た。今回の報告は我が国の地方都市の沿革とその拡大過程を津市を事例に検証したものであり、

既に発表した都市整備史、農村整備史とあわせて地方都市建設についての歴史的研究が完結す

る。なお、これらをまとめた『津市・地方都市の建設史』（農林統計出版(株)、2010.3月）を既

に出版しているので、そちらも参照していただければ全体像が把握できると思われる。

I津市の誕生と市域拡大の推移

津市は明治22（1889）年2月、全国35の都市とともに最初の市制指定を受け、即刻同年4月

1日から市制を施行した都市である。そのときの人口は約2万7千人、面積は約8k㎡であっ

た。その後、町村合併により市域を拡大していったが、主な拡大時期は4回あった。

第1回は大正10（1921）年の郡制廃止後の町村合併の時期である。津市はこの時期に、新町、

藤水村、高茶屋村を合併し、人口は約7万人、面積は約24k㎡となり、それぞれ市誕生時の約

3倍となった（表1，図1、図2)。

第2回は昭和17（1943）年の紀元2600年を記念した町村合併の時期であり、片田村、神戸村、

櫛形村、安東村を合併し、人口は約7万7千人、面積は約48k㎡となり、第1回拡大期終了の

昭和14年に比較して、人口は約1.1倍、面積は約2倍となった。

第3回は昭和28（1953）年の町村合併促進法によるいわゆる昭和の市町村合併期である。戦

後の地方自治の拡大期であり、直接的には中学校の義務教育化に伴う中学校区の設定を実施す

るための合併促進であったと考えられている。津市では時期的には多少早いが雲出村の合併が

昭和27年に実施され、同村の中学生の通学に便宜があった。その後、一身田町、白塚町、栗真

町、片田村が続いて合併した。これらによって人口は約10万4千人、面積は約81km2となり、

第2回拡大期に比較して人口で約1.3倍、面積で約1.7となった。

第4回は平成の大合併であり、平成18（2006）年1月1日、津市、久居市、河芸町、芸濃町、

美里村、安濃町、香良洲町、一志町、白山町、美杉村の10市町村が広域合併した。人口は約28

万4千人、面積は約710km2となり、第3回拡大期に比較すると、人口で約2.8倍、面積で約8.7

倍となり、このことからだけでも過去の拡大期とはかなり異質な拡大であることがわかる。

このような津市の誕生と拡大推移を通して見ると、津市は国のその時々の地方制度について

の政策通りに忠実に自治体経営を行ってきたことが判る。市域の拡大は常に人口規模の拡大率
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を上回る面頼拡大率で実施されてきた。人口密度の比較的高いいわば密住都市から人口密度の

低い疎住都市への転換を継続してきたとも言えよう。特に平成の大合併では10市町村が合併す

ることにより極端な人口密度の低下を招来し、津市誕生当初の明治22年に比較して約1／8強

の約400人／km2になってしまった。津市の市町村合併による拡大推移は人口規模の拡大による

行政の合理化メリットを打ち消すほどの広大な疎住地域の囲い込みによる行政サービス低下と

いう問題に直面し続けていると言えよう。

表1津市の市域拡大推移表
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Ⅱ市制公布

1市制町村制公布

明治維新以来地方自治制度の輪廓はだんだん備わり、市民の自治生活も漸次旧藩時代の封建

性的色彩を失い、近代的色彩が濃厚になってきた。ところがそれらの諸法制もその実施によっ

て種々の欠陥を伴い、また立憲政治の確立にあたっても、これと関係の深い地方自治制度の根

本的な改正を必要とするようになった。明治15（1882）年に伊藤博文が憲法制度調査のために、

欧州に派遣されたとき、その調査事項中に「一地方制度ノ事」という一項目があり、英仏独

などの地方制度を研究したのである。そしてそのなかでも特に独逸のそれが日本の国情に適合

しているということで、明治19（1866）年に独逸の地方制度の権威者モッセを招いて研究し、

主としてプロシヤの地方制度を基礎母体として、わが国の庄屋、年寄、五人組等旧来の伝統的

な自治制度を加味して市制および町村制を起草した。これは幾多の迂余曲折の後、明治21（18

88）年2月に元老院の議決を得たので、政府は地方官会議を開いて、その立案の精神を説明し、

その施行上について打合せを行い、4月17日法律第1号をもって「市制」「町村制」を公布し

た。

昭和45年5月昭和51年3月昭和60年5月埋立

図1津市の市域拡大の推移

S513

S605埋立・
職
口
麗
川

明治42年4月1日合併

昭和9年6月1日～昭和18年8〃31日合併

昭和27年6月15日～昭和29年8月1日合併

昭和48年2月1日合併
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鮒
一
一
一

この法律の公布にあたって、明治天皇は特に「朕地方共同ノ利益ヲ発達セシメ、衆庶臣民ノ

幸福ヲ増進スルコトヲ欲シ、隣保団結ノ旧慣ヲ存重シテ益之ヲ拡張シ、更二法律ヲ以テ都市及

町村ノ権義ヲ保護スルノ必要ヲ認メ弦二市制及町村制ヲ裁可シテ之ヲ公布セシム」という上諭

を発せられた。そして政府もまた市制、町村制制定理由書を出して、新制度の精神を明らかに

した。当時市制、町村制がいかに重要視されていたかということはこれによってもよくわかる。

ついで明治25（1892）年5月に府県制ならびに郡制が公布され、地方自治に関する基本法規が

整備された。

伊勢湾

津

図2平成18（2006）年合併図

河芸町芸濃町

安濃

美里村

伊勢湾津市

白山町

香良＄ 町

志町

美杉村

良県
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2市制、町村制の内容

この「市制」「町村制」によると、市町村とは「法律上一個人ト均ク権利ヲ有シ、義務ヲ負

担シ、凡市（町村）ノ公共事務ハ官ノ監督ヲ受ケテ、自ラ之ヲ処理スルモノトス」と定義され

ている。そしてその市町村内に住居を有する者を住民とし、住民には公共の営造物および市町

村有財産を共有するの権を有するとともに、市町村の負担を分任する義務を有するものとした。

公権を有する25歳以上の男子で、2年以上市町村の住民となり、その市町村の負担を分任し、

その市町村内で地租または直接国税年額2円以上を納める者をその市町村の公民とした。公民

は市町村の選挙に参与し、名誉職に任ぜられる権利と、これを担任する義務とを有した。

市制を施行しうる標準は、人口25,000人以上の市街地で郡と相対立して独立の区画をなす資

力あるもの、または人口25,000人には達しないが、商工業が盛んで、将来発展する望みのある

ものについて府県知事が具申して内務大臣から指定をうけて市制を施行することとなった。

法律第一号明治二十一年四月十七日

市制

第一章総則

第一款市及其厘域

第一膝此法律ハ市街地ニシテ郡ノ厘域二属セス別二市ト為スノ地二施行スルモノトス

第二像市ハ法律上一個人ト均ク権利ヲ有シ義務ヲ負担シ凡市ノ公共事業ハ官ノ監督ヲ受ケテ

自ラ之ヲ処理スルモノトス

第三燦凡市ハ従来ノ睡域ヲ存シテ之ヲ変更セス但将来其変更ヲ要スルコトアルトキハ此法律

二準拠ス可シ

第四像市ノ境界ヲ変更シ又ハ町村ヲ市二合併シ及市ノ睡域ヲ分割スルコトアルトキハ町村制

第四係ヲ適用ス

第五係市ノ境界二関スル争論ハ府県参事会之ヲ裁決ス其府県参事会ノ裁決二不服アル者ハ行

政裁判所二出訴スルコトヲ得

町村制

第一章総則

第一款町村及其厘 域

第一像此法律ハ市制ヲ施行スル地ヲ除キ縄テ町村二施行スルモノトス

第二像町村ハ法律上一個人卜均ク槽利ヲ有シ義務ヲ負描シ凡町村公共ノ事務ハ官ノ監督ヲ受

ケテ自ラ之ヲ虚理スルモノトス

第三像凡町村ハ従来ノ腫域ヲ存シテ之ヲ鍵更セス但絡来其愛更ヲ要スルコトアルトキハ此法

律二準擦ス可シ

第四係町村ノ鰻置分合ヲ要スルトキハ関係アル市町村曾及郡参事曾ノ意見ヲ問キ府懸参事曾
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之ヲ議決シ内務大臣ノ許可ヲ受ク可シ

町村境界ノ愛更ヲ要スルトキハ関係アル町村曾及地主ノ意見ヲ聞キ郡参事曾之ヲ議決

ス其数郡二渉リ若クハ市ノ境界ニ渉ルモノハ府懸参事曾之ヲ議決ス

町村ノ資力法律上ノ義務ヲ負措スルニ堪ヘス又ハ公盆上ノ必要アルトキハ関係者ノ異

議二拘ハラス町村ヲ合併シ又ハ其境界ヲ愛更スルコトアル可シ

本篠ノ虚分二付其町村ノ財産虚分ヲ要スルトキハ併セテ之ヲ議決ス可シ

第五燦町村ノ境界二閲スル零論ハ郡参事曾之ヲ裁決ス其数郡二捗り若クハ市ノ境界二渉ルモ

ノハ府懸参事曾之ヲ裁決ス其郡参事曾ノ裁決二不服アル者ハ府懸参事曾二訴願シ其府懸

参事曾ノ裁決二不服アル者ハ行政裁判所二出訴スルコトヲ得

Ⅲ明治22（1889）年の町村大合併

1規模合理化の必要性

明治21（1888）年4月17日市制および町村制が公布され、同22（1889）年4月1日から地方

の情況を裁酌し、府県知事の具申により、市制にあっては内務大臣の指定する地に、町村制に

あっては内務大臣の指揮をもって、これを施行することとなった。

わが国の町村は明治初年以来幾多の変動を経験しつつも、その規模においては、あまり大き

な改革を見ないで、ここに及んだのであったが、この画期的な近代的地方行政制度確立を機と

して従来大区小区制度、郡区町村編制法等に現われた矛盾を克服し、さらに新しい上からの要

請に応じうる形態を整えることとなった。

当時の町村の概況は明治19（1886）年12月末現在の全国町村総数71,573のうち、町村の名の

みあって、まったく住民のいないもの801町村、1戸以上10戸以下のもの2,839,11戸以上20戸

以下のもの5,484,21戸以上30戸以下のも6,763,31戸以上40戸以下のもの6,710あり、無民戸ま

たは100戸以下の町村の総計は，実に48,420で100戸以下の弱小町村が全町村の7割弱を占めて

いたわけであり、1町村当たりの人ロは550人にも及ばなかった。

これら弱小町村をそのままにして町村制を施行することは、当時の内務大臣山感有朋の言を

借りれば、「炭火を擁して涼風を求むるの類」とされ、新制度に対応する有力町村の編成が急

務とされた。

2 政府の企画

そこで政府は、明治21（1886）年6月13日内務大臣訓令第352号をもって、各地方長官に町

村合併標準を示し、全国一斉に強力に町村合併を推進することを企画した。それは次に掲げる

通りであるが、初めてのこととは言え、その内容は懇切丁寧であって民意を斜酌する姿勢がう

かがえる。政府の国家体制としての地方制度整備にかける慎重かつ強固な姿勢がにじみ出てい

る。

－6 －



内務大臣訓令第352号

町村制ヲ施行スルニ付テハ、町村ハ各独立シテ従前ノ区域ヲ存スルヲ原則トナスト錐モ、其

独立自治ノ目的ヲ達スルニハ、各町村二於テ相営ノ資力ヲ有スルコト又肝要ナリ。故二町村ノ

区域狭小若クハ戸口僅少ニシテ、独立自治二耐ユルノ資力ナキモノハ、之ヲ合併シテ有力ノ町

村タラシメサルヘカラス。依テ其施行二際シ、先ツ府県知事二於テ現今各町村ノ区域・人口及

其資力如何ヲ調査シ、左ノ降項ヲ標準トシテ相富ノ虚分ヲ為ス可シ･

第一係従来町村ノ区域鹿ク又ハ相営ノ資力アリテ独立自治ノ目的ヲ達ス可シト認ムルモノハ

之ヲ分合スヘカラス

第二膝前牒二依り独立自治ノ目的ヲ達スルヲ得スト認ムル町村ハ之ヲ合併スルヲ要ス

民戸ナキ町村ハ総テ近接市町村二合併スヘシ

土地ナキ町村ハ其地籍ヲ有スル町村二合併シ若シクハ其地籍ヲ分割スヘシ

第三係町村ヲ合併スルハ其資力如何ヲ察シ大小麿狭其宜ヲ量り適営ノ虚分ヲ為ス可シ大凡三

百戸乃至五百戸ヲ以テ標準ト為シ猶従来ノ習慣二随上町村ノ情願ヲ酌量シ民情二背カサ

ルヲ要ス且現今ノ戸長所轄区域ニシテ地形民情二於テ故障ナキモノハ其区域ノ侭合併ヲ

為スコトヲ得

合併ヲ為ストキハ町村ノ区域庚闘二過キス交通ノ便利ヲ妨ケサルコトニ注意ス可シ

第四燦町村ノ合併ヲ為ストキハ深ク将来ノ利害得失二注意シ郡区長及町村吏員等二就テ之ヲ

諮調シ勉メテ民情ノ帰スル所ヲ察スルヲ要ス

第五係従来人口稲密ノ市街ハ之ヲ分割シテ数戸長ヲ置キ各区域二町曾又ハ聯合曾ヲ設クルモ

ノ往々之レアリ

此等ノ区域ハ町村制二於テハ之ヲ－画結体ト認メス故二其総名二依り全市街ヲ以テー

町村卜為スヘシ

第六燦合併ノ町村ニハ新二其名称ヲ選定スヘシ旧各町村ノ名称ハ大字トシテ之ヲ存スルコト

ヲ得尤大町村二小町村ヲ合併スルトキハ其大町村ノ名称ヲ以テ新町村ノ名称トナシ或ハ

互二優劣ナキ数小町村ヲ合併スルトキハ各町村ノ旧名称ヲ参互折衷スル等適宜掛酌シ勉

メテ民情二背カサルコトヲ要ス但町村ノ大小二拘ハラス歴史上著名ノ名称ハ可成保存ノ

注意ヲ為スヘシ

第七陳町村ノ合併ヲ為ストキ其町村財産ノ虚分ハ各町村ノ協議ニ依り郡長ヲ経テ府県知事ノ

認可ヲ受ケシム可シ

第八像町村二於テ前像ノ協議調ハサルトキハ府県知事ハ適宜ノ注意ヲ以テ可成協議二至ラシ

ムルコトヲ勉メ若シ尚協議二至ラサルトキハ左ノ規定ニ依り財産ヲ虚分ス可シ

ー民法上ノ権利ハ町村ノ合併ヲ為スニ就キ関係ヲ有セサルモノトス即各町村二於テ若

シ町村ダル資格ヲ以テ共有スルニ非スシテ町村住民又ハ土地所有者二於テ共同シテ所

有シ又ハ維持共用セシ営造物又ハ山林原野田畑等アルトキハ従来の侭ダル可シ

ニ従来共有ノ財産ハ土地家屋貯蓄金穀ノ類旧町村限各所有ノ権利ヲ保存シ之力使用及
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収穫ノ権利ハ従前ノ慣行ヲ存スヘシ但町村一部分ノ共有財産モ亦同シ

ー町村ヲ分テ二個以上ノ町村二属スルトキ其共有財産ハ之ヲ各部分二分割スヘシ但

シ其物ノ分割スヘカラサル性質ノモノナルトキハ評償ノ上賠償ヲ興ヘテー方ノ専有二

帰セシメ若シ分割セスシテ旧慣ヲ存シ得ルモノハ旧慣ノ侭据置クコトヲ得

三従来公用二供シタル財産役場病院防水具消防具及其圃場掲示場ノ類ハ旧町村限又ハ

町村ノー部分二属スルモノト錐モ其所有権利ハ新町村二移スヘキモノトス

ー町村ヲ分テ二個以上ノ町村二属スルトキハ公用財産中建物ノ類並二其附属物ノ所

有権利ハ其所在ノ地域ト共二新町村二移シ其他分割シ得へキモノハ之ヲ分割スヘシ又

防水具消防具ノ類若クハ他町村ノ土地ヲ借テ建設セル建物ノ類ニシテ実際分割スル事

ヲ得サルモノアルトキハ評価ノ上賠償ヲ輿へテー方ノ専有二帰セシムル等適宜ノ方法

ヲ用ユヘシ

四前項ノ公用財産其他新町村二於テ其利益ヲ共ニスル公共ノ事業ノ為メニ起シタル負

債ハ新町村ノ負楯二帰シ其他ノ負債ハ旧町村ノ負措タルヘシ

五負債アルー町村ヲ分テ二個以上ノ町村二属シ前項ノ場合アルトキハ予メ其分描額ヲ

定ムヘシ但債主二対シテハ新町村連帯ノ義務ヲ有スルモノトス

六若シ他町村ト共有ノ財産アリテ分割スルヲ要スルトキハ其現物ヲ分割シ又ハ評価ノ

上賠償ヲ輿へテー方ノ専有二帰セシム可シ

七社寺及埋葬地ハ姑ク従前ノ侭存ス可シ

第九係町村ノ資力独立自治ヲ為スニ堪へスト錐モ其地形民情二於テ前諸係二依り合併スルコ

トヲ得サルモノハ町村制施行ノ日二至り町村制第百拾六像第二項二依り町村組合ヲ設ク

ルコトヲ得

町村組合ヲ為スニ付テモ合併ヲ為スト同シク地形民情ヲ酌量シ不便ヲ生スルコトナキ

ヲ要ス

第拾係前篠二依リテ設ケタル町村組合二於テハ其組合二町村長助役各一名ヲ置キ組合町村会

ヲ開ク等成ルヘクー町村卜見倣シテ施行スルヲ要ス其経費ノ収入支出ハ各町村特別ノ事

業二係ルモノヲ除クノ外之ヲ共通スヘシ但出納其他ノ帳簿毎町村各別二調成スルヲ得ル

モノハ便宜部分ケヲ為シ成ルヘク混雑セサルヲ要ス

第拾一篠前降ノ町村組合二於テハ組合二於テ共有スル財産ノ外価組合内各町村ノ所有二属ス

ル財産ヲ共同管理スルコトヲ得可シ其組合共有ノ財産及組合二於テ共同管理スル財産ノ

虚分方ハ各町村二於テ予メ協議ヲ経テ之ヲ定メ置ク可シ

右訓令ス

明治二十一年六月十三日

内務大臣伯爵山懸有朋

このようにして、明治22（1889）年4月1日の市制町村制の施行までわずか半年余の間に全
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国の町村を再編成しようという措置が各府県ごとに強力に推進されることとなった。

Ⅳ明治22（1889）年市制施行

かくして市制は、明治22（1889）年4月1日より地方の情況を裁酌し、府県知事の具申によ

り内務大臣指定する地にこれを施行すること、町村制は明治22年4月1日より地方の情況を裁

酌し、府県知事の具申により内務大臣の指揮をもってこれを施行すべきこと、また町村制は特

別の事情ある地方においては、町村会および町村長の具申または郡参事会の具申により勅令を

もって此法律中の条規を中止することあるべきこと、ならびに町村制は北海道、沖縄県其他勅

令をもって指定する島嘆にこれを施行せざることが、それぞれその附則において定められてい

たので、内務大臣はまず明治22年2月2日内務省告示第1号をもって、次の36か所を市制施行

地に指定した。

東 京府東京、京都府京都、大阪府大阪、堺、神奈川県横浜、兵庫県神戸、姫路、

長崎県長崎、新潟県新潟、茨城県水戸、三重県津、愛知県名古屋、静岡県静岡、

宮城県仙台、岩手県盛岡、青森県弘前、山形県山形、米沢、秋田県秋田、福井県

福井 、石川県金沢、富山県富山、高岡、島根 県 松 江 、 岡 山 県 岡 山 、 広 島 県 広 島 、 山

ロ県 赤間関（下関)、和歌山県和歌山、徳島県徳島、香川県高松、愛媛県松山、高

知県高知、福岡県福岡、久留米、熊本県熊本、鹿児島県鹿児島

このうち、同年4月1日、最初に市制を施行したのは東京、名古屋、岡山、徳島、高松を除

いた30都市である。

表2は上記の市の平成19（2007）年までの人口の伸び率を示したものである。これらのなか

で大きな伸び率を示しているのは日本海側における中心都市の新潟市、首都圏南部の横浜市、

太平洋ベルト地帯中央の静岡市、中部圏の中心の名古屋市、大阪圏南部の堺市、近畿圏西部の

姫路市、中国地方の中心都市岡山市、広島市、四国地方の高松市、松山市、北九州地方の福岡

市、久留米市、熊本市である。津市は平均的な伸び率（11.1）よりも若干下回っている。

V津市の市制施行

1津 市の誕生

津市は当時戸数5,700戸、人口27,600人、面積7.9k,2で市制施行の資格を有していたので、全

国最初指定の36市の中に入り、明治22（1889）年4月1日津市として安濃郡から独立した。初

代市長には伊東祐賢がなり、仮庁舎を大門町に設け、その年8月に西町の本庁舎に移った。下

記の告示は市役所の開設を示すと同時に合議制参事会が市の執行機関であったことを示すもの

である。

三重県令第十五号

明治二十一年法律第一号二拠り来ル四月一日ヨリ本県下津二市制其ノ他ノ町村二町村制ヲ施
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注：各都市の1889年12月31日の人口は『日本帝国第10統計年鑑』、内閣統計局、明治24年（1891）年発行、第

24表一万人以上住居スル市街ノ戸数及人員による。2007年12月31日の人口は住民基本台帳による。

行ス

明治二十二年三月一日

三重県知事山崎直胤

三重県令第十二号

表2明治22年市制施行指定都市の人口成長

市制施行指定都市

明治22（1889）年2月

内務省告示第1号

人口

明治22（1889）年

12月31日

平成19（2007）年

3月31日（住基台帳）

明治22年～平成

19年間の人口

伸び率

市
市
市
市
市
市
市
市

前
田
岡
台
形
沢
潟
戸

弘
秋
盛
仙
山
米
新
水
東京市（23区）

横浜市

静岡市

名古屋市

津市

市
市
市
市
市
市

山
岡
沢
井
都
阪

富
高
金
福
京
大
堺市

和歌山市

神戸市

姫路市

岡山市

松江市

広島市

赤間関（下関）市

徳島市

高松市

松山市

高知市

福岡市

久留米市

熊本市

長崎市

鹿児島市

30，487

29，568

31，153

90，231

29，019

29，591

46，353

25,591

1,389,684

121，985

37，664

162,767

28，156

58,159

28，928

94，257

40，849

279,792

476,271

48,165

56，713

135,639

27，055

48，333

35，934

88，820

29，919

61，107

32，081

32，738

32，241

53，014

24，859

52，833

55，063

57，465

187，821

328,723

293,537

001，387

251,426

89，559

803,791

264,709

339,695

562,983

711，882

154,287

283,478

417，591

181，362

441，681

266,622

389,595

510，459

831，715

383,699

502,772

532,853

663,258

193,641

144,572

287,810

261,257

422,428

513,902

326,322

363,841

304,785

662,565

452,064

601，122
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来ル四月一日ヨリ津へ左ノ町村ヲ合併ス但シ旧町村ノ名称ヲ以テ大字トス

明治二十二年三月一日

三重県知事山崎直胤

安濃郡伊予町、的場、岩田村（岩田町、宮之前、佐伯町、弓屋敷、立合町、久留島、野崎垣

内、元築造、出口、西裏、弓ノ町、山中綿内)、津興村（船頭町、上弁財町、柳山、阿漕町、

下弁財町)、八幡町、藤枝町、栄町、下部田村（下部田ノ内、余慶町)、乙部村ノ内（字川田ノ

内反別一町三反三畝四歩、字北浦ノ内反別一反八畝八歩、字札ノ辻ノ内反別二町四反八畝七歩、

字セツ家ノ内反別二町八反五畝二十歩、字南浦ノ内反別三反九畝二歩)、塔世村ノ内（字新地、

宇榎ノ下、字川田、字栄町、字徳田、字清原ノ内反別八反四畝九歩、字岡瀬谷ノ内反別四町二

反二十七歩、字矢下ノ内反別二町二反五畝五歩)、古河村ノ内（字東川原字宮元屋敷ノ内反別

二反九畝二歩、字東新屋敷ノ内反別四反三畝四歩)、藤方村ノ内（字八幡ノ内反別二反二畝十

五歩、字百反ノ内反別二反八畝十三歩）

2津市の建部村、塔世村合併

明治42（1909）年4月1日安濃郡建部村（955人、189戸、1.4k㎡)、塔世村（2,348人、294戸、

0.51k㎡）を津市に合併した。建部村は現在の乙部・中河原、塔世村は現在の相生町・愛宕町

である。合併の理由は当時の理由書に「安濃郡建部、塔世の両村は斑土狭く戸口少なし、従て

完全なる発達を望み難く施設消極的に流れ時運の進歩に伴はざるの概あり経費年々膨張して住

民益々負担に苦しむの状を量せり、而して津市はこの二ヶ村を包囲するを以て地勢上其の区域

を市に合併して健全なる発達を遂げしめんとするは公益上適当の処置なりと認め且つ関係郡市

村に於て希望する処なるに由る｡」と記されている。

津市告示第四号

安濃郡建部村塔世村ヲ廃シ、其ノ区域ヲ明治四十二年四月一日ヨリ津市二合併シ、両村二属

スル財産（権利義務共）ハ合併ノ日ヲ以テ総テ津市二引継ギヲ受クヘキ旨三重県知事ヨリ達相

成タリ

明治四十二年三月十日

津市参事会津市長内多正雄

Ⅵ大正10（1921）年郡制廃止と町村合併

1郡制廃止

大正10（1921）年4月法律第63号郡制廃止法により大正12（1923）年より実施されて行った

郡制の廃止は、町村制施行以来の町村行政史上に大きな意義を持つものであるが、それは同時

に規模合理化の問題についても、明治41（1907）年以来鈍化しつつあった町村合併等の趨勢を
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上昇させる動機ともなった。

郡制廃止法案の提案理由として政府が挙げた主な点は、

1郡制施行以来、郡自治の発達に見るべきものがないこと

2府県市町村は自治体として古い歴史を有するが、独り郡は明治23（1890）年に至り、もっ

ぱらプロシヤの制にならい、府県と町村の中間団体として、あらたに設けられたものであ

るから、自治発達の重要要件たる住民の自治意識も弱く、かつ中間機関たる性質上、上下

に挟まれて、自ら充分な発達を遂げることができなかったこと

3自治体たる郡を廃し、その経営にかかる事業をそれぞれ府県または町村に移せば、事務

を簡捷にすることができること

4郡費分賦が消滅する結果、町村財政に一段と伸縮力を加え、ために町村は財政上からいっ

ても活動能力を増すこととなること

ということであった。これを郡制施行当時の「府懸ノ区域ハ庚潤ナレハ勢上町村卜府懸トノ間

ニーツノ図体ヲ存セサル可カラス…｣、「今日行政上ノ方針タルヤ可成的有力ナル町村ヲ造成ス

ルニ在り卜錐モ猶上階区画ノ補助ヲ仰クヘキモノ之レナシト謂フヘカラス、其補助ノ地位二立

ツ者郡ノ適切ナルコト府懸ノ比二非」（明治二十三年五月十七日郡制府懸制草案理由）という

制定理由と比較してみると、郡制施行30年間に町村の基礎が漸次確立されていった有様がわか

るのであって、この期間は同時に町村の発展史を示していると考えられる。このようにして、

かつては町村に対する補完的機能を営むものとして必要とされた郡は基礎的地方自治体が、町

村能力の向上に伴って、その機能を減少し、遂に廃止の運命を見るに至ったのであって、府県、

郡、市町村なる3段階の地方行政組織は、府懸、市町村の2段階となった。しかし、郡という

補完者を失い、文字通り自立すべきこととなった町村には、さらに自治能力の強化が必要とさ

れたことは言うまでもないのであって、ふたたび合併により、その能力の向上を図ろうとする

傾向が現れてくる。

2郡制廃止後の町村合併

市制、町村制施行以来、増加していた町村合併は郡制廃止法案をめぐる混乱のなかで明治41

(1907）年を境に減少したが、表3に見られるように、郡制廃止後の町村合併状況は、上昇の

気運に向った。すなわち合併編入等の町村数、大正13（1924）年の39、同14（1925）年の100、

同15（1926）年の35、昭和2（1927）年の72は、明治41（1907）～大正7（1918）年の10年間

の年間平均26に比べて著しい増加を示している。
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出典：『町村合併の理論と実際』、地方行政調査委員会事務局編、（財)全国地方自治振興協会

3津市の周辺町村合併

（1）新町の合併

安濃郡新町は藩政時代から津町として町年寄の支配下に属し、しかも伊賀への通路として藩

としては重要な町とされていた。そして明治4（1871）年廃藩腫県によって津県が設けられ、

津地区は安濃郡5区のうちとなり、戸長が各区を支配することとなった。そのとき八町、古河

などは橋南地区とともに第2区として取り扱われた。ところが明治11（1878）年に区制を廃止

して郡制が施行され、津の区域として9個の連合町村区画が設定されたが、このとき新町地区

はそのなかに入らなかった。このように新町地区は古くからもともと津市であり、明治の初期

からわずかの期間津から離れただけで、歴史的にはもちろん、地理的にも一体的のもので、当

然津市に合併すべきものであった。昭和時代となり社会が進展複雑化するにつれて、いよいよ

合併の必要性が認められ、昭和9（1934）年6月1日安濃郡新町を津市に合併し、旧新町役場

を津市新町出張所とした。

（2）藤水村の合併

藤水村は津市の南に接して、藩政時代には津藩に属し、昔から政治、文化、経済の面におい

て両者の関係は一体的であった。特に農産物の供給等に至っては極めて繁く、両住民の生活上・

経済上のつながりは実に緊密であった。また交通の面においても昭和2（1927）年に伊勢電鉄

が津新地から藤水村を経て松阪市に通ずる軌道を敷設し、道路の拡張とあいまって同村と津市

との交流は頻繁となり、その発展のうえにおいて両者は不離一体の関係にあったのである。こ

のような状況から両者の間に合併の気運が促進され、昭和13（1938）年3月1日津市に合併し

た。

（3）高茶屋村合併

高茶屋村も藩政時代は津藩の領土で藤水村と同じく津市とはすべての点において密接な関係

にあった。昭和12（1937）年に日中戦争が起こり、高茶屋の高台一帯500haの広大な地域は、

軍事目的のために陸軍省、海軍省または逓信省から用地買収の交渉を受けた。その結果最後に

表3郡制廃止後の町村合併状況（大正13-昭和2年（1924-1927)）

町村合併 町村編入 市域拡大 市制施行

件数 合併数 件数 編入数 件数 合併数 件数 合併数

大13（1924）

大14（1925）

大15（1926）

昭2（1927）

３
８
５
９

６
型
皿
泌

７
５
３
７

、
吃
６
皿

4

10

5

11

８
“
焔
調

8

1

15

1



Ⅶ紀元2600（1940）年記念の町村合併

1全国的な合併状況

郡制廃止以降の合併で著しいものは、昭和15（1940）年紀元2600年を記念して行われた合併

であろう。昭和15年から同16年1月までの間に207の町村が80に整理され、52の町村から24の

新市が一挙に出現し、さらに市域拡張は12市に及び、58町村も編入している。かくして減少町

村教は217の多きに及んだ。

さて郡制廃止後、昭和期戦後までの町村合併問題について、郡制廃止前の時代との比較にお

いてこの時期の町村合併の特徴を指摘すれば、資本主義経済の発展に伴う都市の発達につれて、

市域拡張、市制施行等の方法による町村合併教が非常に多くなったという事実である。表4の

ように市数についてみると、人口の都市集中化とともに明治22（1889）年～大正7（1918）年

の約30年間の市数増加は38であったが、その後大正8（1919）年～昭和24（1949）年5月の30

年間には155と約4倍以上の増加率を示している。そしてその関係町村数も前期には167であっ

たのが、後期には、1,018の多きに達し、前期の6倍以上に及んでいる。かくて、市となるた

めに廃止された町村の数は、この期間における減少町村数の実に5割以上を占めている。この

ように町村同士の合併による「町村」能力の向上のための合併から「都市」の建設を目指す町

村の合併へと大きな変化が見られたことは、大正中期以後の町村規模合理化の歴史のうえに見

られる顕著な趨勢である。

表4市制施行及び市域拡大状況
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出典：『町村合併の理論と実際』，地方行政調査委員会事務局編、（財)全国地方自治振興協会

270haの土地を海軍省に売却し、海軍省はそこに35,000人余の従業員を有する一大軍需工場を設

けた。そのために多数の従業員はもとより、すべてのことに津市との関係を持たねばならない

自然の情勢となったので、急速に津市合併の気運が盛り上った。そこで津市、高茶屋両当局は

協議の結果、昭和14（1939）年7月1日高茶屋村を津市に編入した。

総市数
市制施行

市数 関係町村数

市域拡大

市数 関係町村数

明22-明31（1889-1898）

明32-明41（1899-1908）

明42-大7（1909-1918）

大8－昭5（1919-1930）

昭6－昭15（1931-1940）

昭16－昭19（1941-1944）

昭20－昭24.5（1945-1949）

８
４
７

４
６
７

105

174

205

232

9

６
３
９
８
１
７

１
１
２
６
３
２

５
－
７

35

152

93

33

5

11

５
２
０
２
０

２
６
９
６
２

１
０
６

４
３
８

189

289

162

65



2津市の神戸村・安東村・櫛形村の合併

安濃郡神戸村・安東村・櫛形村の3村はともに藩政時代には津藩に属し（長岡，河辺は久居

藩）明治維新後区制時代でも密接な関係の地域であった。また地理的に見ても、津市の環続地

域として津市将来の発展上枢要の地であり、人情・風俗・習慣を同じくし、その日常生活はす

べて津市を中心として営まれ、産業・経済・交通その他各般にわたって密接不離の関係にあっ

た。櫛形村は昭和2，3（1927～28）年頃に、津市上水道敷設計画当時土地買収問題ならびに

水道施設を中心とする交通および経済的理由等によって、すでに合併気運ができていた。神戸

村・安東村も諸種の関係から櫛形村と同調の気運ができていたのである。

さきに隣接町村新町・藤水村・高茶屋村の合併があり、たまたま日中戦争から太平洋戦争へ

と発展し、市の発展上はもちろん銃後の守りのうえからも津市と3村とは一体となって諸般の

対策を講ずる必要が認められ、急速に合併問題が進展し、津市および3村議会においても異議

なく合併を決議し、昭和18（1943）年8月31日をもって合併した。そして3村の議員は市の委

員として暫定措置を講じた。

Ⅷ昭和28（1953）年町村合併促進法による町村合併

1町村合併促進法の制定

終戦後新憲法において市町村が完全な地方自治団体として認められた。ところが進展する社

会万般の情勢は昔ながらの小範囲小規模なものでは、自治団体としての独自の使命を完遂する

ことははなはだ困難であるので、時代に即応して大規模な行政区を制定する必要上、昭和28

(1953）年9月「町村合併促進法」が公布された。その基本計画は次の通りである。

人口8,000未満の町村8,245（昭和28年9月1日現在）の95％、7,832を次のように合併して解

消するものとすること

①7,832町村中1,500町村は市または人口8,000以上の町村に合併して解消すること

②7,832町村中残りの6,332町村は、平均4か町村ごとに合併して1,583町村とすること、これ

により差引4,749町村が減少すること

③①および②により減少する町村の合併数は6,249、合併計画完了後の町村数は3,373となる

こと

昭和28年当時の参議院議員石村幸作氏は市町村合併の必要性を『市町村合併促進のために』

という冊子のなかで次のように解説している。

町村合併が必要となった原因としては、大きく分けて「行政圏と生活圏の不一致から生ずる

社会生活上の矛盾およびそれに伴う自治意識の低下」と「地方行政事務量の増大による地方財

政の貧困化」の二つがあげられる。前者は、主として住民の社会的経済的生活のレベルが向上

して、日常生活の範囲が拡大したのにかかわらず、行政単位たる市町村の区域が従来のままで

あることから生ずる矛盾であり、後者は、市町村の財政収入が限定されているのにかかわらず、

市町村の行うべき行政事務の量が激増し、そのために財政需要が飛躍的に膨脹したことによる
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ものである。

昭和28年当時の市町村は、60年前の明治22（1889）年の大合併当時とほとんど大差ない規模

であるが、明治22年当時は大部分の人々が農業的形態の生活を営んでいたから、日常生活の範

囲たる生活圏は、市町村の区域たる行政圏とほぼ一致していたのである。しかし、社会経済の

進歩と交通の発達につれ生活圏はますます拡がったのである。そこで、60年間に逐次拡大して

きた生活圏の実態に即応して、行政圏と生活圏の不一致から生ずる社会生活上の矛盾、および

それに伴う住民の自治意識の低下を解消し防がなければならなくなった。

次に「地方行政事務量の増大による地方財政の貧困化」によって町村合併が必要になってき

た点については、明治22年当時の市町村の行政は、現在のように複雑多岐ではなく、その事務

量も少く、また、市町村がその機能を果すために必要な財源はほぼその市町村で得られる収入

でまかなうことができたのであろう。その町村が財政的に貧困化してきたのはつまり、市町村

の果たすべき行政事務の量が膨大化したからにほかならない。町村の行政事務量の増加の原因

としては、2つのものがあげられる。1つは社会経済の進歩発展によって行政面に新分野が開

拓され、それに伴って行政に対する一般の考え方が変化してきたという社会経済的面からの原

因であり、他の1つは戦前の中央集権主義的官治行政が、新憲法下にあっては地方分権主義的

な自治行政に変わったという、国の法律的制度的な大きな変革によるものである。このように

社会経済の発展に件い行政の新分野が開拓され、また新しい地方自治制度によって、市町村の

行うべき行政事務量が増加した。

一方、財政収入のほうについては、明治22年当時は自らの市町村から得られる基本財産収入

や税収入でまかなうことができたが、昭和28年当時では、経済の発展に従って各人の担税能力

が増加したが、到底それだけの収入では、増加した事務を処理することができず、不足分は平

衡交付金や国庫補助金や地方債に求めざるをえない。市町村が国庫に依存せずにその自主財源

を増加するには、財産収入、事業収入を増大する方法もあるが、なんといってもその額の点か

ら地方税の増収がその大宗をなすべきものである。地方税の増収については、国全体の税源に

自ずから限度があり、また住民の担税能力の増加も一朝一夕には期待することができないから、

なかなか困難である。担税能力に変化がないとすれば、租税収入を増すためには住民の人口を

増加することが考えられる。人口の増加には大工場の誘致等も考えられるが、常にいかなる町

村でも期待されるわけではない。残された唯一の道は、町村合併による人ロ増加によって町村

自体の財政力を充実強化することだけである。

2津市の町村合併

（1）雲出村の合併

日中戦争の戦局が進むにつれて航空戦力の飛躍的な増張が必要となり、津市南郊高茶屋方面

の丘陵地帯66haの地に海軍工廠が設置され、同地域の人口は急激に異状な膨張を来したので、

津市では同地域の民生の安定と正常な発達を企図して昭和18（1943）年から5か年計画をもつ
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て高茶屋土地区画整理事業を施行し、その事業の総合的完成を期するために隣村雲出村を含め

た一大工業都市計画の推進を図ることになり、市村の合併の識が起った。ところが終戦となっ

てその計画は一時中断した。しかしその後、わが国の復興が進み、産業が勃興するにつれて同

地域の工場用地としての優位性が再確認され、そこに工場を誘致する計画がなされたので、雲

出村は津市将来の発展のため不離一体の関係となった。また一方、同村の中学校生徒は遠隔地

の香良洲町にある香海中学校に通学していだが、隣接の津市南郊中学校への就学を強く望んで

いた。

このような事情から、市村の相互の共存繁栄を図るために市村両者において合併の機運が盛

り上がり、雲出村は昭和27（1952）年3月村合併に先だって、まず中学校生徒の津市南郊中学

校への転校を申し出て、さらに同3月21日には合併の協定書が取り交わされた。こうして昭和

27（1952）年度の新学期をひかえ中学校生徒の南郊中学校通学問題に端を発して合併問題は急

速に進展し、雲出村は3月26日に、津市は3月31日に各議会において合併を決議した。そして

合併認可前の4月1日に同村中学校生徒全部の南郊中学校転校が実現した。4月10日に市長村

長連署の合併申請書を提出し、6月1日に認可されて昭和27年6月15日から、一志郡雲出村は

津市に編入された。そこで津市では協定事項によって旧雲出村の職員使丁等は市職員使丁に任

用し、旧村会議員は協議委員に委嘱した。

（2）一身田町の合併

一身田町は津市の北辺と連続し、地理的・歴史的・経済的に密接な関係を有している所で、

津市との合併についてはすでに10数年前から懸案となっていたもので、歴代の町長ならびに議

会においても、しばしばその議が持ち上がったが、時機尚早ということでその機運に至らなかっ

た。しかし近き将来においては当然合併すべきものとして、一般町民にはすでに理解されてい

た。たまたま「町村合併促進法」が施行されて、合併の機運は急速に高まり、各種の町民懇談

会などが催された。そして昭和28（1953）年11月25日に合併協定書が津市長と一身田町長の連

署をもって取りかわされ、翌26日に一身田町議会、翌々27日に津市議会においてそれぞれ合併

決議をした。12月3日に認可申請をして昭和29（1954）年1月15日から河芸郡一身田町は津市

に編入された。そして合併処置も雲出村合併処睡に準じ協定書に基いて行われた。

（3）栗真村の合併

栗真村は津市の北辺接続の地で、「都市計画法」に基づく指定、「市街地建築物法」の適用等

の関係でも当然合併すべき必然的の条件を備えていた。したがって歴代の村長ならびに議会に

おいても度々論議されながら実現に至らなかった。電話の開通、官立三重高等農林学校（現三

重大学)、県立国見学園の設立、一部のガス、水道の敷設、道路交通網の充実など、客観的状

況が津市との共存共栄の実を示し、一方経済的のつながりもまた一層両者を密接不離にした。

たまたま昭和28（1953）年9月の「町村合併促進法」の施行ならびに一身田町の津市合併|こよっ
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て合併気運が一段と盛り上り、昭和29（1954）年3月20日前例にならって津市長と栗真村長の

間に合併協定書が取りかわされ、栗真村は同年6月24日、津市は同6月25日にそれぞれ議会の

決議を経て申請し、昭和29（1954）年8月1日から河芸郡栗真村は津市に編入された。

（4）片田村の合併

片田村は津市の西辺に位置し、昭和4（1929）年に津市上水道の貯水池、浄水場を同村に設

置した関係上そのときすでに津市に合併希望の意見が起こったが、時期尚早として実現を見な

かった。昭和23（1948）年、学校再配置の非常措置が行われたとき、地勢・交通・財政等の関

係から同村の中学校生徒を津市立西郊中学校に委託することになって、一層津市との関係が密

接となり、いつかは必然的に津市に合併すべきものとされていた。たまたま「町村合併促進法」

が施行されて急速に合併の議が進み、全村民祝福のうちに昭和29（1954）年3月21日前例にな

らって津市長と片田村長連署の合併協定書が取りかわされ、同年6月24日片田村議会、同25日

津市議会において合併決議をし同日付合併申請をし、昭和29（1954）年8月1日に安濃郡片田

村は津市に編入された。そして前例に準じて希望要項に基いて合併処置が行われた。

（5）白塚町の合併

白塚町は、従来から交通、経済、その他の面において津市とは密接な関係にあった。昭和28

(1953）年9月「町村合併促進法」が公布されたので同年11月6日町議会協議会を開催して合

併についての態度を協議した。すでに一身田町においては同年11月3日津市への合併を申し込

んでおり、また隣接栗真村においても近く合併を申し込む予定であったので、白塚町としては

将来発展のためこの際、津市への合併が最善の策と考え、同年11月9日、11日の両日にわたっ

て各種団体をはじめ有識者多数の懇談会を催して趣旨の説明を行い、全町民の理解を得て、昭

和29（1954）年6月15日に前例にならって津市長と白塚町長との間に合併協定書が取りかわさ

れ、白塚町は6月24日に、津市は同25日にそれぞれ議会の決議を経て申請し、昭和29（1954）

年8月1日に河芸郡白塚町は津市に編入された。そして前例に準じて希望要項に基づいて合併

処置が行われた。

Ⅸ高度経済成長期における津市の豊里村合併

1965年（昭和40年）に「市町村の合併の特例に関する法律」（合併特例法）が制定されたが、

この時期にも合併ブームが起こった。高度経済成長期には、「大きいことは良いことだ」が流

行語となり、首都たる東京都区部への人口の流出も重なって、地方の市町村では、岡山市・倉

敷市・富士市などの地域拠点になることを目指した合併や、新産業都市の指定を目指して平市・

磐城市など14もの市町村がいわき市になるなどの大規模な合併が行われた。また、高度経済成

長期には、山間部の過疎が進行したため、隣接する都市が山間部を取り込むという動きもあっ

た。
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1973（昭和48）年の豊里村の合併は津市の都市域の拡大が未合併の周辺村を呑み込んだ過程

として位置づけられる。豊里村の合併に伴う津市の建設基本計画では次のような合併理由をあ

げている。

①生活圏の拡がりとより高度な行政需要に応える必要性

津市・安芸郡および一志郡の圏域に住む住民の日常生活における行動範囲は、都市化の進展

や交通・通信手段の発達に伴って、市町村の区域を越えて拡がっている。すでに津地区広域市

町村圏協議会においては、広域行政を先行していたが、連帯感の深い津市と豊里村が行政区域

の一体化を図り、長期かつ統合された計画のもとに、効率的な地域づくりを進めることは双方

住民のために最も望まれることである。

②市・村の依存関係による一体的な開発整備の必要性

昭和43（1968）年における豊里村から津市への通勤・通学率は65.1%，昭和46（1971）年にお

ける買い物依存率は79.3％を示し、津市周辺の市町村のなかでは高い率である。津市および豊

里村の一部は連担して市街地を形成しているうえ、このように依存関係の深い市と村としては、

一体的な開発整備を図っていく必要がある。

③市・村の行財政の一体的運営の必要性

広域行政に必要な財政力において、津市と豊里村の双方に相当な格差があり、共同解決に際

して障害となっている。市・村の区域や財政力格差の壁を取り除き、より広域的・総合的な観

点から大規模団地開発整備などの生活環境の整備を図るため市と村が行財政力を結集して、経

済的かつ重点的な社会投資を行う必要がある。

X平成の大合併

1合併の推進理由

平成18（2006）年1月1日、津市を中心に津市、久居市、河芸町、芸濃町、美里村、安濃町、

香良洲町、一志町、白山町、美杉村の10市町村が合併し（新）津市が成立した。

総務省等が考えていた合併推進の理由は以下の6点があげられる。①交通手段の発達や「IT

革命」に伴う日常生活の広域化によって、市町村の区域の広域化と「広域的なまちづくり」が

必要となっている、②基礎自治体が「地方分権の推進」によって自ら手にした事務事業をこな

せる「地域総合行政主体」であるためには、その裏付けとなる行財政能力の強化が必要である、

③少子・高齢化による、行政需要の増大と税収の逓減という不均衡を乗り切る必要がある、④

600兆円から700兆円にものぼる国地方の債務のなかで、現在の地方制度は制度疲労を起こして

いるので、「構造改革」を推進し、国からの補助金・交付金に頼らない地方制度をつくる必要

がある、⑤明治・昭和の大合併が行われたように、わが国では市町村の区域は社会経済情勢の

変化に応じて見直されてきたのだから現状の区域にこだわる必要はない、⑥現在の社会経済情

勢のもとでは「人口50万人超」とか「人口10万人前後」というように人口規模に応じた市の類

型を作り、「都市中心の内政構造に転換する」必要がある。
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津地区においては次のような合併理由があげられた。

①少子高齢化社会・人口減少社会の到来

わが国は少子高齢化社会が進行し、人口減少社会を迎えようとしている。福祉医療などのニー

ズが増大する反面、それを支える生産年齢人口の減少が税収減をもたらすなど、小規模な市町

村単位では行政サービスの維持が困難になることが考えられることから10市町が一体となって

対応していく必要がある。

②住民の日常生活の変化

通勤、通学、買い物、通院等の日常生活圏は、昭和の合併のままの市町村域を超えて拡大し

た。この広域化多様化した住民ニーズに対応した行政サービスを提供していくためには地理的

にも歴史的にも文化的にも密接な関係にある10市町村での行政区域をまとめる必要がある。

③地方分権の到来

地方分権の進展により、国や県から様々な権限の委譲が行われ市町村は自立と一層の主体性

が求められるため、10市町村が一体となって行政サービスの提供体制を確保し、人材や財源の

面での自治能力を強化する必要がある。

④厳しい財政状況

国も地方も大きな借金により厳しい財政状況にある。しかし、今後の高い経済成長は期待で

きず、人口減少による地方税収の伸び悩み、地方交付税制度や補助金制度の見直しとともに、

地方分権の進展に伴う市町村の役割の増大により市町村としては今以上に厳しい財政運営を迫

られる。こたため10市町村は一体となって、より効率的な財政運営、行財政能力の強化を図る

必要がある。

⑤魅力ある県都としての成長

10市町村の圏域には三重県の県都として、産業、行政、文化など多様な都市機能が集積し、

これまでも県下の中枢圏域としての機能を果たしてきた。すでに一体感のある10市町村が一つ

の自治体を形成することにより、より高度な都市機能の集積、豊かな自然環境、住みやすい生

活環境など安全安心で快適なまちづくりはもとより、将来の社会変革に適応できる柔軟性のあ

るまちづくりを進めることが可能となる。

2 自治体間競争

津市の合併への意欲は県内の自治体間競争の論理が決定的な動機となったと見られている。

立石芳夫は『地研年報第8号』（2003年）に発表した「三重県・津地域における市町村合併の

動向一法定合併協議会設置まで－」の論説のなかで、三重県の多極分散型の都市配置（人口10

万人以上の都市が桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、伊勢とひしめきあっている）のなかで、津

市が県都としてのプレゼンスを確保するために、10ヶ市町村の大規模合併に踏み切らざるをえ

なかった状況を報告している。津市の大規模合併の経過について、少し長くなるが引用する。

「こうした三重県の人口分布構造は、津市が合併に踏み切る要因と密接に関係していると考
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えられる。津とほぼ同規模クラスの都市が県内に複数ひしめき合う状況下においては、これら

の都市とその周辺自治体との間で合併が成立すると、人口規模の面で津市は途端に水をあけら

れてしまう。三重県が市町村合併を推進するために2000年12月に発表した「市町村の合併の推

進についての要綱」で示されている、地域ごとに設定された25の合併パターンのなかには、現

在の津市の人口16万人を上回る合併枠組として、四日市や鈴鹿が絡む合併枠組はいうに及ばず、

①桑名市を中心とする桑名郡、員弁郡の枠組（20万人)、②松阪市を中心とする2パターン（1

8～19万人台)、③伊勢市を中心とする2パターン（18万人・27万人台）がある。また、この県

の要綱における合併パターンには記載されていないが、上野市・名張市を中心とする伊賀地域

7市町村による合併枠組も人口18万人を超え、これも津市を上回る規模に拡大する。このよう

に、津市が自ら積極的に合併を推進しない限り、他の主要都市が人口規模の面で津市を突き放

す可能性が十二分にあったわけである。

もっとも、県内の合併をめぐるこの間の経過を観察すると、全体的にみて以上のパターンど

おりに事態が進行したとはいいがたい。2002年度の合併をめぐるさまざまな動向のなかで、当

初県内の各地で掲げられた大規模合併構想が次々に破綻し、合併枠組が小規模していった。以

下、2003年時点の状況に即してみると、第1に、桑名市を中心とする地域では、県の合併パター

ンが示したように、当初桑名郡・員弁郡からなる9市町の枠組による構想が模索されていたが、

現時点では、比較的人口が小規模な員弁地域の枠組はさておき、桑名市、多度町、長島町の3

市町の枠組が形成されているものの、人口は13万人台にとどまっている。第2に、津市に最も

衝撃を与えた四日市・鈴鹿の大合併構想については、2002年12月に鈴鹿市議会が法定協議会設

立議案を否決することによって破綻し、鈴鹿は合併枠組から離脱することになった。それでも、

残りの四日市、楠町、朝日町の3市町の枠組は継続しており、30万人の大台に達する合併枠組

が現在では模索されている。第3に、伊賀地域については、上野市・名張市を中心とする7市

町村の枠組で任意合併協議会が構成されていたが、2003年2月に名張市においてこの合併の是

非を問う住民投票が実施され、合併反対の意思が圧倒的多数を占めたため、名張市が合併枠組

から離脱することが決定した。残りの6市町村の枠組で合併が成立したとしても、人口はかろ

うじて10万人に達するにとどまり、結局この地域における大合併構想も頓挫した。第4に、松

阪地域においては、任意協議会設立を念頭に極いた2002年3月の準備検討会の段階では、松阪

市をはじめ嬉野町、三雲町、飯南町、飯高町、多気町、明和町、大台町、勢和村、宮川村の10

市町村からなる合併を構想していたが、大部分の町村が協議会設立への不参加を表明し現在で

は、松阪市、嬉野町、三雲町、飯南町、飯高町の5市町による枠組が形成されている。それで

も、この枠組による人口は現在の津市を若干上回る16万人台に達する。第5に、伊勢・志摩地

域については、県の合併パターンと同様に、当初は伊勢市をはじめ14市町村からなる大合併構

想をめざしていたが、大風呂敷を広げすぎたせいか、関係自治体の間でより小規模な枠組によ

る合併を模索する動きが四分五裂するかたちで表面化し、現在では、3つの地域でそれぞれの

合併をめざす枠組が形成されており、そのなかでも最も人口規模が大きい伊勢市、二見町、小
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俣町、御薗村からなる4市町村の枠組でも13万人台にとどまっている。

このように、県内各地域の大規模合併構想は次々に破綻し、結局中小規模の合併枠組が多数

形成されるに至ったが、そのなかでも10自治体を結集させて法定合併協議会への移行を果たし

た津地域の合併枠組の規模は抜きん出ている。この枠組による合併が成立すれば、津市が懸念

していた規模問題はひとまず克服することができよう｡」

この平成の大合併時における自治体間競争は現状の地方制度システムのなかでの生き残り競

争と見ることもできるが，むしろ将来の道州制移行など地方制度システムの改変に備えた都市

間競争の前哨戦と見たほうが理解しやすい。
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地域医療再生への視点と地域づくり

－医療と貧困をめぐる実態調査から一

長友薫輝

1「いのちを守る」・「強い社会保障」をめぐって

前政権との差異化を図らなければ、民主党政権が国民の支持を得ることは難しい。

差異化を図る政権の看板として「いのちを守る」（鳩山首相の施政方針演説、2010年1月29日）

を掲げた。その後、鳩山政権から菅政権に代わり「強い社会保障」が提唱されている。もちろ

ん、看板だけでなく、その方針を早く政策に反映させ実行に移してほしいと考えている人が多

いのだろう。

具体的にどうやって「いのちを守る」のか、「強い社会保障」とは一体何を意味するのか。

このことについて社会保障に関わる人々による、はたらきかけが必要とされているのではない

だろうか。本当に「いのちを守る」のかどうか、「強い社会保障」とは「社会保障の持つ、所

得再分配機能を強くする」という意味に解した方向に船首を持っていけるかどうか。保健、医

療、社会福祉分野で働く人々はもちろん、地域住民によるはたらきかけと監視がなされる必要

がある')。

2地域医療の再生へ向けて

医療についていえば、過剰なまでの医療費抑制策による地域医療の崩壊現象などに対して、

地域医療の再生を求めるはたらきかけを強める必要がある。ただし、運動としてただやみくも

に声を上げるのではなく、医療をはじめ社会保障を学習しながら論理的に戦術をもち、はたら

きかけを進めていく必要があるのではないだろうか。

使用する用語は穏やかでないが、運動は「空中戦」ばかりしても仕方がない。地道に、地を

這う活動を展開しなければ、医療者の自分勝手な利益の主張としか映らないのではないか。も

ちろん、各団体の利益の主張を否定するわけではない。ただ、自分たちがよければそれでよい

という利益の主張とその確保ではなく、日常的に向き合っている患者、国民の利益を主張しな

がら、代弁しながらという姿勢が医療者には望まれるのではないだろうか。

なぜ地域医療の再生に力を入れなければならないのか、力を入れるとすればどのような視点

で取り組むのか、ということについて地域医療をめぐる現状を概括しながら以下に述べておき

たい。

3地域医療の崩壊と地域住民の気づき

すでに多くのところで語られている地域医療の崩壊は、各地で同時多発的な現象として明ら
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かとなったことで社会問題化した。限られた地域の医療崩壊ではなく、各地で地域医療の崩壊

が相次いで報道された。これは、進められてきた医療政策のミスリード、とくに医療費抑制策

の影響によるものである2)。

地域医療の崩壊と称されるような、不安定な医療供給体制がいっそう明白となっていて、各

地で地域住民にとっては不利益となる事態が深刻化している。この事態の深刻化は憂うべきこ

とであり問題への対応が急務であるが、同時にある副産物を生み出した。

地域住民にとっては不利益が生じている側面がある一方で、地域医療の崩壊は地域住民が自

主的、自発的に地域医療に関心を持ち始めることとなった。これほど各地で地域医療について

の報道がなされ、各地で住民自身が「地域医療を考える住民の会」を結成するなどの動向はこ

れまでなかったように思われる。立ち上がった地域住民からは「鉄道も学校も病院も一緒」で

あって、「なくなったら困る」という声を聞くことができる。いわば、地域住民が医療は共同

消費手段であることに気づきはじめた、あるいは再確認しはじめたといえる。

現時点で多くの地域住民の運動は「病院がなくなったら困る」「小児科がなくなったら困る」

｢この地域でお産ができなくなったら困る」といった問題意識が原点となっている。地域の医

療供給体制への危機感が原点となり、この危機感を契機として地域医療についてはもちろんの

こと、地域のあり方、まちづくりへの関心度を高めるなどといったことを視野にいれながらの

運動となることが必要であろう。

医療供給体制の問題が急速に改善されるということは難しく、医療の枠内のみで解決する問

題ではない。さらには、地域医療の崩壊現象は鉄道の廃線や学校の廃校などと同じく、地域で

生活するためには必要な手段が乏しくなり、生活しづらくなっていくことを意味している。

地域医療の現状を把握するだけでなく地域の様々な現状について、いまある状態を固定的に

とらえず、動的にとらえていくことも必要となることは言うまでもない。いずれにせよ、地域

医療の崩壊をきっかけとして、地域医療について地域住民が語る素地は少しずつ形成されつつ

あるというのが現状であろう。

4地域医療への取り組み

さて、医療者はどうだろうか。地域医療の崩壊に対して、医療費抑制策の転換を求めて日本

医師会をはじめ各医療関連団体などがはたらきかけを強めているが、各地での取り組み、医療

者の実践レベルではどのような行動がとられているのか、というところが問われるのではない

か。上に記した「住民の会」などの地域住民の動きと医療者の連携についてはどうだろうか。

また、どのように地域住民の動向を見ているのだろうか。

医療者が「病院がなくなったら困る」という危機感から、地域住民との連携を模索するとい

うのでは後手後手の対応となる。病院の労働組合などでも「病院がなくなる」という事態に直

面したり、公立病院の民営化方針などが出されてからようやく重い腰を上げるといった場面が

見られる。普段から地域住民との接点を持ちながら、地域住民がどのような地域医療を望むの
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ｶﾕといったところを把握する。これらを材料として、医療費抑制策の転換、地域医療の崩壊な

どへの対策を打ち出していくことが必要となる。日常的な地域住民とのつながりを欠いて、た

だ病院の中で診療をしていればよい、というものではない。

病院の労働組合が主導する形で、組織をつくり地域住民と連携するといった動向もみられる

(後述する「北九州地域医療調査」参照)。こうした連携をとりながら、様々な形で地域住民と

つながりをつくり、地域住民と語る場を設定し、医療供給も含めてあるべき医療の姿や、まち

づくりを地域住民とともに模索するというのが望ましいのではないだろうか。

5北九州地域医療調査から

（1）自治体病院をめぐる情勢

全国各地で自治体病院は大きな変動の渦に巻き込まれている。「赤字」を理由にした自治体

病院の閉鎖や縮小、売却、経営委託などが各地で社会問題化した。2009年3月には千葉県銚子

市で市立総合病院の休止という判断を下した市長がリコールされるといった事態も起きている。

自治体財政健全化計画の推進、交付金削減など、国の財政赤字のしわ寄せ、公的責任放棄のつ

け回しと、自治体への民活推進という政策が根本にあることは言うまでもない。自治体および

自治体病院に対して、医療費抑制策と地域再編策の両輪が大きく作用している。その結果、自

治体が自治体病院の経営から撤退しやすい環境が整備されているという状況である。

もちろん、こうした状況下であるからこそ、自治体がどのようなビジョンを持って自治体病

院および地域医療行政を進めようとしているのかが問われているといえる。つまり次の2つの

うち、どちらのビジョンを自治体が描いているかが重要である。

第1に自治体がこの際ということで自治体病院の経営から撤退し地域医療行政における責任

から脱走するビジョン、第2に市民のための地域医療の拠点として自治体病院を再認識し知恵

や工夫を出し合いながら困難を乗り切るビジョンである。第1のビジョンの実行については

｢国の政策だから仕方がない」というお墨付きもあるが、自治体病院にとって何よりも重要な

のは市民の意向である。自治体が市民の意向を無視した対応を取った結果、たとえば上記の千

葉県銚子市長の解職といった事態を招いたといえる。

（2）北九州市の視点

自治体の側に、住民の生命と健康を守るために可能な限り努力するという第2のビジョンで

はなく、国に追随して公的責任から逃げ出そうという姿勢がしばしばみられる。

この状況は北九州市でも同様で、2008年1月に公表された「北九州市病院事業経営改革プラ

ン」では、「地域に必要とされる質の高い医療機能の提供」（プランの視点）をうたいつつ、

｢門司病院については、指定管理者制度を導入すること」「若松病院については、経営改善に全

力で取り組み・・・改善が見込まれない場合には、経営形態の見直しを検討すること」という

市立病院経営改善検討会の「経営改善についての基本方針」（2007年7月）を再確認している。

－25－



｢地域に必要とされる」医療機能の提供と、市立門司病院への「指定管理者制度導入」や市立

若松病院の「経営形態見直し」を結びつけることは、かなり無理があるように思われる。

今回の調査は、なぜ門司病院に指定管理者制度を導入しなければならないのかということへ

の疑問から、北九州市の自治体病院および地域医療行政はどのようなビジョンを持っているの

かということについて明らかにする必要性があるという考えに至り、調査に取り組むこととなっ

たものである。

（3）調査の概要

2009年2月17．18日（火・水）の2日間にわたる調査活動は、1日目午前の全体会・講演「は

たらきかける調査」（野村拓／北九州医療・福祉総合研究所所長)、「自治体病院を取りまく現

状と課題」（高田なお子／自治労連中央執行委員)、報告「調査活動の日程と留意点」（岸川真

琴／調査団事務局長）のあと、午後は、6つの班に分かれて10数カ所での懇談・聞き取りをお

こなった。

1日目の対象は、飯塚市立病院の労働組合と「飯塚市立病院を守る会」（すでに指定管理者制

度が導入されてさまざまな問題が指摘されている)、市立若松病院と利用者、若松区の町内会

長、北九州市福祉事業団労組、北九州市保健福祉局、市立門司病院と同病院の職員、同結核病

棟と関係職員、門司区の町内会長等、市立八幡病院長、北九州市病院局、市立医療センター長

であった。

2日目の午前は、引き続き6つの班で6カ所の訪問・懇談をおこなった。対象は「茜会」（市立

門司病院の指定管理者に決定している下関市の法人)、北九州市医師会、北九州市福祉事業団、

門司区内の民間病院、市長秘書室、若松区の自治会長である。

午後、再び全体会を開いて、各班から懇談・聞き取りの概要報告を受け、総括をおこなった。

また、終了後市政記者クラブに移動し、調査活動の概要と明らかになった問題点などについて

の中間発表をおこなった。調査活動への参加者は、1日目58人、2日目は44人、筆者は調査団長

として関わった3)。

（4）市当局と市民の「ズレ」

ヒアリング調査をつうじて、北九州市の病院事業をめぐる様々なレベルでの「ズレ」が生じ

ていることが明らかとなった。第1の「ズレ」として、市行政と市民の認識との「ズレ」であ

る。自治体病院にとって何よりも重要な市民に対しては門司病院の指定管理者制度導入がほと

んど知らされず、門司病院周辺の町内会はじめ市民を対象とした説明会すら開催されていない

という状況が判明した。茜会への移行によって病院の機能が変更される、つまり市民に提供で

きる医療内容が変わることは少なくとも十分に周知された上での対応が自治体としての責務で

ある。そもそも指定管理者制度を導入しなければならないかどうかという判断を除いたとして

も、少なくとも市民への説明責任は果たす必要があると言わざるを得ない。
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この点に限ってみても、北九州市が一体誰のために病院政策を進めているのかという特徴が

表れている。すでに述べたように、自治体がどのようなビジョンを持って自治体病院および地

域医療行政を進めようとしているのかが問われている。第1に自治体がこの際ということで自

治体病院の経営から撤退し地域医療行政における責任から脱走するビジョン、第2に市民のた

めの地域医療の拠点として自治体病院を再認識し知恵を出し合い工夫をしながら困難を乗り切

るビジョンである。北九州市では「市民のための」という箇所が欠落した対応であるからこそ、

市民との間に「ズレ」が生じているといえる。

また、市民の市立病院への要求として、市立病院の医療提供体制の充実を図って欲しいとい

うのが共通の願いとして語られていた。診療科が充実し安心して利用できる市立病院になれば

利用者も増え、赤字も減るのではないかと多くの方が話していたのが印象的である。そして、

この市立病院の機能充実こそ大事という声は、現場で市民と向き合う病院職員が同じように語っ

ていたことでもあった。

（5）市当局と病院職員（現場職員）の「ズレ」

病院長や市立病院職員との懇談の中では、経営赤字や医師不足など個々の問題に対する考え

方は様々であったが、自治体病院の「公共性」の重視や、市民のための医療を確保することが

大切だという考え方が共通して語られていた。医療現場で患者と向き合う病院職員が語ってい

たのは、「市立病院の機能充実が市民の要求に応える」ということについてである。また、市

立病院の病院長からは「市立病院を医療機関として充実させることによって、医師にとっても

魅力ある施設になる」という声を聞くことができた。「いま勤務している医師が働き続けるこ

とができる魅力ある職場となり、新たに医師が確保できればさらに良い医療を市民に提供する

ことが可能となり、経営状況も改善するのではないか」というのが病院職員の声である。市民

と病院職員の声は共通していて、市当局と病院職員の間には自治体病院経営に対する大きな

｢ズレ」があることが明らかとなった。これが第2の「ズレ」である。

門司病院の指定管理者である茜会に関しては、「小児科の経験もなく大変不安であり、おそ

らく小児科に対する理解が乏しいであろう」という声や、「結核医療についてどれだけの認識

があるのか大変不安である」という声を門司病院職員から聞くことができた。「新たな感染症

対策（新型インフルエンザなど）の全市的に唯一の拠点である門司病院を民間に任せるのは大

変疑問だ。公的責任を果たすべきではないか」といった声を聞くことができた。こうした現場

職員の声をもとに病院政策を展開すべきではないかと考えられる。普段から市民と向き合って

仕事をしている現場職員の声に市当局は耳を傾けなければならない。にもかかわらず、市当局

による指定管理者制度の導入についての説明が不十分なため、病院職員が不信感を抱いて門司

病院を去るという決断をしているのは市民にとって不利益となっている。病院職員が大きく不

安感・不信感を抱えた現状は少なくとも回避すべきであることが明らかである。
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（6）市当局内部での「ズレ」

第3の「ズレ」として、市当局内部での認識に「ズレ」があることが明らかとなった。市立

病院を管理する病院局や市民の医療・健康問題を担当する保健福祉局が、縦割り主義に陥って

いて「市民の健康保持に必要な医療を提供する」（「北九州市病院事業の設面等に関する条例」

第1条）「公共の福祉を増進するように運営する」（同、第2条）という基本に沿って事業全体

を総合的に進める部署が役所の中に存在していない。地域医療・市立病院のあり方は市民の意

思に沿って決まるが、現状は市立病院をどのように変えようとしているのかという基本的なビ

ジョンすら市当局内部で共有化されていないことがわかった。

市行政は、およそどの自治体でも縦割り行政の弊害があるとされるが、できるだけそのこと

によって市民に不利益が生じないように留意して臨むのが自治体職員の務めである。市行政内

部での認識のズレによって、市民にデメリットが生じるのは勘弁して欲しいというのが市民の

本音ではないかと考えられる。市内部で共通した理解がなされていないような政策を推し進め

ることについては疑問を感じざるを得ない。

すでに決定されている方針だからという理由で市民不在・病院職員不在の中、ビジョンを推

進するのではなく、その都度、政策に誤りはないかどうかを市民の意向・病院職員の意見を調

査し計画を練り直すのが本来の自治体病院の業務であろう。でなければ、市民を誤った方向に

導くミスリードが繰り返されることになる。そして、何よりも「市民の健康を維持する」「市

民の医療要求に応える」という本来の自治体病院の役割が損なわれることにつながっている。

2008年1月に示された「北九州市病院事業経営改革プラン」では、市当局は「プランの視点」

として「地域に必要とされる質の高い医療機能の提供」を掲げている。まさに、「地域に必要

とされる質の高い医療機能を提供するには」という視点を市当局内部で共有化し、「ズレ」を

解消することが市民のための自治体病院、地域医療行政を推進することになるであろう。

（7）経営携帯の見直しは必要なのか

上記の通り、3つの「ズレ」があることが明らかとなり、今回の調査を通じて、市立病院の

｢赤字」を理由にした「経営形態見直し」「指定管理者制度導入」という、北九州市の方針への

疑問が大きくなるという結果に至らざるを得なかった。

今回の一連の「経営形態見直し」のきっかけは、市立病院の「赤字」ということであった。

当局の説明によれば、「自治体直営は高コストで効率が悪く『赤字』だが、民間なら効率的に

経営できるので民間に管理委託をする。この見直しは、質の高い医療機能を提供するという目

的にかなうものだ」としている。

しかし「自治体直営だから低効率」という断定は果たして正しいのか、民間で「効率的経営」

とされる実態は何なのか（単に従事者の賃金・待遇を切り下げるだけであれば、それは"質の

問題"などの別の問題を生みだすことになりかねない)、質の高い医療・市立病院が担うべき医

療が民間の経営で本当に保障されるのか、という疑問に対して納得できる答えを見つけること
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Iまできなかった。

（8）医師不足と経営改善

現在、北九州の市立病院の運営をも脅かしつつある医師不足については、北九州市の市立病

院における医師処遇の不備が指摘されている。2009年2月には市立病院医師の「名ばかり管理

職」問題について、北九州市は労働基準監督署の是正勧告を受けている。医師に対して「部長」

｢副部長」などの職名をつけて時間外手当を払っていなかった。

ヒアリング調査の結果として、市立病院を医療機関として充実させることによって、医師に

とっても魅力ある施設になるという声が多く出されている。病院の「経営改善」にとって重要

なカギとなるこれらの点について、すでに述べたように市立病院・病院職員と利用者・市民側

との認識が、おおむね一致する内容のものだったという点は注目すべきであろう。一致できる

この方向性においてであれば、市当局は病院職員のみならず市民の理解を得ることが容易であ

る。

（9）コスト削減と市民の合意

指定管理者制度導入を含む経営形態見直しのポイントは、民間事業者によるコスト削減であ

り、このコストの中心は人件費である。ただ、人件費削減で経営指標を改善しても、中長期的

にみた時にそれが市立病院の設置目的にかなうものになるのかどうかという問題がある。

市民や職員との懇談の中では、「地域住民の医療という点からみて必要なものであれば、優

先的に予算をつけて確保すべきだ」という声が少なからず出されていた。「医師を確保して医

療内容や診療科を充実すれば患者も多くなり、赤字も解消するのではないか」という声もあっ

た。

コスト削減を掲げて事業を縮小することは、病院経営の適切な改善策とは必ずしも言えず、

地域医療を守るという観点からも大きな疑問が残るものとなっている。

（10）透明性の確保

これまで調査結果として述べてきたように、3つの「ズレ｣、経営改善策としての指定管理者

制度導入をはじめとするコスト削減、市立病院の事業縮小といった市当局の病院政策が必ずし

も妥当なものとはいえないということが明らかとなった。

特に、市当局の姿勢としては「コスト削減」という「効率性」のみでの判断に終始している

が、その「効率性」すら追求できていない現状があることが判明した。さらには、追求すると

している「効率性」の展望すら不明瞭であることも明らかとなった。

市当局による指定管理者制度の導入などにより、①どのように効率性が発揮できているのか、

②自らの病院政策については「毎年、精査する」ということであるが、精査する基準はどうなっ

ているのか、③そしてこれまで精査してきた結果が市立病院の現状なのか、ともかくどのよう

－29－



に計画を実行し再評価しているのか、透明性の確保が重要となる。市民にみえる形の病院政策

の展開が必要とされている。

（11）市立病院に求められる方向性

2007年6月に成立したいわゆる自治体財政健全化法、そして総務省から同年12月に示された

｢公立病院改革ガイドライン」などの影響によって、自治体病院は苦境に立たされていると言

われている。北九州市も例外ではなく、自治体病院をどのように位置づけ、地域医療行政を展

開するのかということが問われている。

すでに述べたように、自治体が現状にどのように対置するのかということについては大別し

て次のような2つのビジョンを描くことができる。第1に自治体がこの際ということで自治体

病院の経営から撤退し地域医療行政における責任から脱走するビジョン、第2に市民のための

地域医療の拠点として自治体病院を再認識し知恵を出し合い工夫しながら困難を乗り切るビジョ

ンである。

北九州市はどうか。誰の目にも明らかな絶対的な医師不足という状況下において、指定管理

者制度を導入する対象の門司病院の医師すらつなぎ止めることができず、一部の医師が退職し

市立病院を去るといった状況をつくり出していることが判明した。医師不足や地域医療の崩壊

といった現象、さらには自治体病院をとりまく厳しい環境に対して、市当局自らが、さらに厳

しい状況をつくり出しているような事態は回避すべきといえる。上記に示した第1のビジョン

ではなく、第2のビジョンを持って自治体病院の経営と地域医療行政を推進することが、市民

から求められているということが明らかとなった。第2のビジョンであれば、市民をはじめ病

院職員の描いている方向性と重なり、市民や現場の声を土台として、知恵を出し合い工夫をし

ながら地域医療をつくっていくことができる、ということが調査結果から言えることである。

6自治体病院の役割と政策展開の根拠

自治体病院をどのように地域医療のなかで位置づけるかという病院政策を展開するにあたっ

て、重要なのは市民の意思であり市民がどのような地域医療を望むかといったニーズの把握で

ある。「自治体病院の政策展開の根拠となるのは市民の意思であり、経営状況などは説明する

際の指標の1つに過ぎないのではないか」という医療者や地域住民の声を北九州地域医療調査

では多く聞くことができた。確かに「赤字」かどうかということが自治体病院を民間任せにす

る、休止する、廃止するといった方針転換上の問題となるのではなく、市民が自治体病院の

｢赤字」をどう考えるのかが最大のポイントであろう。

市民が「赤字」をどう認識するかによって、その上で必要であれば新たな政策を推し進める

べきであり、市民をはじめ病院職員の理解が十分に得られていないような状況での政策展開は

慎重であることが望まれる。

また、市立病院がなくなると、市民の医療ニーズはいっそう潜在化することになる。特に、
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人とのつながりが希薄な人々や民間病院では相手にしてくれないような市民の行き場はない。

自治体病院はセーフティーネットの役割を担う医療機関である。少なくとも経営上の指標のみ

での政策展開では自治体病院の役割を無視したものであり、単なるバランスシート上の判断で

は自治体病院に対する認識不足と言わなければならない。たとえ「赤字」であっても、市民の

同意や必要性があれば維持しなければならないのが自治体病院である。

つまり、セーフティーネットの役割を果たし、不採算医療を担い、住民の意志が反映される

医療機関が自治体病院である。公共性（人たるに値する生活を支える部分）を支えるのが自治

体および自治体病院の役割である。公共性のもとに自治体には、自治体病院の経営と、地域医

療の保障体制をどう整備していくかという責務が与えられている。自治体病院を地域医療の拠

点として整備しながらどのように運営するかが求められている。北九州市の場合であれば、門

司病院は結核医療を担う医療機関であり、こうした病院を維持し地域医療の保障体制を整備す

るのは自治体の責務である4)。

7指定管理者制度導入などの政策展開

自治体病院の政策展開については、事前にその施策によってもたらされる効果を予測して有

効性があるとの見通しの上に実行することが求められる。その点で、今回の門司病院に対する

指定管理者制度導入に際して、市当局がすでに先行して指定管理者制度を導入した他の地域へ

の調査など、施策の有効性の確認作業をおこなったのか疑問が生じる。少なくとも北九州地域

医療調査で訪問した飯塚市立病院（すでに2008年4月より指定管理者制度が導入済み）では次

のようなことが判明した。

飯塚市立病院は、旧飯塚労災病院が飯塚市立病院に移行しその後、指定管理者制度に移行し

たが、指定管理者制度導入とともに多くの医師が病院を去り、スタート当初から大幅に減少し

た医師数での対応となった。労災病院時代の「12診療科250床」体制を継続するということで

あったが、その実現からむしろ遠ざかる状況となっている。当然のことながら患者数は減少し、

経営状況の悪化へとつながった。市民の中には医師がいないため「患者になれない病人」とし

て、病気が悪化するまで自宅で我慢している方が多発するような状況が起きている。さらには

病院職員の賃金・労働条件は引き下げられ、働く職員の雇用と生活を維持することが、指定管

理者制度導入後の新たな課題として浮上している。

8「供給サイドの論理」と地域の実態

北九州地域医療調査は自治体病院の指定管理者制度導入を契機として実施した調査であった。

様々な形で地域住民とつながりをつくり、地域住民と語る場を設定し、医療供給も含めてある

べき医療の姿や、まちづくりを地域住民とともに模索する、そしてその材料づくりとして実態

調査がある。

地域医療の崩壊については、主としては医療供給体制の崩壊ということが語られていて、各
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地での医療供給量が不足するといった報道や説明がなされている。いま地域医療の崩壊として

語られている多くは医療供給体制の崩壊である。つまり、「供給が需要を規定する」というこ

とが前提として語られている。しかし、これを前提として、当たり前としてよいのかどうか。

それほど医療の需要は従属的でよいものなのだろうか。

医療の需要とは地域住民（患者）の生活から発するものであり、そもそも需要はどれぐらい

のものなのかを明らかにする必要がある。そのうえで、供給量が不足しているのかどうか、あ

るいは供給の質が低下していないかどうか、を精査する必要がある。供給側だけの分析にまか

せておいてよいのかどうか。供給側の論理がすべて整合性のあるものだとは必ずしもいえない

のではないだろうか。たしかに供給量を急激に増加させるということは難しいが、だからといっ

て地域住民の生活にどれほど影響を与えているのかといった実態を無視することはできない。

もちろん、地域住民の生活問題に対しては医療だけで対応するのではなく、医療をはじめ社

会保障に対する社会的必要性がどれほどあるのかを各地でトータルに把握することが求められ

る。そのうえで医療がどのような役割を果たすことができるのか、実際にどのような連携が必

要なのかを見定めていくことが必要である。また、その過程において、地域住民の参加が不可

欠であることはいうまでもない。地域住民も受け身でお客様という姿勢や、専門家にお任せす

るというのではなく、自らの生活を見つめながら地域医療をはじめ地域に関心を持つことが重

要となる。

9医療へのアクセスの保障

地域住民が何を必要としているのかを分析したうえで、限られた医療の資源をどのように配

腫すべきかということになる。この際に重要な視点としては、少なくとも地域住民の医療機関

へのアクセスを保障することであろう。公共交通機関が比較的発達している都市部であっても、

医療機関へアクセスすることが容易ではなくなっている地域もある。たとえば、片側2車線、3

車線の道路は、高齢者などにとってはまるで大河のように映っている。

過疎化した地域などでも、医療機関へのアクセスは多くのところで非常に困難な状況となっ

ている。アクセスが困難なゆえに「健康であり続けなければならない」と考えている地域住民

が多いのではないか。それは「病気になったらこの町から出ていかなければならない」からで

ある。

健康になりたい、健康を維持したいという思いが残念ながら阻害されているのが現状である。

診察を受けるということについて、その権利を保障するために地域住民自身も学習しながらア

クセスの保障を求める、地域で生活するには必要なことだと位置づけて、地域格差のさらなる

拡大を抑制し、生活しにくくなることをできるだけ回避するといったことが必要だろう。

また、「保険証がなく全額自己負担だから病院に行くことができない｣、「お金がないから医

療機関にかかることができない」といったことが各地で起きている。お金がなければ医療機関

にアクセスすることができない現実も拡大している。
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10医療から排除される「無保険者」

たとえば国民健康保険（以下、国保）は納めるべき保険料が他の公的医療保険と比較しても

最も高くなっていて、保険料を納めることができない人々の存在が問題視されている。保険料

を納めることができない人々に対して行われているのは保険証の返還と資格証明書の発行、差

し押さえなどの制裁措置の強化である。保険料の滞納が長引くと保険証を返還し資格証明書が

発行される。資格証明書を発行されると、医療機関を受診した際にはいったん医療費を全額自

己負担しなければならない。

後日、償還払いされるとなっているが、自己負担した分は保険料未納分に充当されるなどの

対応が各自治体でとられているため、実質的には医療費全額自己負担となる。保険料を納める

ことができなかった人々が、医療費を全額自己負担できるはずもないため、実質的には国保か

ら排除する対応がとられているといえる。このように政策的に「無保険者」状態となる人々を

作り出している実態がある。

国保は他の公的医療保険の加入対象とならない人々はすべて加入するという構造となってい

る。いわば国保は公的医療保険のセーフティーネットとしての役割を果たしており、そのため

加入者の平均所得は公的医療保険の中で最も低くなっているが、課せられている保険料は最も

高くなっているのが現状である。

ある自治体の場合、国保の保険料は「40歳代夫婦と未成年子ども2人の4人世帯」で所得200

万円の場合、国保の保険料は約42万円となる。一方、同じ条件で協会けんぽ（中小規模の企業

に勤めるサラリーマンとその家族が加入）であれば約13万円の保険料となる。負担する保険料

額に3倍以上の開きがあり、保険料負担が重く、「国保が貧困を拡大する」51といった現状であ

る。

国保の保険者は自治体であり、保険料額が自治体によって異なっているといえども、保険料

負担は全般的に非常に重い傾向にある。普段、日常的に患者と接している医療者がこうした実

態を可視化するような取り組みを進める、あるいはそのような取り組みへの協力をすすめると

いったことが必要ではないだろうか。

近年の雇用・労働をめぐる情勢は事態をいっそう深刻化させていると考えられ、所得格差の

拡大、貧困層の増大といった実態が医療現場にも影響していることを表している。所得格差が

健康格差に連動しているのではないか、といった視点でとらえていく必要性が増している。

地域医療を再生させる観点からは、地域住民との接点をもち、地域住民の現状、地域住民の

生活実態をつかみ、医療需要の把握もふまえた活動が期待されている。

11貧困問題へのアプローチ

政府による相対的貧困率の発表（2010年10月20日）など、国民の貧困実態、貧困問題への関

心が徐々に高まっている。いまや4世帯に1世帯が年収200万円以下であり、フルタイム働いて
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も生活保護基準に達しないワーキングプアが社会問題となっている。生活保護制度は十分な機

能を果たしているとはいえず、捕捉率（生活保護水準未満で暮らす人々にどれだけ生活保護が

対応しているかを示した数値）も20％未満とされている。ただ、全国的な数字も必要だが、地

域レベルで具体的にどれだけ貧困の実態があるのかということについては、各地での取り組み

がなされなければならない。

とくに医療と貧困とのかかわりということにおいては、地域住民の生活実態を把握するため

に貧困問題へのアプローチを欠くことはできない。人々の生活がたちゆかなくなってきた社会

的経済的背景をみながら、患者という枠を広げて地域住民への視点をもち、貧困は個人だけで

なく地域的な広がりとして発現しているという視点が必要であろう。貧困は自己責任だとする

風潮が強いが、様々な問題を個人に負わせるのではなく、社会的に解決すべき問題ではないか

という視点が必要である。

個人が抱えている諸問題には実はいくつもの共通項がある。医療現場でも同様で、医療費抑

制策という共通項によって、各医療機関に少なからず影響が出ている。この影響を各医療機関

の努力が欠けていたからだと自己責任論で片付けるわけにはいかないのと同様に、人々の生活

を自己責任論で片付けるわけにはいかない。貧困は「社会の構造的問題として起こり、長い時

間にわたって再生産されてきた病理」‘)である。

地域医療の崩壊を契機として地域住民も関心を少なからず持つなかで、医療者が地域住民と

の連携を模索し、地域医療の再生を進める鍵の1つは貧困問題へのアプローチにある。

12医療から貧困をとらえる

医療から貧困をとらえる試みとして「門真国保実態調査」の取り組みを紹介しておきたい。

この調査は大阪府門真市（人口約13万人）の国保加入者の生活実態を対面聞き取り調査によっ

て把握し、市民の医療保障のあり方について、次の3つの目的をもとに実施した。第1に市民の

生活実態を把握し明らかにする、第2に国保制度自体の問題であることを明らかにする、第3に

自治体財政の影響について明らかにする、というものであった7)。

国保はすでに記したように社会的にリスクの高い人々、無業者や低所得層などが加入する構

造となっている。この構造的な問題は医療において、所得格差と健康格差の連動として発現す

る。お金がなければ受診できず、不健康にならざるをえないといった事態を招いており、調査

でも受診抑制や治療の中断などの実態が明らかとなっている。皆保険体制といえども政策的に

つくられる無保険者の存在や、地域住民の医療保障が十分でないことが明らかとなった。

このような調査の取り組みは、地域医療の現状を医療供給体制からの視点だけでなく、医療

需要側から、地域住民の視点から地域医療の実態を把握するという試みである。また、地域住

民の生活実態を把握することで、どのような地域医療をすすめるべきか、医療提供体制のみな

らず医療保障のあり方についても検討する契機となるものである。さらには、生活実態を把握

し、貧困問題へのアプローチをすすめることにより、医療の枠内にはとどまらず社会保障に視
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野を広げていく必要性が提起される。

13社会保障への関心

たとえば労働市場の底辺部分に置かれている日雇いや派遣労働者などの非正規労働者の存在

は、正規労働者の労働条件の悪化につながっている。非正規労働者だからといって切り捨てる

のではなく、同じ労働者として認識し労働者全体の底上げを図ることに力を注ぐ必要があるだ

ろう。にもかかわらず、正規労働者で組織する労働組合などが非正規労働者の問題を看過して

きた経緯がある。

貧困問題へのアプローチの必要性も同様である。低所得者や貧困の問題への接近によって、

全体的な底上げのきっかけとなる。貧困問題を放腫してきたことが、現在のような貧困化の進

展を招いていることを、あらためて確認しなければならないだろう。

医療だけがよくなることはない。労働や貧困をめぐる構造と同じである。医療をはじめ社会

保障の全体的底上げを図らなければよくなることは難しいのではないか。今後、診療報酬と介

護報酬の同時改定が2012年度に行われる。医療保険の一元化構想、65歳以上は国保へといった

報道（｢日本経済新聞」2010年1月12日）もあり、地域保険構想の具体化の動向がみられる。介

護保険はもともと医療費抑制策の一環として創設された側面があり、もともとは医療保険の一

部でもある。介護職員とは造語であって、看護職員の代替的安上がり職員として位置づけられ

たというのが1963年の老人福祉法成立周辺の状況である。こうした視点をもち、医療のみなら

ず介護をはじめ社会保障について学習しながら、論理的にはたらきかけをすすめることが必要

とされている。

14地域医療再生へ、社会保障の視点

国保加入者に対して高い保険料が課せられ、納めることができない人に対して「払えない人

が悪い」といった自己責任論や、「国保は助け合い」の制度だから納めるべきだといった説明

が流布している。しかし、すでに述べたように貧困問題の解決を阻んできたのは自己責任論で

あり、また国保の加入者の特徴をふまえれば相互扶助でも解決しないことは明らかとなってい

る。自己責任や相互扶助では解決できない問題だからこそ、社会的な対応策が必要となり社会

的な装置として社会保障が整備されている。

民主党のこれまでの規定によれば、社会保障は「助け合い」の制度としている。どのような

認識なのかということは精査しなければならないが、社会保障について上記のような認織に基

づいたビジョン、政策の実行が求められる。でなければ、生活上の様々な困難は基本的に自己

責任と相互扶助で解決してください、という論理が展開されることになる。

新たな情勢のもとでの地域医療を考えるにあたっては、社会保障とは何かを考えざるをえな

いのではないか。これまでの社会保障への認識、はたらきかけの総括をするとともに、私たち

の創意工夫が試されている。地域医療の現場で、地域住民との連携をとりながら地域住民の視
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点をふまえて地域住民の医療保障、そして社会保障の視点を持ち、地域住民の実態を把握する

ことが求められている。
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3）筆者が執筆した地域医療と市立病院の充実を求める市民会議『地域医療調査団報告集』

2009年6月、および「自治体の地域医療行政ビジヨンは～北九州地域医療調査報告より

～」『月刊国民医療』No.263,2009年8月号参照。

4）その後、北九州市立門司病院は2009年4月から指定管理者制度が導入されている。なお、

北九州市立若松病院については産業医科大学に民間譲渡され2011年4月から産業医科大

学若松病院として運営される方針が示されている。

5）長友薫輝「市民とともに国保再生へ～門真国保実態調査から～」『福祉のひろば』2010

年6月号

6）内橋克人『貧困国家日本の深層NHK「知る楽｣』2010年2．3月号

7）長友薫輝「国保再生へ向けて」『社会保障』中央社会保障推進協議会、N0.428,2010年

新春号
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web2.0時代の福祉社会における情報保障に関する基礎的考察

平尾竜一・加藤あけみ・横溝一浩

Oはじめに

障害者基本計画(2002)によれば、情報通信技術をはじめとして様々の技術革新により「国民

の誰もがその能力を最大限発揮しながら、安全に安心して生活できるよう、建物、移動、情報、

精度ソフト・ハード両面に渡る社会のバリアフリー化を強力に推進する。（中略）企業市民団

体などの取組を積極的に支援する」とうたわれており、情報通信技術を利活用しての社会のバ

リアフリーを推進することが共通認識として形成されてきている。同時に、形成されつつある

この認識の根底にはすべての人の生存権を保障するための方途として行政機関や制度が情報通

信技術を活用しつつ、その権利を保障するという責任があることを示していよう。その証左と

して、防災や行政広報での点字や音声ガイド、裁判での手話通訳、公共放送での字幕、公共機

関や駅建物などでの音声ガイド、「ま－ちゃん')」などの聴覚障害のある学習者への授業での

支援などさまざまの社会生活での情報保障が「当然」のこととして展開されているところであ

る。また、情報通信技術はweb2.0と呼ばれる新しい段階に入り、従前の情報の一方的な表示と

いう形態から双方向性のより強い技術への進化してきており、SNSやクラウドコンピューティ

ングに代表される情報通信の新しいプラットフォームを利活用し、障害の有る無しに関わらず

国民の誰もが社会参加することが容易に実現されつつある。

このため、情報保障とその展開を考察し、その過程のなかで派生する具現化の一端として、

情報保障に関するソフトウェアを開発することは、福祉社会学にとって興味深く、重要な分析

視角を提供しているといえよう。それにもかかわらず、福祉社会学、とりわけ福祉情報領域は

充分に展開され、また議論し尽くされているとは言いがたい状況であり、まだなお未開拓の領

域にとどまっている。

それゆえ、本稿では、福祉社会学、さらには福祉情報との学際領域をより一層深化させてい

くための準備作業として、この領域の起源や対象領域をどのように研究するものであるかを考

えている。以下では、まず起源とその動向にふれ、次に検討を加えていくことにする。さらに、

その視点にもとづいてソフト開発し、結論としてその評価と課題を指摘する。また、福祉情報

や情報保障をめぐる一連の考察をとおして、未開拓である本領域開拓の一助となることを目指

すものである。

I情報保障の起源とその展開

1社会参加の支援という起源

田中（2001）は、「情報保障」を、機器や技術の問題のみならず法や制度の側面も含むもの
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として、「そのままの形では情報を受けられない者に、何らかの方法で情報内容を伝えること」

と定義し、その根拠として、憲法21条1項（表現の自由の保障）および国際人権規約（B）第19

条をあげる。とくに第19条2項の表現の自由の権利に含まれるものとされる「あらゆる種類の

情報及び考えを求め、受け及び伝える自由」に着目する2)。制度の側面からは、差別禁止法

であるADA（アメリカ障害者法）の第四章「電話通信（テレコミュニケーション)3)」は、ま

さに情報保障を具現化したものといえる。国内では、「パソコン通信やインターネットを介し

て社会参加・貢献が可能である」という前提のもとに、1995年に「障害者等情報処理機器アク

セシビリテイ指針」（情報処理へのアクセシビリテイの確保）が出され、1998年には、日本障

害者協議会による「障害者に関する総合計画提言」が、「情報保障は、障害者の日常生活にお

ける自立を支援し、教育、就業、参政権をはじめとする障害者の多様な社会参加を支援するた

めの基本的条件」という考えを打ち出している。情報処理機器が広く一般に浸透する今日、社

会参加を支援するために、情報保障は欠かせないものとなっている。

2アクセス権としての起源

2004年には、ウェブコンテンツのアクセシピリテイガイドラインである「高齢者・障害者等

配慮設計指針一情報通信における機器，ソフトウェア及びサービスー第3部：ウェブコンテ

ンツーjlSX8341-3:2004」が公示、出版され、情報処理へのアクセシビリテイの確保はさらに

標準化へと移行しつつある。一方、情報のデジタル化が進む現在、著作権者の権利の保護が強

化される傾向にあり、障害者の情報へのアクセスを妨げるという不本意な結果が問題になって

いる。情報へのアクセシビリテイは、アクセス権も確保されて実現しうるものであり、Web2.0

時代の今日において、アクセス権は情報保障を考える上で根幹を形成している。

ⅡlT基本法（2000）による転換～「最低限」から「生活の向上」へ～

2000年11月に制定、2001年1月に施行された「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

(以後、IT基本法と略す)」は、第8条の「利用の機会等の格差の是正」とともに、第5条には

｢ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現」が明記されている。憲法25条に「すべて国民

は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する｡」とあるが、高度情報通信ネットワー

ク社会における国民生活の保障は、「最低限度」から「ゆとりと豊かさを実感できる」ものへ

と転換することになる。高度情報通信ネットワーク社会の社会権を保障するには、多分に情報

保障に負うところが多い。情報の機能として、1)情報の伝達、2)情報の処理、3)情報の制御が

あげられるが、情報保障は、これらの情報の機能すべてを保障すべきである。とかくl)に重点

がおかれるが、アクセス権の視点では、3)の保障が必要不可欠である。ゆとりと豊かさを実感

できる生活は、多様な価値観が混在する社会でもあり、情報保障も多種多様な場面を想定しな

ければならないだろう。

その観点から、補助代替コミュニケーション(AugmentativeandAlternativeCommunication：
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以下AACと略す)としての情報保障のシステムも進展を概観すると、聴覚障害者に対する、AA

Cとして音声データをテキストデータに変換する要約筆記がITによりパソコン要約筆記に発展

し、要約筆記者が聴覚障害者の傍らで作業する必要のないネットワーク型（遠隔システム）へ

と発展し、さらにパソコンというデバイスに拘束されないマルチデバイス（スマートフォンな

ど)を利用したシステムへと発展し、あらゆる場面における情報保障が具現化されつつある。

さらに、近年ではAACは生活に必要な情報保障の分野から、IT基本法で謡われている生活の

向上の分野においても応用されている。高次脳機能障害者の生活支援用として開発された記憶

補助（メモリアシスト）システムがその代表例である。服薬時間という情報を利用者に確実に

提供することにとよって、利用者の生活を支援することが目的である。これは、携帯情報端末

(PersonalDigitalAssistant：以下PDAと略す）とパソコンを組み合わせたシステムであり、服

薬などのスケジュールや日常生活で必要な様々な作業手順を入力し利用者に必要な情報を伝達

し、情報を受け取った利用者は、服薬や作業などを確実に行う事ができる。

また、利用者の生活の向上と利用者の生活を支える支援者（医療機関・福祉機関）の負担を

軽減するシステムも近年実用化されている。これは、従来から利用されている安否確認システ

ムを応用したもので、薬箱に通信機能を付けたものである。この薬箱は、タイマーの設定によ

り利用者に服薬時間を知らせ、服薬の為に利用者が薬箱のふたを開けると固定電話回線にて服

薬したことを医療関係者に伝達するものである。

現代では、AACは情報へのアクセスという情報保障から、生活の向上に向けた支援情報の伝

達へと用途は拡大し、IT基本法の理念の具現化に向け展開している過渡期にあると言えよう。

Ⅲ新たな生活支援システムの提案に向けて

IT基本法により情報保障システムはAACから生活支援システムへと転換している過渡期にあ

るが、さらなる発展形として利用者に対する服薬時間という情報提供し、医療機関（施設）に

対する服薬・安否の伝達を行い、外出先における利用（どこでも利用できる）システムについ

て考案することとした。これらの条件を全て満たし、通信機能があり手軽に路用できるデバイ

スとしてスマートフォンを採用することとした。スマートフォンは、直感的操作が可能なユー

ザインタフェースを備えており、アイコンなどを利用したピクトコミュニケーションで利用者

層を拡大することが容易になる。

今回のシステム試験においては、スマートフォンとしてiPhone5)を利用し、そのOS上でプロ

グラムを開発した。開発ツールはApple社が無償で提供しているiPhoneSDK(Softwaredevelopme

ntkit)s)を利用し、プログラミング言語としては、ANSI準拠のObjective-Cを採用した。システ

ム全体の概念は、図lに示す。システム全体の中で今回の開発試験を行ったのはiPhone側の端

末のみであるが、全体の機能としては、服薬情報の登録と支援者との登録情報の共有、利用者

への服薬時間の通知と服薬したことを支援者に伝達、服薬していない場合は支援者からの服薬

確認情報のプッシュなど、双方向のコミュニケーションによって利用者の生活を支援するもの
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である。支援者側のシステムについては、今後の検討課題となるがデータベースシステムを利

用し利用者の服薬履歴の管理を行うとともに生活履歴についても記録することが可能である。

支援者は、データベースによる情報管理によって、リアルタイムに個別の支援を行う事が可能

になるのである。

双方向通信

Ⅳ結語

情報保障の起源にそって、その意義を再確認するなかで、「最低限度の生活」から「ゆたか

な生活」へとシフトしてきた本邦の福祉社会論の成熟がIT基本法をはじめ諸言説より反映され

てきたことが見て取れた。そこには、めざすべき福祉社会への国民的合意において、福祉社会

の内実の成熟があるといえよう。ただし、その実態はいまだ未開拓の領域が多く、今後の進化

を待たねばならないのであろうが、後退することなく前進させなければならない。

上記の観点にそってソフト開発を行った結果、最後に指摘すべき点は以下の通りである。

1）自立支援という観点から、単なる情報へのアクセスの保障ではなく、QOLの向上の為に必

要な情報が適宜利用者に提供できる環境を構築すること

2）支援技術機器(AssistiveTechnologyDevice)が楕報技術の進展によって多様化する中、マル

チデバイス環境でシステムを開発し利用者にとって最適なデバイス（生活パターンなどを

考慮に入れた）で提供できるよう考慮すること

3）支援者側のデータベースシステムを構築しその情報の管理と利活用について今後検討する

とともに、他の地域医療・保健・福祉システム（テレホームケアなど）との連携によって

サブシステムとしての利用方法についても検討し、地域における利用者支援の枠組みを構

図l服薬管理システム概念図

利用者

外出先でも確認可能

①服薬情報の登録

②服薬情報の通知

→④服薬の通知

→⑤安否の確認

←⑥服薬･安否確認③服薬→
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築すること

なお、本研究でWeb2.0時代の情報保障を考える中で、重要な要素として「デフォルトスタン

ダードとしてのGPL形式6》」と「行政・開発事業者・大学・ユーザーによるフォーラム」を

あげたい。情報保障ソフト開発におけるGPL形式の重要性は、デフォルトで一社寡占状態を形

成しつつ、ユーザーの囲い込みを行ってしまうと自由な環境が消失し、開発会社に従属した利

用生活を強制されることによって不利益が発生することを予防し、それは「公共財としてのソ

フトウエア」の理路として素描したとおりである7)。

同時に、GPLとしてライセンス取得する多くの事業しゃと呼ばれるベンダが、それぞれの環

境に合わせて開発し、行政機関・大学等の支援をうけ、ユーザ（利用者・医療機関（施設)）

がそのソフトの利用過程でのフォーラムの形成がおこなわれる。ということが両輪となって相

互に情報保障の領野を開拓していくかぎとなることを指摘しておきたい。また、フォーラムと

いうコミュニティの形成が今後の課題であると考えられる。

以上をふまえ、今後の展望を以下のように示す。

1）福祉社会学における「情報保障」の理論化

2）GPL環境による情報保障ソフトの量的拡大

3）開発されたソフトのユーザー・フォーラムの育成

4）福祉教育における「情報保障」への取り組みの発展

5）福祉社会学における情報保障を軸とする「福祉情報論」の創造と理論的構築

注

1）正式名称をパソコンノートテイク支援ソフト「まあちゃん」といい、太田晴康氏（静岡

福祉大学）により開発されたものである。なお、http://www006.upp､so-net.､e・jp/haruyasu

／newpage3､htmlに詳しい。

2）田中邦夫「情報保障」『社会政策研究4－特集：障害者と社会政策』社会政策研究編集委

員会編、東信堂（2004）

3）田中邦夫「障害者と情報保障一法的側面からの一考察一」『社会保障法』第16号、日本社

会保障法学会編、法律文化社（2001）

3)斎藤明子『アメリカ障害者法（全訳)』現代書簡（2004）

5）iphoneならびにSDKについては、米apple社の開発商品名称である。http://www､apple・CO,jp

6）GPL(GeneralPublicLicence)は、著作権を放棄するのではなく利用権を共有する仕組みと

して発生し、ソフトウエアの創造的な共有と協働開発を理念にもつライセンスの概念の

こと｡諾細な走蔑とその展開についてはR､Stallman(1998)TheGNUproject(www,gnu,org/philosophy/）

参照のこと。

7)平尾・加藤・横溝「web2.0時代の福祉社会学のagenda」地研通信第96号（2009）
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【研究ノート】

津市における成人女性の食物摂取状況とBMIとの関連

梅浬虞樹子・駒田亜衣

はじめに

肥満の指標として用いられるBodyMassIndex（BMI)[体重(Kg)/身長(､)2]の変化と食事内容の

変化は、強い関連があると報告されている1,2)。平成17年国民健康･栄養調査結果3)によると、

肥満者（BMl25）の割合は男性ではどの年代も10年前よりさらに増加しているが、女性の肥満

者は10年前より減少しているものの、40歳代以上は加齢に伴って増加し60歳代で29％と最も比

率が高くなっている。その一方で20～30歳代の女性の約2割が低体重（やせ）（BMI18.5）の者

である。中高年者の肥満は糖尿病、高血圧、心臓病などの生活習慣病発症のリスクを高め4.s)、

また若年者のやせも貧血、自律機能の変調など6．7．8)の健康障害が問題となっており、ともに

健康維持の観点から食生活改善は重要である。本研究は津市の成人女性を対象として食物摂取

状況を調査し、BMlに反映される要因を検討することで、食生活改善に有効な方策を見出すこ

とを目的としたものである。

I対象と方法

1対象 者

調査の実施に際し、あらかじめ対象者に調査目的と回答内容が研究目的以外では使用されな

いことを説明し了承が得られた者に対してのみ実施した。調査対象は津市に通学または在住す

る18歳～75歳の成人女性の合計80名とした。アンケート調査の有効回答数は72であった。

2食事摂取調査

対象者の習慣的な食べ方を評価することを目的に半定量食物摂取頻度調査法「エクセル栄養

君FFQg」（Ver,2.0,（株）建吊社製）を用いて栄養素および食品群摂取状況を調査した。この調

査票の妥当性については高橋らによって示されている，)。対象者には調査日から2～3週間前

までをさかのぼって日常食生活を思い出し、調査票に記載されている説明をよく読んで記入す

るように指導し、また疑問の点は個別に内容を確認して記入させた。

3統 計処理

解析は統計解析ソフトSPSSver,15.0Jを用いた。対象者群の比較はMann-Whitney検定を用い

た。またBMIを従属変数、栄養素摂取量および食品群別摂取量を独立変数とする重回帰分析を

おこなった。独立変数の選択はステップワイズ法（変数増減法）を用いて決定した。
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Ⅱ結果

1属性

アンケート対象者のBMI分布を図lに示した。対象者を低体重者群（BMI＜18.5)、普通体重者

群（BMI＞18.5～25）、肥満者群（BMl25～30＞）に分類しその属性を表1に示した。全体の

14％が低体重者群、8％が肥満者群、残りが普通体重者群であった。BMIの高い群ほど体重は

有意に重く、年齢も高い傾向にあった。

14

－44－
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対象者のBMI分布図1

表1対象者の基本属性

2 栄養素摂取量

BMI分類別の栄養素摂取量を表2に示した。1日の平均エネルギー摂取量は3群間に有意な差

はなかった。その他の栄養素摂取量については、対象者間の体格差を補正するために、栄養素

を摂取エネルギーlOOOkcalあたりの摂取量に換算して表示する方法をとった。脂質と炭水化物

の摂取量は3群に差はなかったが、たんぱく質の摂取盤は肥満者群が他の2群より多い傾向にあっ

た。カルシウム、鉄、レチノール当量、ビタミンB,、B2､Cの摂取量はBMIの高い群ほど多く

なる傾向にあり、特にカルシウムとビタミンB2は肥満者群が低体重者群より有意に多かった。

低体重者群

(BMI18.5未満）

普通体重者群

(BMI18.5～25未満）

肥満者群

(BMI25～30未満）

数値はmean±SD，Mann-WhitneyのU検定，a：低体重者群に対して〆0．01，6：普通体重者群に

対してp<0.05,c：普通体重者群に対して〆0．01
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体重（9）
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また肥満者群におけるコレステロールの摂取量は、普通体重者群および低体重者群より有意に

多かったが、この両群に差はなかった。食塩の摂取量は、普通体重者群と肥満者群が低体重者

群より有意に多かった。

表2BMI分類別の栄養素摂取量

3食品群別摂取量

BMI分類別の食品群別摂取量を表3に示した。これも摂取エネルギー1000kcalあたりの摂取

量に換算して表示した。米類（めし)、緑黄色野菜、豆類、小魚類、果実類の摂取量は、肥満

者群が他の2群より多い傾向にあった。特に卵類の摂取量は、肥満者群が普通体重者群より有

意に多く、牛乳の摂取量は、肥満者群が最も多かった。砂糖類の摂取量は、肥満者群および普

通体重者群が低体重者群より多かった。しかし肥満者群におけるいも類、菓子類、噌好飲料、

油脂類の摂取堂は他の2群より少ない傾向にあった。一方、低体重者群はパン類、いも類、菓

子類、噌好飲料、油脂類の摂取量が他の2群より多い傾向にあった。

肥満者群普通体重者群栄養素 低体重者群

数値はmean±SD，Mann-WhitneyのU検定，a：低体重者群に対して〆0．01，6：低体重者群に対して

〆0.05,c：普通体重者群に対して〆0.05
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表3BMI分類別の食品群別摂取量

(g/1，000kcal）

4栄養素摂取量および食品群別摂取量とBMIに関する分析

アンケート調査から算出した栄養素19項目（エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナ

トリウム、カルシウム、鉄、レチノール当量、ビタミンD、トコフェロール当量、ビタミンB,，

ビタミンB2、ビタミンC、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、コレステロー

ル、食物繊維総量、食塩）から、ステップワイズ法により、独立変数としてたんぱく質、カル

シウム、銅、飽和脂肪酸の4項目を選択した。また対象群の年齢差のため、年齢を加えた合計

5項目を独立変数とし、BMIを従属変数として重回帰分析を行った。この結果、重相関係数R＝

0.590、決定係数R2＝0.348、調整済み決定係数R2＝0.299となり、重回帰の分散分析のp値は0．

001であり、この重回帰式は妥当であると考えられた。偏回帰係数で有意であった項目は（表

4）、年齢0.59、カルシウム0.39、銅-0.68であった。この結果から、年齢の増加やカルシウム

低体重者群 普通体重群 肥満者群

数値はmean±SD，Mann-WhitneyのU検定，a：低体重者群に対してp<0.05,6：普通体重者群に対

して〆0．05
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の摂取がBMIの増加に影響すること、銅の摂取が増えるとBMIの低下に影響することが認めら

れた。

次にアンケート調査から算出した食品群17項目（穀類、いも類、緑黄色野菜類、その他の野

菜類、海草類、豆類、魚介類、肉類、卵類、乳類、果実類、菓子類、噌好飲料、砂糖類、種実

類、油脂類、調味香辛料類）から、ステップワイズ法により、独立変数として卵類、乳類、海

草類を選択した。次に年齢を加えた合計4項目を独立変数とし、BMIを従属変数として、重回

帰分析を行った。この結果、重相関係数R=0.533、決定係R2＝0.284、調整済み決定係数R2＝

0.241となり、重回帰の分散分析のp値は0．001であり、この重回帰式は妥当であると考えられ

た。偏回帰係数で有意であった項目は（表5）、年齢0.58,乳類0.29、海藻類-0.27であった。

この結果から、年齢の増加や乳類の摂取がBMIの増加に影響すること、海草類が増えるとBMI

の低下に影響することが認められた。

最後に、栄養素摂取量と食品群別摂取量の各モデルで決定した項目を用いて相関を求めた

(表6)。BMIに対して有意な影響が認められた栄養素であるカルシウム、銅と相関係数が高かっ

たのは、カルシウムについては海草類(r=0.61)、豆類(r=54)、乳類(r=0.68)、銅は緑黄色野菜(I=0.

59)、その他の野菜(F0.66)、海草類(F0.54)、豆類(r=0.70)、果実類(r=0.59)、種実類(r=0.52)であっ

た。また同様にBMIに対して影響が認められた食品群である海草類や乳類については、海草類

はカルシウム(r=0.61)と銅(r=0.53)に高い相関が認められ、乳類はカルシウム(I=0.68)とビタミン

B2(I=0.75)と飽和脂肪酸(r=0.63)に高い相関が認められた。

表4BMIに対する栄養素摂取量の偏回帰係数

0．59

0．21

－0．31

0．39

－0．68

非標準化係数 標準化係数

0.000

0.000
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表5BMIに対する食品群別摂取量の偏回帰係数

本研究は、成人女性の食物摂取調査で得られた栄養素や食品の摂取量と肥満判定基準に用い

られるBMIとの関連について検討したものである。

対象者全体の14％を占める低体重群の81％は18～29歳の若年女性であった。国民健康・栄養

調査結果や、日本と韓国の大学生を対象としたアンケート調査により、BMIが普通に属する若

年者の痩身願望の強いことが報告されており'0)、今回の調査でも同様の傾向が認められた。ま

た重回帰分析の結果は、加齢に伴うBMIの増加を明らかにしたが、金ら‘')の報告とも一致した。

本調査の肥満者群の平均年齢は高く、田中ら'2)は、中高年女性を対象とした調査から、「好ま

非標準化係数 標準化係数

Ⅲ考察

本研究は、

*最終的に決定した栄養素摂取壁、食品群別摂取壁で分析した。本表は項目を省略して示した。
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表6決定モデルの項目間の相関係数
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しくない食べ方」として「食べる且」と「食べる速さ」がBMIと関連しこれらの改善の必要性

を示唆していた。今回の調査では、BMI別の3群の1日の摂取エネルギー量に有意な差はなかっ

たが、肥満者群は最もSDが大きく、たとえばダイエットを試みている者が含まれる可能性も

あるため、それぞれの群の食噌好を検討した。肥満者群の特徴は栄養素のカルシウム、ビタミ

ン類、コレステロール、食塩の摂取量が多く、食品群では卵類や牛乳の摂取量が普通体重者群

や低体重群より明らかに多かった。肥満者群は炭水化物の給源となる穀類としてパン類より米

飯や麺類を好む傾向にあった。米飯には付き物の汁物、漬物・佃煮などの摂取により食塩含量

の摂取堂が多くなることが予想された。たんぱく質の摂取源である魚や肉類の摂取量に3群間

の差はなかったが、卵類と牛乳の摂取鐘に明らかな差があった。卵類は手軽さと栄養面から、

牛乳も同様にカルシウム源として特に中高年女性に推奨されている食品であり、噌好とともに

健康への気遣いが摂取を促しているとも考えられた。また肥満者群は緑黄色野菜、海草類、豆

類、果実類の摂取量が他の2群より多い傾向にある一方、菓子類や油脂類の摂取量は他の2群

より少ない傾向にあるのは、ダイエットの実践も含め健康志向への強さの一端が表われている

のではないかと考えられた。また卵などの食品類への食噌好がコレステロールの増加につながっ

ていると考えられた。

一方、若年女性の比率が高い低体重者群は穀類としては米飯よりパン類やいも類を好む傾向

にあった。エネルギー源としてたんぱく質より脂質を選択している傾向にあり、栄養素として

カルシウム、鉄、ビタミン類の摂取量が他の2群より少ない傾向にあった。たんぱく質源の魚

や肉類の摂取量は他の2群と差はなかったが、卵類や牛乳の摂取量は少なかった。野菜類、果

実類、種実類の摂取量も他の2群より少ない傾向にあった。しかし菓子類の摂取量は普通体重

者群と変わらず、油脂類の摂取量は他の2群より多い傾向にあった。低体重者群の特徴は、洋

風の料理を好み、食物繊維の多い野菜や果物などの摂取が少なく、全体的に食品の選択のバラ

ンスが悪い傾向にあった。

食べ物のBMIへの影響は食品に含有される栄養素摂取量を介しているとされる。重回帰分析

の結果は、カルシウムの摂取が増えるとBMIの上昇に影響し、銅の摂取が増えるとBMIの低下

に影響することを示唆した。カルシウムは乳類、海草類、豆類に由来しており、銅は豆類、野

菜類、果実類、海草類、種実類に由来していた。さらに乳類の摂取量の増加がBMIの上昇に影

響し、海草類の摂取量の増加はBMIの低下につながることが示唆された。日ごろから女性には

毎日の健康や骨粗しよう症予防の面から、カルシウムの効率的な摂取源として牛乳・乳製品が

薦められており、これらの噌好や簡便さもあって摂取量が多くなりやすい食品と考えられる。

しかし乳類は飽和脂肪酸との相関が高く、多量の摂取はエネルギー摂取量の増加につながるも

のと考えられる。成人女性にとって、乳類の摂取はカルシウムなどの給源としてよい食品では

あるが、過剰摂取はBMIを増加させるものであり注意が必要であろう。一方、銅は食物繊維総

量との相関が高く、豆類、緑黄色野菜類、その他の野菜類、果実類、海草類、種実類など食物

繊維含有量の多い食品群の摂取が増えるほどBMIの低下に関わることが示唆された。
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これまでの女性を対象とした食事パターンの調査から、牛肉やその加工品、精白穀物、甘味

噌好品の摂取が多い者は、果物、野菜、全粒粉、魚、鶏、サラダドレッシングを多くとる者よ

り体重の増加量が多くなり'3)、卒中や冠動脈性心臓病のリスクが増すこと'‘･'5)、また低脂肪乳

製品や高食物繊維食品の多い食事パターンはBMIの上昇は少なくなる16)などの報告がある。さ

らに若年者と高齢者におけるBMIに関係する食事パターンの報告'71では、若年者は、BMIに関

係なく脂肪エネルギー比が高くて食物繊維の摂取量が少ないため、食事回数や毎回の摂取エネ

ルギー量が多いと過剰体重や肥満と結びついており、一方高齢者は食物繊維の摂取量は多いが、

食事を欠食する事が少なく間食は若年者と変わらないため、食事回数の多さが肥満と結びつき、

さらに低いエネルギー消費に加えて食物繊維に対する反応の低下が、肥満増加の一因かもしれ

ないことが示唆されている。今回の調査では、BMIは食事内容と大きく関連することが示され

ると同時に、年齢や食習慣などさまざまな要因が関与することも示唆され、今後さらに詳細な

内容の調査が必要であると考える。

おわりに

今回は津市という限定した地域での調査であるが、成人女性の一般的な食志向として指摘さ

れていることが、この地域でもほぼ同じ傾向にあることを知ることができた。しかし今回の調

査対象者の人数が少ないことから、特に肥満者群の少なさや年齢の選択バイアスが働いている

可能性があり、これを津市の成人女性の一般的な傾向とするには十分な注意が必要であり、今

後の課題として、対象者数を増やして再現性を検討する必要がある。
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第2回津市における来日外国人の生活実態調査報告書

楠本孝（外国人問題調査研究PT代表）

1調 査の目的

三重短期大学地域問題研究所（2008年度以前は地域問題総合調査研究室）では、2007年度か

ら外国人問題調査研究プロジェクトチームを立ち上げ、津市における多文化共生のあり方に関

する調査研究を進めている。2007年度には、津市市民部及び教育委員会の協力を得て「津市に

おける外国人児童・生徒の就学状況調査」を実施し、2008年3月にその報告書を公表した')。

2008年度には、調査内容を外国人児童・生徒の就学状況から義務教育就学年齢の子どもをもつ

来日外国人家庭の生活実態調査へと拡大した。外国人の子どもたちの教育環境は、単に就学状

況を調査しただけでは充分に把握することはできず、保護者の就労状況や将来への展望と密接

に関係していると考えたからである。その調査結果は、2009年5月に「津市における来日外国

人の生活実態調査報告書」として公表した2)。2009年度に行った本調査も、基本的に2008年調

査を踏襲することとしたが、2008年9月のリーマン・ショック以降の急激な雇用環境の悪化の

影響をより詳しく調査するために、保護者の就労状況に関する質問項目を増やした（質問4及

び5)。

表12009年度調査学年別・国籍別・男女別の外国人児童・生徒数
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2 調査の方法

（1）調査対象

調査対象は、2009年9月1日現在で津市に外国人登録している義務教育就学年齢の子どもとそ

の保護者である。ただし、いわゆる特別永住者は、2007年調査及び2008年調査同様、調査の対

象としていない。「来日外国人＝ニューカマー」の生活実態の調査が本調査の目的であること

と、特別永住者の中には外国籍であることを公にしないで、日本人として生活している者もい

ることから、そういう家庭に一方的に調査用紙を送りつけることは避けなければならないから

である。

2009年9月1日現在で津市に外国人登録している義務教育就学年齢の子どもは、623人である

が（表l参照)、このうち特別永住者である韓国籍・朝鮮籍の子どもは16人で、本調査の対象者

は607人となった。世帯数では470世帯である（表2参照)。

（2）調査方法

郵便によるアンケート調査と戸別訪問によるヒヤリング調査を行った。いずれの調査も、保

護者に対して質問し、回答していただき、子どもには質問していない。ヒヤリング調査は調査

対象者から直接話を伺うことができるという点で濃密な調査ができるが、本調査ではアンケー

ト調査でヒヤリング調査に応じてもよいと回答のあった方の中から、日程の調整がついた方の

み訪問したので、実施世帯が5世帯にすぎず、調査全体の中の位置づけとしては補助的なもの

に止まる。

アンケート調査は、アンケート用紙（資料参照）を郵送し、記入の上、同封の返信用封筒を

投函してもらう方法で行った。兄弟姉妹については、世帯主に宛てて兄弟の人数分のアンケー

ト用紙を送付し、子どもごとに別個に答えていただいた。

アンケート用紙は、前記のように2008年調査のものをベースにしながら、保護者の就労状況

に関わる調査項目を追加する修正を加えた。アンケート用紙の翻訳は、NPO法人「伊賀の伝

丸」と三重県国際交流財団に依頼して、資料（ポルトガル語版）のような様式で9ヶ国語（ポ

ルトガル語、スペイン語、中国語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語、タイ語、韓国

語、英語）に翻訳していただいた。これ以外の言語圏の者に対しては、英語版のアンケート用

紙を用いたが、無国籍の者にはポルトガル語版を送付した。世帯主が日本人である場合は、日

本語のもので、いつ来日したか（質問l）など日本人に対して意味を成さない質問を除いた様

式のものを用いた。

（3）アンケート用紙の回収率

返信されたアンケート用紙は、子どもの数にして78人（返信率12.9％)、世帯数にして63世

帯（13.4％）であった（このうち1人は児童養護施設の入所者である)。国籍別では、ブラジル

が57人、45世帯、ボリビアが7人、6世帯、フィリピンが12人、7世帯、中国が7人、7世帯、ペ
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※ﾌｨﾘﾋﾟﾝ国籍者61名の内2名はボリビア国籍者と同世帯
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ルーが2人、1世帯、チリが1人、1世帯であった（表3参照)。

返信率12.9％は、08年調査の17.3％を下回った。昨年より、質問の内容が込み入ったものに

なったことが影響しているかもしれない。また、もともと、この種のアンケート調査で返信し

ていただけるのは、生活に比較的余裕のある方が多いと思われ、雇用の状況が昨年に増して悪

化したことで生活に余裕を失った方も多く、返信率が低下したものと推測される。しかし、返

信率低下の最も大きな要因は、宛先不明の数が08年調査では46人、36世帯であったのに、09年

調査では78人、63世帯と大幅に増加したことである。これは外国人登録と居住の実態との誰離

が広がっていることを意味しており、雇用状況の悪化で来日外国人世帯の居住状況の流動化が

一層進んだものと思われる。ちなみに宛先不明のものを除いた数を分母とした返信率は、08年

調査で18.7％、09年調査で15.1％である。

表2「来日外国人生活実態調査」調査対象者
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ﾀイ
ﾉL復文

廿全判F郷と

3

3

3名

3tは詳寺

ﾓﾝｺﾞﾙ
人喪女

廿士判f喪曳

2

1

2名

11世辞寺

車$国
ﾉL9枚

世判F国立

2

1

2名

1tは手侍

ネハ．－ル
ﾉL視曳

世判F錘

1

1

1名

11世帯

ハ・ンｸﾞラデシュ
ﾉL曳曳

廿土判乎視立

１
－
１

1 名

1性t帯

チリ
ﾉに自女

廿土判干復曳

1

1

1名

1性t帯

劉罷国箱
ﾉL復興

廿士判干曳曳

１
１

1 名

1tにt判寺

合甘卜
ﾉL復史

性t判子郷〔

353

353

200

100

８
－
６

４
－
１

6

1

607名

470住と帯



表 3アンケート 返信結果

－5 6 －

国霜 調査対象者

､畷T面玉7

返僧

鯛査○ 澗査× 胴査△ 合計

人数 世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数

宛先不明

人数 世帯数

澗査対象者
(宛先不明除）

人数 世帯数

ブラジル390309 30 23 14 12 9 7 51 42 57 45 333 264

①239 ① 16 ① 10 ① 5 ① 31 ① 34 ① 205

②62 ② 7 ② 2 ② 2 ② 11 ② 10 ② 52

③ 7 0 ③ 1 ③ 6

⑥ 1 0 ⑥

ボリ ビ ア 7667 6 5 1 1 0 0 7 6 11 9 64 48

①40 ① 4 ① 1 ① 5 ① 7 ① 33

②14 ② ② ② 2 ② 12

③ 3 0 ③ 3

フィリピン6142 6 4 7 3 0 0 12 7 3 3 58 39

① 2 9 ① 2 ① 1 ① 3 ① 3 ① 26

② 9 ② 2 ② ② 3 9

③ 4
1口届（2人）世締の

うち一方は画宣× ③ ③ 4

中 国3228 4 4 3 3 0 0 7 7 0 0 32 28

①24 ① 4 ① 3 ① 7 ① 24

② 4 ② 4

ペルー14 9 1 1 0 0 1 0 2 1 5 4 9 5

① 4
lロ周（2人）世蹄の

うち一方は国立△ 0 ① 3 ①

② 5 ② ② 0 ② ② ② 4

インドネシア107 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 6

① 5 ① ① 4

② 1 ②

③1 ③

マレーシア63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3

① 1 ①

②1 ②

③1 ③

ベトナム44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

① 4 の 4

パキスタン ２
－
２

４
②
’

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

②

2

2

タ イ33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

① 3 ① 3

モンゴル21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

② 1 ②

韓国21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

② 1 ②

ネパ ー ル11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

① 1 ①

バングラデシュ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

① 1 ①

チリ11 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

① I ① ① 1

無 国籍11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

① 1 ① ① 0

合計607 470 46 37 26 201 10 7 80 64 78 63 629 407

①353

②100

①
一
②

率
一
ｍ

。
’

①
一
②

161
－

3I

①
一
②

5 ①

21②

47

15

①

②

49

13

①
一
②

③ 1 6 ③ 11 ｜③ ③ ③ 15

(制1 《7，

返僧率
(／全人数・全世帯数）

7.6％ 7.9％ 4．3％ 4.3％’1．6％ 1．5％’13．2％ 13．6％ 12．9％ 13．4％
、

返侭率
(／宛先不明欧陣全人軟･世毎賦)

8．7％ 9．1％14．9％ 4.91611.9％ 1．7％’15．1％ 15．7％



資料来日外国人生活実態調査調査票（ポルトガル語）

雛 鵜一
NQmemdecadastro

らい にち がい こ< じん せい かつ じつ たいちようさちようさひょう

来 日 外 国 人 生 活 実態調査調査票

Pesquisasobreasitua輯odosest『angeirosresidentesnoJap邑o

さも､おとこ$$んないんれいせいぺつ“し

はじめに、あなたの年齢と性別を教えてください。

P『imei尼mente,esc『evaasuaidadeesexo． anos．Masculino Feminino

しつもん

はじにほんき

1）あなたが初めて日本に来たのはいつです力､。

QuantotempofazquevoceveioaoJap色o,desdeapnmeiravez？

年＃‘肯箭

Anosemeses

こばじに18んe

2）あなたのお子さんが初めて日本Iこ来たのはいつですか。

QuantotempofazqueoseufiIho(a)veioaoJapao,desdeaprimeiravez？
にぼんううげんざいきかんかねんかげつまえ

日本生まれであるときは、生まれてから現在までの期間を害し,てください。年ケ月前

CasooseufiIho（a）nasceunoJapao，escrevaoperiododesdeadatadenascimento

Anosemeses

し つ

はじにほん g な ん か い き こ く

1）あなたは、初めて日本に来てから何回帰国しました力､o

Quantasvezesvoce『etomoupa｢aoseupais？

こ は じ ↓ 二 1 2 ん き な ん か い e こ く

2）あなたのお子さんlま、初めて日本に来てから何回帰国しましたか。

Quantasvezesseufilho(a)retornouparaoseupais？

しつ

は じ に ほ んせなんかいてんきよ

1）あなたは、初めて日本Iこ来てから何回転居しましたか。

Quantasvezesvocemudoudeendere9onoJap色o？

箇

vezes

筒

vezes

筒

vezes

二 はじにU2ん9厘ばん都つこう28い二＜じんがつこうふくなんかいてん二う

2）あなたのお子さんは、初めて日本lこ来てから日本の学校、外国人学校を含めて何回転校しましたか。
かい

回

QuantasvezesseufiIho(a)mudoudeescoIanoJap2io?(lncIuirescoIajaponesaeestrangei『a）

Ve豆eS
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【あなたの焼

壷ii4-E量[guり鍵し．‘f………嘘‘．≧．“
あなたとあなたの配偶者の現在の就業形態についてお尋ねします。当てはまるものに○を付けて下さい。「5．

失菜中・休職中」にOを付けた方は、いつ頃からその状態にあるのかを教えて下さい。また「6．その他」に○

を付けた方は、分かる範囲で就業の形態を救えて下さい。配偶者については、あなたが現在配偶者と同居している

場合にだけお答えください。

AtuaImente,quaIfCrmaquevoceeseuc6niugeestaoempregados？Circulearespostacorrespondente、
QuemescoIheuon血memcinco(ES伯desempregadoouestadelicen9a),esc『evadesdequandoesta
nestasitua鱈o､QuemescoIheuonUmemseis(Outms),escrevaoseutipodetrabaIhoemdetaIhes・
Refe『enteaoc6njuge,somente『Bspondasecasomorarjunto．

'~~脇醐搭~1§i遁耐Eri-l応撫瓢落Y§iiiﾖiiiﾖr孟首i§i凧調
11

|↑鮒の鮒.職賀 閲せいeしょくいんじ●うぎよういん

｜|蕪鋤等f・掴､ﾂ卿羽w《ｲﾄ
'1殖baIhado『Cunoや｡側｡‘｡(P・同)｡uARU8AlmHTr圏b●1h．dorCuno､P．『iodo(P●耐)｡uARUBAlT。’

ヨa粥識灘輪の総額13．労働者派遣事業所の派逓社員

罪b:I剛桝Woi“(HAKENSHAlN）ilFb郷普【灘‘．i砲{HAKENSHAlN）ii4，契約社員・唖妊

1－~了溌醐諮~1§iU詞孟~応T~一i

l↑鮒の鮒.職賀
にMnﾂ卿羽w《ｲﾄ
扉……．.,1...1…ARU…’
13．労働者派遣事業所の派逓社員

:賑．:剛w･……’Ii4・契約社員・咽託

iFuncionariocont『atado

i(KEIyMfH聯1W肌§噸WUW,KU）
15．失業中・休職中

1EstadesempregadoOues伯deIicen?a

1．その他

ilfi…．三］llr…

1．正規の職員・従粟員

T鱈b●1h．dorCuno､P．『iodo(P●耐)｡uARUBAlT。’
2．パート・アルバイト

3．労働者派遣事菜所の派遣社員

……噸…IHAK…iN1l4．契約社員・嘱託

(KEiW,KUSHAlNouSHoKU噸KU）’
5．失業中・休職中

………，’
6．その他

(.｡‘.。

〕’
－－－－－－－一

!上sIa
16．』

I〔：
h錨昼一E負,nun唾

はいぐうしやはたら さんぎ産う たず あ つ<だ わ

あなたとあなたの配偶者が働いている産粟1こついてお尋ねします。当てはまるものにOを付けて下さい。もし分から
ぱあい ぼか つわはんい卿し<だはいぐうしや げんざいはいぐクしｷどうきょ

ない場合は、「その他」にOを付Iﾅて、分かる範囲で教えて下さい。配偶者については、あなたが現在配偶者と同居し
ぱあい こた

ている場合IこだIﾅお答えください。

QuaIcategoriaindust『iaIdeondevoc6eseuc6niugetrabalham？Ci1℃uIearespostaco『respondente
Casovocen色osaibabem,assinaIenonljmemseis(Outros)eesc『BvaemdetaIhe､Referenteaoc6njuge，
somente『espondasecasomo『a｢junto．
ｰ－－

科
‐
弧
１
－

雪聯!『灘?蝋蛎｡'.…｜
側 譜 藁 ( 髄 ･ 購 紬 ｜

議撒鴨:wl
職鰯蝋脇………｜

〔…1

1．製造菜（冠気・砥子槻器）

Fabrica鱈｡(EIetricidadeouP”dutoselet『6nicos)．

2．製造菜（自動車・自動車関係）

Fab『ica輯o(CanDsouRefe『enteaoca『、)．

3．製造菜（食料品加エ、その他の製造業）

Fabrica鱈o

(ProdutosaIimenticiosououtmtipodep｢odu9ao)．

4．小売・飲食菜

VarejoouServi9osderelei億o、

5．外国人向けの店やレストラン

Lqjasou尼stau喧nbesvonadaspahaaoseshangeiIDs、

6．その他

〔…

Quantoavoce】
はいぐうしやぱあい

【あなたの配偶者の増合Quantoaoseuc6njuge】
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1.Estousatisfeito、

2.Estoumaisoumenossatisfeito，

3.Naoestoumuitosatisfeito、

4.Naoestousatisfeito．

つ

げんざいしゆうなんじかんはたら

1）あなたは、現在週に何時間働いています力､o

Quantasho｢assemanaisvocetrabaIhaatua1mente？

烏簡

ho『as

理由Motivo

いりよう峰けんかにゅうかにゅうりゆうおし

3．医療保険には加入していない。なぜ、加入していないの力､、理由も教えてください。

Naotenhoseguromedico・ESC｢everomotivoquen3oent『ounoseguro．

はいぐうしやしゅう厳んじかんはたらげんざい は い ぐ う し や ど う さ ょ ぱ あ い こ た

2）あなたの配偶者は、週に何時間働いていますか。あなたが現在配偶者と同居している場合にだけお答えください。
じかん

時I間I

Quantasho『assemanaisseuc6njugetrabalha？（Somentepa『apessoasquemo『amjuntocomo
c6njuge)． horas

ちいきいりよう↓&げんこくみんけんこう凪げんかIこゅう

2．地域の医繍I保険（国民健康保険）に加入している。

Tbnhooseguromedicodareg噛o(KokuminKenkouHoken‘‘SeguronacionaIdesadde'')．

しょくぱいりようlユlｼんけんこうばけんかにゅう

1．職場の医療保険（健康保険）Iこ加入している。

Tenhooseguromedicodoemprego(SegurosaUde)．

またはいぐう し や い り 装 う 腿 け ん か にゅうあまるつ

あなた又はあなたの配偶者は、医療保険に加入していますか。当てはまるものIこ○を付けてください。

VOceouseuc6njugetemseguromedico？Ci『CuIearespostacorrespondente．

げんざいしごとまんぞくあまるつかんがIワゆう鈴し

あなたは、現在の仕事に満足していますか。当てはまるものに○を付けてください。また、そう考える理由も教えてく

ださい。

Vbceest白satisfeitocomoseut『abaIhoatuaI？CircuIearespostacorrespondenteeesc『evaomotivo．

史んぞ<

満足している
まんぞ<

どちらかといえば滴足している
まんぞ<

どちら力､といえば満足していない
まんぞ<

満足していない

－59－
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つ

こ げ んざいがつこうつうがくあまるつ

あなたのお子さんは、現在学校に通学していますか。当てはまるものIこ○を付けてください。また、どうしてそのよう
せんたくおし

な選択をしたのかも教えてください。

Atualmente,seufiIho(a)fTequentaaescoIa？CircuIearespostacor『espondenteeescrevaomotivoda

suadecisao．

しつもん

に ば ん が つこう力0よがつこうめい

1．日本の学校lこ通っている（学校名

FrequentaaescoIajaponesa (Nomedaescola：

がいこ<じ ん が つ こ う か よ が つ こ う め い

2．外国人学校に通っている（学校名

FrequentaaescolaestrangeiranoJapao． (NomedaescoIa：

にl’んがつこうがいこ<じんがつこう力りよ

3．日本の学校にも外国人学校Iこも通っていない

N色ofrequentaaescolajaponesanemescoIaest『angei『a．

理由Motivo

）

）

）

）

こ きよういくまんぞくあまるつ

あなたのお子さんの教育について、あなたは満足しています力､。当てはまるものに○を付けてください。また、そのよ
かんがりゆう鈴し

うIこ考える理由も教えてください。

VbceestasatjsfeitoquantoaeduCa?aoesco1a『doseufilho(a)？CircuIea『espostacor幅spondentee

escrevaomotivo．

まんぞく

1．満足している

まんぞく

2．どちら力､といえば満足している

まんぞく

3．どちら力､といえば満足していない

まんぞく

4．満足してし､ない

理由Motivo

1．Estousatisfeito．

2.Estoumaisoumenossatisfeito．

3.N自oestoumuitosatisfeito．

4．N邑oestousatisfeito．
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つ

し ようらいけいかくたずあまるつかんがりゆう

あなたの将来の計画についてお尋ねします。当てはまるものIこ○を付けてください。また、そのように考える理由も
#』し

教えてください。

Perguntasobreoseuplanonofuturo､Circulearespostacor『espondenteeescrevaomotivo．

しようらいに胆んえいじゆう

1．将来Iま日本Iこ永住したい

Meufuturoeresidi「pe『manentementenoJapao．

にl』んえいじゅうみてい

2．できれば日本Iこ永住したいが、まだ未定である

Sepossivelgostariade『esidirpe｢manentementenoJap邑o,masaindan急odecidi．

きこぐみてい

3．できれば帰国したい力《、まだ未定である

Sepossivelgostariaderetornaraomeupais,masaindanaodecidi．

しようらいgこぐ

4．将来Iま帰国したい

Futuramente,gostariade『etomaraomeupais．

理由Motivo

こしんがくたずあまるつかんがりゆう

あなたのお子さんの進学1こついてお尋ねします。当てはまるものにOを付けてください。また、そのように考える理由
錘し

も教えてください。

Pe『guntassobreaeduca9aoescoIarsuperiordeseufi1ho(a).Circu1earespostacorrespondentee

escrevaomotivo．

↓こほん二うこうだl,がくしんがく

1．日本の高校・大学lこ進学させたい

Gostariaquemeufilho(a)estudassenocoIegialenafaculdadedoJapao．

にI』ん二うこうだいがくしんがくみてい

2．できれば日本の高校・大学に進学させたいが、まだ未定である

GostariaquemeufiIho(a)estudassenocolegialenafaculdadedoJapao,masaindanaodecidi．

19二くこうこうだいがくしんがくみてい

3．できれば母国の高校・大学Iこ進学させたいが、まだ未定である

GostarlaquemeufiIho(a)estudassenocolegialenafaculdadedopaisnataI,masaindan急odecidi．

ぽこぐこうこうだいがくしんがく

4．母国の高校・大学Iこ進学させたし，

GostariaquemeufiIho(a)estudassenocoIegialenafaculdadedopaisnatal．

しんがく

5．進学させるつもりはない

N色opIetendodarensinosuperior．

理由Motivo
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･つ

に ば んごりかいあま る つ

あなたは、日本語がどのくらい理解できますか。当てはまるものに○を付けてください。

Qualoseuniveldeconhecimentodoidiomajapon色s？CiI℃ulearespostacorrespondente．

しつ

はな袋か じ ゅ う ぶ ん

1．8舌すのも、醜み書きも十分にできる

Osuficientepa『aconversanlereesc『eve眼
はなよ かじゅうぶん

2．鱈すのIまできるが、脇み害きは十分でない

ConsigoconveIsanmasnaoseiIereescreverosuficiente．
~

よ力｡はなじゅうぶん

3．暁み書きIまできるが、賭すのは十分でない

ConsigoIereesc『eveEmasnaoconsigoconve『sarosuficiente．
~

にちじようかも､わていど

4．日常会8舌程度ならできる

Consigocomunica『mecomdi白Iogosimples，
ていど

5．あいさつ程度ならできる

S6cumprimentos、
りかい

6．まったく理解できない

N色ocompreendoabsoIutamentenada．

二 にぼんごりかいあまるつ

あなたのお子さんは、日本語がどのくらい理解できます力､。当てはまるものにOを付けてください。

QuaIoniveldeconhecimentodoidiomajaponesdoseufiIho(a)？CircuIea『espostacorIespondente．

しつ

に12ん邸つこうじゅぎようじゅうぶんりかいよか

1．日本の学校の授菜が十分理解できるし、I魔み書きもできる

CompreendeosuficientedasaulasdaescoIajaponesa,tambemsabeIereescreve風
にI&んがつこうじゅぎようり力､いよかむfか

2．日本の学校の授粟を理解できる力《、腕み害きは難しい。

CompreendeasauIasdaescolajaponesa,massentedificuIdadeparaIereescreve砿
に11んがつこうじゆぎようりかいむずかにちじようかいわ

3．日本の学校の授菓を理解するのは難しい力《、日常会騒ならできる。

Sentedificuldadeparacomp『eenderasauIasdaesco1ajaponesa,masconseguecomunicaFs

comdiaIcgosimpIes・
ていど

4．あいさつ程度ならできる

S6cumprimentos・
り かい

5．まったく理解できない

Naocomp『eendeabsolutamentenada．

u

にほんごまな躯もあまるつりゆう錘し

あなたは、日本語を学びたいと思います力､。当てはまるものにOを付けてください。また、その理由も教えてください。

Vbcegostariadeap『enderoidiomajapones?CircuIearespostacorrespondenteeescrevaomotivo
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まな 軸も げ ん ま な

1．学びたいと思っているし、現に学んでいる。

Quemap『endereestouestudandonomomento・
立な ま畦じかん、かい

2．できれば学びたい力《、学ぶ時間や樫会がない。

SepossiveI,quemaprendenmasn且otenhotempoeoportunidadepa『aestuda屈
しよくぱにちじようせ いかつしぜんみ ていど

3．職場や日常生活で自然に身1こつく程度でよい。

PoderiaaHendernodiaadia,noIocaIdetrabaIhoounaturaImente哀な

4°学びたいと思わなし、

Naopensoemap『ende眼

理由Motivo

こ に 睡んごしゅうとくあ皮らつりゆう軸し

あなたのお子さんには日本鱈を習得してほしいですか。当てはまるものIこ○を付けてください。また、その理由も教え

てください。

VCcegostariaqueoseufilho(a)aprendaoidiomajapones？Ci応uIea『espostaco『Tespondentee
esc『evaomotivo．

しゅうとく

1．ぜひ習得してIましL、

QuemqueeIe(a)aprendasemfaIta・
しゅうとく

2．できれば習得してIましい

SepossiveI,gostariaqueaprendesse・
ふ内どんせいかつLぜんみていど

3．普段の生活のなかで自然に身につく程度で力､まわない

Naohave『iapmbIemadeap『endernodiaadia,naturaImente・
にばんごりかい

4．日本語は理解できなくても力､まわない

N自otemimportanciaquenaocompreendaoidiomajapones・
りゆフ

理由Motivo

二ぽごりかいあまるつ

あなたのお子さんは、母鰭がどのくらい理解できます力､。当てはまるものに○を付けてください。

QualoniveldeconhecimentodalinguamatemadoseufiIho(a)？Circulearespostacorrespondente．

かいわよかもん鷲い

1．会:舌も、醜み書きもまったく問題ない

NaotemnenhumprobIemaaoconve『sa風!e『eesc『ever・
か い わ も ん だいよかじゆうぶん

2．会話は問題ないが、u兜み書きが十分でない

Consegueconversar,massentedificuIdadeparaIereescreve眼
か い わ よ か じ ゆうぷん

3．会8舌も銃み害きも十分でない

Temdificuldadeparaconve喝ar,Iereesc『ever・
ぼごりかい

4．母語が理解できない

N急otemconhecimentodaIinguamatema．
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Seh

ヶ刀

ぜ んたいげんざいせも､かつまんぞくあまるつりゆう

あなたは、全体としてみて、現在の生活に満足していますか。当てはまるものIこ○を付けてください。また、その理由
鞘 し

も教えてください。

Vbceest白satisfeitocomasuavidaatuaI？Circulearespostacorrespondenteeescrevaomotivo．

まんぞ<

満足している
まんぞく

どちらかといえば満足している
まんぞく

どちらかとし､えば満足していない
*んぞ<

満足していなし、

1．Estousatisfeito、

2.Estoumaisoumenossatisfeito、

3.Naoestoumuitosatisfeito、

4．N色oestousatisfeito．

●
●
●
●

ぐ
‐
，
２
３
４

鋼うつかたきとちようさ12う岨 う に ち じ じ ぜ ん う あ ぶ ん し よ

「応じてもよい」に○を付けられた方にIま、聴き取り闘査の方法や日時を事前に打ち合わせるための文啓を
あらたそう ふ ぶ ん し よ み う え じつさい色とちようさおうe

改めて送付いたします。その文番を見ていただいた上で、実際に聴き取りW、査に応じるかどうかを決めてくだ

さい。

Enviaremos,antecipadamente,umacar画comom6todo,diaehorariodaentrevista,para

aspessoasqueassinalaramonumer◎1．LeiaacartaedecidasereaIme､tepodeco1aborar

comapesquisa･
ぃそがおもつしたぶんかきようせい力･たかんがちようさきょうりょ<

みなさんはお忙しいと思いますが、津市における多文化共生のあり方を考えるための調査Iこご協力く

ださい。

Cientesportomaroseutempo，pedimosacoope『aCaonapesquisaparap◎ssibiIitara

cria9a◎deumasociedademulti-culturalnacidadedeTsu．

理由Motivo

に岨んしやかいいけんようぱうじゆうか

日本社会への意見や要望があれば自由Iこお書きください。
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1．Possoresponde風

2.NaOpOssorespOnderb

アンケート調査にご協力いただき、ありがとうございました。
AgradecemosavossacolaboraC白onapesquisa

1．齢じてもよい
2．鯨じた＜ない

わたしらようさがいこ<じんかたがたせいかつ じ つ た い せ い か く は あ く き と ち よ う さ お う

私たちの調査チームでIま､外国人の方々の生活実態をより正確に把握するための聴き取り調査に応じてい
かたぽしゆうeとちようさがつにらにらきかんよてい

ただける方を募集しています。聴き取り閥査Iま、11月1日から13日までの期間を予定しています。あなた
きとちようさ』必かんがあっ

は、聴き取り調査に応じてもよいとお考えでしょうか。当てはまるものlこ○を付けてください。

N6s，daequipedepesquisa，estamosaprocuradepess◎asquepossamcoIaborarna
pesquisaverbaIparaquepossam◎stercOnhecimentodasitua9a◎dosestrangeiroscOm
exatidao･ApesquisaverbaIserareaIizadaapartirdodiaprimeimaodial3de、◎vembro・

Vbc6poderiareceberanOssavisitapessOalmente？CIrculearespostac◎rrespOndente．



3調査の結果

（1）アンケート調査の結果

①来日時期（日本滞在期間）

質問l(1)は保護者の来日時期を訊いたものである。来日してから15年以上たっているとの回

答が最も多く、10年以上たっているという回答が6割を超えている（図1-1参照)。質問1(2)は子

どもの来日時期を訊いたものだが、これには「日本で生まれた」という回答がいくつか含まれ

ており、この場合は生まれてから現在までの年齢を日本滞在期間と考えて、たとえば8歳の子

どもであれば日本滞在期間を8年として集計してある。その結果、日本滞在期間が「6年以上10

年未満」が最も多く（40.8％)、次いで「10年以上」となっており（25％)、この二つを合わせ

て6年以上日本に滞在する子どもの割合は65％に達する（図1-2参照)。昨年の調査と比較して

も、長期滞在者の割合が増加しており、現下の不況の中でも来日外国人の定住化傾向は変わら

ないどころか、むしろ促進されていると言える。

図1－1図1-2

0回1回2回3回4回以上

質問1-2質問1－1
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犯
犯
加
㈹
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(人）

0回1回2回3回4回以上

５
０
５
０
５
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２
２
１
１

ｊ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

仏
４
２

翻職
15

8
一

綱 灘3

3年未満3年以上6年以上10年以上15年以上

6年未滴10年未潤15年未潤

1年未潤1年以上3年以上6年以上10年以上

3年未潤6年宋潤10年未濁

②帰国回数

質問2は、日本に住みはじめてからこれまでに何回帰国したかを尋ねたものである。保護者

の帰国回数は、2回以上のものが半数以上を占め、4回以上のものも20％に達しており、この中

には8回、12回、20回というように頻繁に帰国しているものも含まれている。しかし、最も割

合が高いのは帰国回数0であり（25.5％)、母国と日本を頻繁に往来するものと、日本への定

住を志向するものと、二極化しているとも言える（図2-1参照)。これに対して、子どもの帰国

回数は、0回が41.3％、1回が33.3％を占め、この二つを合わせると約4分の3になり、子どもた

ちの帰国回数は多くない（図2-2参照)。

図2－1 図2－2

質問2-2質問2-1
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③転居回数と転校回数

質問3は、保護者の転居回数と子どもの転校回数を訊いたものである。転居回数では。4回以

上が50.9％にも上り、昨年調査の36.4％と比較しても、頻繁に転居しているものの割合が増加

している（図3-1参照)。これに対し、子どもの転校回数では、46.7％が一度も転校していない。

頻繁に転居する保護者の数に比べて頻繁に転校する子どもの数は多くない。ただし、3回以上

の転校を経験したものが13.3％いることも見過ごせない（図3-2参照)。

図3－1図3－2

（ 人 ）質問3-1質問3-2（人）
28

０
０
０
０

３
２
１

－6 6 －

⑤就労先の業態

質問5では、世帯主とその配偶者に分けて就労先の業態について訊いた。これを男女別に集

計した結果が図5－1，2，3である。

男女とも「その他」が最も多くなっているが、それ以外では、男女とも自動車関係の製造業

が最も多く（男性30％、女性29％)、次いで電気関係の製造業（男性13％、女性20％)、食品加

工・その他の製造業（男性8％、女性16％）となっている。

０
０
０

４
２

0回1回2回3回4回以上 0 回 1 回 2 回 3 回 4 回 以 上

④就業形態

09年調査では保護者の就労状況を詳しく訊いた。質問4では、世帯主とその配偶者に分けて

就業形態を尋ねた。これを男女別に集計した結果が図4－1，2，3である。

「正規の職員・従業員」の割合は、男性で19％、女性で6％、全体で12％に止まる。男性では

｢派遣社員」が32％と最も多く、次いで「契約社員・嘱託」が19％となっている。女性では

｢パート・アルバイト」が26％で最も多く、次いで「派遣社員」が17％となっている。

「失業中・休職中」と答えたものは、118人中22人（18.7％)、男女別では、男性で54人中6人

(11.1％)、女性で64人中16人（25.0％）となっている。巷間伝えられる程ではないが、やはり

かなりの高失業率であり、特に女性の失業者は4人に1人の高率になっている。62世帯のうち3

世帯が両親ともに失業しており、母子家庭と思われる世帯が9世帯あり、このうち3世帯で母親

が失業している。
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⑥労働時間

質問6では、週あたりの労働時間を尋ねた。回答のあった116人のうち、30時間未満（失業中

のものを含む）が42人（36.2％）であり、女性では64人中30人（46.9％）にもなる。逆に、か

つては当たり前であった60時間以上働いているものは僅かに8人（6.9％）に過ぎない（図6-1,

2,3参照)。

⑦仕事に対する満足度

質問7は仕事への満足度を訊いているが、上のような厳しい就労状況にもかかわらず、84％

のものが、「満足している」または「どちらかといえば満足している」と答えている。08年調

査の91％と比較すれば、さすがに若干減少しているが、それでも満足度は高いといえるだろう

(図7参照)。
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⑧医療保険への加入状況

質問8は、医療保険への加入の有無を訊いた。健康保険への加入が46％、国民健康保険への

加入が44％となっているが、未加入も6世帯、10％あった（図8参照)。08年調査では、健康保

険が38％、国民健康保険が53％、未加入9％であったことと比較すると、健康保険への加入が

進み、国民健康保険への加入が減少しているが、未加入が減っていない。未加入の理由は、国

民健康保険の保険料が高額で払えないことにある。

入国管理局は、2009年3月の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインの改正」

において、「その8」として「社会保険に加入していること」を設け、「社会保険への加入義務

がある場合には、当該義務を履行していることが必要です。なお、平成22（2010）年4月1日以

降は、申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります」と規定していた。しかし、

入国管理局は、その4月1日を目前にした2010年3月に再び同ガイドラインを改正し、第8項を削

除し、代わりにリードの部分で「なお、社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4

月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています」と述べるにとどめ、

さらに続けてわざわざ「(注）保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更

新を不許可とすることはありません」と記載した。この方針変更には、雇用情勢の悪化で保険

に加入したくてもできない外国人が多数に上るなかで、社会保険への加入を在留期間更新の条

件とすれば、却って大量の非正規滞在を生み出しかねないとの考慮が働いたものと思われる。

図9図8

質問9質問8

6人

10％

4人
１
２
３

口
■
口

－
２
３

国
■
ロ

－69－

⑨子どもの就学状況

質問9では、子どもの就学状況を訊いた。87％が日本の学校に通っており、外国人学校に通っ

ているのは8％である。日本の学校にも外国人学校にも通っていないとの回答が4人あったが、

このうち3人は帰国して母国の学校に通っていると記してあった。残る一人は、訪問調査によ

る確認をしていないが（アンケートへの回答で訪問調査には「応じたくない」と記入されてい

た)、不就学の可能性がある（図9参照)。

08年調査では、日本の学校への通学が82％、外国人学校への通学が16％であったことと比較

29人

46％
68人

87％

(回答3の4人のうち3人は帰国．残り1人は不就学の可能性あり）



すると、外国人学校へ通学するものの割合が減少している。雇用状況の悪化で、子どもを外国

人学校に通わせることができなくなった世帯が多いものと思われる。

⑩子どもの教育への満足度

質問10では、子どもの受けている教育に満足しているかを訊いているが、「満足している」

が73％、「どちらかといえば満足している」が18％で、合わせて90％以上が「満足している」

としており（図10参照)、これは08年調査（｢満足」70％、「どちらかといえば満足」24％）と

ほとんど変化がない。

図10 図11

質問10 質問11

⑫子どもの進学

質問12は、子どもを日本の学校に進学させたいか、母国の学校に進学させたいかを訊いたも

のである（図12参照)。「日本の学校に進学させたい」が62％、「できれば日本で…」が15％で

あり、これは08年調査の50％、21％と比較すると、日本の学校への進学を明確に希望している

ものの割合が増えている。それとは逆に、母国での進学を明確に希望している割合は、08年調

査では20％あったが、09年調査では14％に減少している。このことからも、将来の日本での永

住を志向するものの割合が、今日のような不況下でも一層強くなっていることが窺える。

⑪将来の計画

質問11では、将来の計画について訊いている。「将来は日本に永住したい」が36％、「できれ

ば日本に永住したいが、まだ未定」が26％、合わせて62％が永住を志向している（図11参照)。

これも08年調査（｢永住」38％、「できれば永住」20％）と比較して大きな変化はない。ただ、

｢将来は帰国したい」と言い切っているものは26％で、これは08年調査の34％と比較して減少

しているといえるだろう。2009年4月から実施されている帰国支援事業などもあり、帰国を志

向していた人たちの多くが帰国した可能性がある。
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図12 図13

質問12 質問13

⑭子どもの日本語能力

質問14は、子どもの日本語能力を訊いたものである。前記のように、日本の学校への進学を

希望する保護者が77％に達しているが、子どもにそれを可能にする学力がついているかどうか

を測る指標の一つといえる。「日本の学校の授業が十分理解できるし、読み書きもできる」と

答えた保護者が61％に達している（図14参照)。これは、08年調査の56％を更に上回る高率に

なっている。これは、日本で生まれたり、滞在期間が長くなっていることもが多くなっている

こともあって、日本語に不自由しない子どもが増えてきているのであろう。しかし、問題は、

｢日本の学校の授業を理解するのが難しい」と答えたものが12％、「あいさつ程度」と答えたも

のが12％となっており、この割合が依然として高いことである。外国人の子どもたちの中にも、

日本語能力に格差がある。

3人0人

5％0％ 11人

⑬保護者の日本語能力

それでは、日本社会に定着するための重要なファクターになると思われる日本語能力はどう

であろうか。質問13は、保護者の日本語能力を訊いた。「話すのも、読み書きも十分」と答え

た人は19％、「話すのはできるが、読み書きが不十分」が32％であるのに対し、日常会話程度

が27％、あいさつ程度が5％となっている（図13参照)。これは、08年調査（｢話すのも、読み

書きも十分」17％、「話すのはできるが、読み書きは不十分」28％、日常会話程度36％、あい

さつ程度13％）と比較すると、日本語能力に自信を持っているものの割合が増えている。これ

には、日本語能力がないと雇用機会がないとされる現在の雇用状況が影響しているかもしれな

い。
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⑮保護者の日本語習得意欲

質問15は、保護者の日本語学習への意欲について訊いている。「学びたいと思っているし、

現に学んでいる」が25％であるのに対し、「できれば学びたいが、学ぶ時間や機会がない」が5

4％となっている（図15参照)。80％近くが日本語学習への意欲はあるが、50％以上が学ぶ条件

が整っていないと感じていることになる。今後は、日本語学習の機会を増やすと同時に、当該

外国人の日本語能力に応じた日本語学習の仕組みを構築していくことが必要であろう。

⑯子どもの日本語習得への保護者の期待度

質問16では、保護者に「子どもに日本語を習得して欲しいか」を訊いている。77％の保護者

が「ぜひ習得して欲しい」と答えているが（図16参照)、08年調査では90％に達していたこと

と比較すれば、子どもの日本語習得への保護者の期待度は相対的に低くなっている。もっとも、

｢できれば習得して欲しい」と答えたものを加えた割合は、08年調査、09年調査ともに98％で

変化はない。
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⑰子どもの母語能力

質問17は、子どもの母語能力を訊いたものであるが、「会話も読み書きもまったく問題ない」

という回答が36％、「会話は問題ないけれども読み書きは十分でない」が46％になっている

(図17参照)。これは、08年調査の43％、41％と比較すると、「まったく問題ない」とするもの

が7％減少し、「読み書きが十分でない」が5％増えている。しかし、問題は、「会話も読み書き

も十分でない」と答えたものが16％いて、これは08年調査の15％とほぼ同じ数字になっている。

母語能力の発達の遅れは学習言語の習得の遅れに繋がりやすいことが指摘されており、子ども

の母語能力習得の機会の保障のあり方を検討することが必要である。

⑬現在の生活の満足度

質問18は、保謹者がトータルで見て「現在の

生活に満足しているか」について訊いたもので

ある。「満足している」、「どちらかといえば満

足している」との回答が、それぞれ35％、51％

となっている（図18参照)。08年調査では、そ

れぞれ49％、40％であったことと比較すると、

｢満足している」と答えたものが14％も減少し、

｢どちらかといえば満足」と答えたものが11％

増加している。「不満」としたものの割合も、

09年が14％、08年が11％と僅かながら増加して

いる。やはり、雇用状況の悪化が、満足度を低

下させていると見てよいだろう。
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⑲日本社会への要望・意見

アンケートの最後に日本社会への要望や意見を自由に書いてもらった。最も目立つ記述は、

家族に失業者がいる場合には仕事が欲しいということ、就業している場合には失業への恐怖、

賃金の低下への不満を訴えるものである。また、税金や保険料が高いという訴えも多い。

以上のような経済的な問題と並んで多いのは、外国人差別の訴えである。「もう日本へ来て

20年になるのに、仕事を探しに行くと、『ブラジル人は要りません、日本人だけです』と言わ

れ、とても悲しくなる」というものや、「この不景気で外国人に対する扱い方に私はとてもがっ

かりしました。日本が彼らを必要とした時、彼らはそのために頑張りました。必要でないとき

は使い捨てのように扱うのです」という意見もあった。また、「外国人ということで差別しな

いで欲しい。みんな同じではありません。悪い事をする人もいるし、そうじゃない人もいるの

です。一緒にしないで欲しい」というように、外国人として一括りにするのではなく、一人一

人違うということを理解して欲しいという訴えも目立った。



具体的要望としては、ブラジル人学校への支援を求めるものや、ポルトガル語で運転免許の

試験が受けられるようにして欲しいというものがあった。

（2）ヒヤリング調査の結果

09年調査のヒヤリング調査は、11月の第1週と第2週に、5つの世帯に対して実施した。国籍

別の内訳は、ブラジルが3世帯、ボリビアとフィリピンがそれぞれ1世帯である。

①ボリビア籍の母子家庭

訪問した5世帯の中で最も困難な状況にあったのは、ボリビア籍の母子家庭であった。母親

は、09年の6月に失業して以来、ホテルでアルバイトをしている。8月ごろまでは毎日仕事があっ

たものの、訪問時は週に3回くらい午前中だけバイトとして働いている。来日直後は、レスト

ランやスーパーなどで働き、その後はインテリア関係の会社で社員として働いていた。しかし

その会社の状況が悪化し、派遣で働かざるを得なくなる。派遣会社を通じて、電気関係の工場

で組立工として勤務を続けた。直近の製作所には3年ほど勤務したが、今年の6月に派遣契約が

更新されず現在の状況に至る。ハローワーク等に職探しに行っているが、現在、仕事はほとん

どない。年齢（46歳）の問題もあるのではないかとのこと。仕方がないので、職探しをしなが

らも時間を有効に使おうと、アスト津の日本語教室に通うことにした。そのなかで現在のホテ

ルのバイトを紹介してもらったという。

外国人は土曜でも日曜でも働く意欲はあるが仕事自体がない状態だという。特に、09年の4

月からは契約内容なども大幅に改定されており、仕事がある人も大変な状態ではないかとのこ

とである。例えば、以前の会社では4月からは派遣契約が2カ月更新に切り替えられ、数年間務

めてきた外国人も、細切れの形で扱われている。また、これまで送迎ありであった派遣先への

通勤も、送迎無しで、交通費支給もなしというところもあるという。職探しという点では、ハ

ローワークに行っても必ずしも外国人に対応したきめ細やかな対応（外国人を求めているかど

うかを基準にした求人の仕訳など）をしているわけではないので、職探しが効率的に行えない

ことに不満があるという。

子ども（現在中学2年生、14歳）は、3歳の時に日本に連れてきた。保育園、小学校、中学校

と通っているので、日本語に問題はない。母語能力については、スペイン語で話したり、スペ

イン語を聞き取ることはでき、母親とのコミュニケーションに問題はない。しかし書くことは

ほとんど出来ない。高校進学が近づいているが、本人もお母さんも日本の高等学校への進学を

希望している。詳しいことは、中3になってから学校の先生とも相談しようと思っているが、

日本の高校に進学希望であるということは明確にしている。子どもは物作りとかコンピュータ

とかに関心があるし、距離も近いので、津工業への進学を進めている。その後、大学進学する

かどうかにかかわらず（できれば良いとは思うが)、子どもは日本で生活することを希望して

いる。お母さんはボリビアに帰ることを考えている。

元々日系人（母親が日本人）であるということもあって日本は好きだし、姉や弟も暮らして
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おり何かあれば助け合える。しかし、子どもが18歳になったら、自立のことも考えて自分はボ

リビアに帰る方がよいと考えている。その頃になれば自分の仕事などはますます厳しくなるだ

ろうし、子どもと別に暮らすということになれば現在の団地からも退去しなければならないだ

ろうから、ボリビアに帰った方がよいと思う。

②子どもが医療保険に加入していないブラジル籍の家庭

09年調査で訪問したブラジル籍の3世帯は、現下の不況の中にあって、比較的安定した雇用

状況にあり、深刻な問題を抱えているようには見えなかった。ただ、その中でも中学生の子ど

もが医療保険に加入していない家庭があったので、この世帯の状況について紹介する。

世帯主（父）は1989年に妻とともに来日し、5年間暮らしたのち、1994年に一度帰国し、199

9年までブラジルで暮らす。現在中学2年生の子どもはその間に生まれる。その後、1999年に父

だけが来日し今年で10年目。妻や息子、そして現在18歳の長女は、その間に日本に呼び寄せた。

この間に7回も転居しているのは、外国人は日本人を保証人にしない限りなかなかアパートを

借りることができなかったので、仕方なく派遣先の会社の寮やアパートを借りてきたが、派遣

先が変わるたびに転々とせざるを得なかったためである。現在のアパートは2年前にようやく

借りることができた。今は不景気だから不動産屋は外国人にもどんどんアパートを貸すように

なっているようだ、とのこと。

父親は、来日以来、ある派遣会社を通じて食品加工会社で働いた。その後、派遣会社を変え

てトステム、そして現在の自動車部品メーカーへと派遣された。そこは、トヨタとホンダの自

動車のバンパーを生産している工場で、本人は、生産ラインからトラックへと完成品を搬送す

るリフトマンの仕事を担当している。派遣されて2年半になる。リフト運転には免許が必要で

あり、それは日本に来てから取得した。現在のリフトマンの仕事は得意分野だから、どんな派

遣先でも希望したいが、派遣だからそう上手くはいかない。以前のトステムでは、生産ライン

でドア枠の組み立てなどを行っていたが、流れ作業できつかった。力仕事や日本人がやりたが

らない仕事を外国人が担っていると感じている。これまで経験した仕事について、賃金水準は

時給1200～1300円程度でそれほど違いはない。ただ食品加工会社やトステムにいたころは一日

4時間程度残業をしており、また休日出勤もこなしていたから収入は良かった。今の職場では

定時で月に22日、おおよそ22万といったところである。母親の収入と合わせて家計を組み立て

ているとのこと。母親は、食品加工会社で働いている。この間、この会社でも派遣切りが行わ

れ、外国人も全て雇い止めされたが、彼女だけは仕事ぶりが良かったため会社に契約社員とし

て残ることができた。8か月になる。

子どもは、来日してからアボヨ・ミエに通わせていたが、6年生のときに公立小学校に転校

した。本当はアポヨ・ミエで続けたい気持ちもあったが、授業料の問題と勉強内容も気になり

だして転校を決意した。現在の中学校は、先生も親切で色々と教えてくれるので満足している。

ポルトガル語が出来る教員も配置されている。子どもは数学や理科などを中心になんとか学校
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の授業についていっているが、やはり日本史や国語（特に漢字）については少しずつ負担になっ

てきている。日本人と同じようには理解は進まない。子どもは日本の高校に進学させたい。

医療保険加入については、これまで、加入すると負担が大きくなると考え、加入してこなかっ

た。しかし現在は、国民健康保険への加入などを考えて資料収集と検討を行っている。母親は

会社で医療保険に加入している。母親の扶養家族という形にして子どもも加入させたかったが、

会社からは、父親が保険に加入し、子どもを扶養家族にするべきだと言われた。そのため、子

どもと父親は保険に加入しておらず、風邪や怪我に細心の注意を払っている。

父親は、日本語を勉強したい気持ちはあるが、それは仕事のためというわけではない。日本

語が堪能でなければならない仕事はそもそもしていない。日本語が勉強したいのは生涯学習と

して、常に学んでいたいという気持ちがあるから。自分の父親が90歳を超えても勉強していた

姿に影響を受けている。高茶屋の近くで三重大の方による日本語教室が開催されていたときは

参加して勉強していたが、ボランティアスタッフによる授業であったうえに、レベルの低い学

生に合わせざるを得なかったので、現在は行っていない。

③医療保険に未加入のフィリピン籍の家庭

09年調査でヒヤリング調査に応じていただいた唯一のフィリピン人の家庭は、両親と小学5

年生の兄と2年生の弟の4人家族であった。父親は17年前、母親は11年前に来日し千葉県で働い

ていたが、2006年に津に転居し、このとき長男が来日した。父親は、自動車関係の工場でロボッ

ト・オペレーターの仕事を3年しているが、最近同じ職場で失業するものが多く、30人中残っ

たのは10人である。日本語能力があったから残れたという。母親は、以前は会社勤めをしてい

たが解雇され、今は老人ホームで介護のアルバイトをするようになって6ヶ月になる。両親の

希望は市営住宅に入ることである。仕事を休んで抽選会に行くことはできないので、抽選にも

いけないとのことであった。

5年生の兄は、来日したときは3年生で、はじめは日本語が分からず苦労したが、今はまった

く問題ない。2年生の弟は、1年生から日本の学校に通っており、問題ない。日本の教育には満

足している。

母親は会社の医療保険に加入しているが、父親は無保険で、子どもも無保険の状態になって

いる。国民健康保険の保険料が高額になるため、加入したいができない状況だという。

注

1）三重短期大学地域問題総合調査研究室外国人問題調査研究プロジェクトチーム『津市に

おける外国人児童・生徒の就学状況調査報告書』（2003年3月1日）

2）楠本孝「津市における来日外国人の生活実態調査報告書」地研年報14号105頁
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【調査】

自動車リサイクル企業の現状と課題（2）

－愛知県下3社に対する訪問調査記録一

島内 高太

はじめに

高品質・低価格・短納期など、製品競争力のレベルで高い競争優位を発揮してきた日本の自

動車産業は、生産・販売した自動車製品のリサイクル・適正処理を含めた循環的な産業として

も発展できるだろうか？

地球環境問題の深刻化を背景に「持続可能な発展」が模索されている今日、日本でも2000年

6月に「循環型社会形成推進基本法」（循環型社会基本法）が制定され、天然資源の消費抑制、

環境負荷の低減、そして社会の物質循環の確保が目指されている')。日本のリーディング・イ

ンダストリーである自動車産業に対しても資源循環型社会実現への貢献が求められるようになっ

ており、「環境経営」の推進が企業間競争の新たな焦点になってきている。

「循環型社会」の展望という観点からすれば、自動車産業の研究は、製品の生産部門（自動

車企業や自動車部品企業）に焦点を当てるだけでは十分ではない。産業を資源循環の視点から

把握するためには、生産と消費の過程に加えて、廃棄物の処理とリサイクルにまで視野を広げ

る必要がある。そのためには、“生産・消費は必然的に廃棄物を生み出す"という点に注目して、

産業構造を、モノを生産・使用する「動脈」系統と廃棄物を処理・リサイクルする「静脈」系

統に区別し、その総体として産業を把握することが重要になるz)。

こうした方法論は、これまで自動車産業の動脈部に位置する自動車メーカーの競争力分析に

関心を集中させてきた経営学分野の研究に対して、理論的にも実態把握の面でも新たな課題を

突き付ける。例えば実態把握の側面では、資源循環の視点を導入することで、自動車メーカー

のリサイクルへの取り組み、自動車リサイクル企業の取り組み、そして自動車メーカーと自動

リサイクル企業の企業間関係に関する実態把握が必要になる。また理論的には、資源循環型社

会の実現という問題とのかかわりから、大量生産を基礎にした現代経済システムの原理やその

主体である資本主義企業の指導原理の再検討までもが要請される3)。

ところが経営学は動脈部企業の経営研究に基づいて発展した経緯もあり、産業の静脈部に視

野を広げた研究を十分に蓄積していない』)。本調査ノートは、こうした問題意識のもとに筆者

が2010年2月～4月に実施した、愛知県下の自動車リサイクル企業3社に対する訪問調査s)の記

録であり、三重県下の自動車リサイクル企業に関する記録をまとめた拙稿（2009）の続編であ

る。自動車リサイクル企業の経営者・担当者を対象に、企業のプロフィール、事業内容、オペ

レーションという切り口から現状と課題を聞き取り、また現場見学を行った。

なお、本稿において自動車リサイクルとは、所有者が手放した使用済み自動車（EndofLifb
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Vehicle、以下ELVと表記）を起点としたリサイクルのことを言う。そして、自動車リサイク

ルの代表的な領域において事業展開する企業を「自動車リサイクル企業」と広く定義している。

それは主に、①ELVを仕入れて解体処理を行い、そこで取り出した素材・中古部品を販売して

収益を上げる自動車解体業者、②解体業者が排出する廃車ガラを仕入れて破砕処理・選別処理

を行い、そこで取り出した素材を販売して収益を上げるシュレッダー業者、③シュレッダー業

者から排出されるシュレッダーダストつまりASR（AutomobileShredderResidue、以下ASRと表

記）を選別処理して再資源化を行うASRリサイクル業者、である。

I日本の自動車リサイクルシステム

日本国内では、年間約1，000万台の自動車が生産され、そのうち500万台程度が国内販売され

ている。1990年代以降、日本ではその国内販売台数と同程度の約500万台がELVとなり、その

うち400万台程度が国内で処理・リサイクルされているs1o

ELVの処理・リサイクルについては、先進国において一定の処理・リサイクルのパターンが

確立されていると言われている。それは、「まず有価な部品（エンジンやアルミホイール、触

媒コンバーターなど）や、有害物を含む部品（鉛蓄電池、鉛ホイールバランサーなど）の取り

外しと液抜き（オイル類、フロンなど）を行う解体があり、続いて、残った廃車ガラを破砕し

金属（鉄鋼、アルミ、銅）を回収する破砕・選別を経て、最後に残った破砕くずである自動車

シュレッダーダストを埋め立てる」7）というものである。後述するように、破砕くずであるASR

の処理が自動車リサイクルにおける最大の問題と認織されているため、近年ではASRリサイク

ル事業に取り組む企業も増加している。その意味では、ASR再資源化工程を自動車リサイクル

プロセスに明確に位置付けることも必要であろう。このように、自動車リサイクルには、解体

工程、シュレッダーエ程、ASRリサイクルエ程という主要3工程があり、そこで部品や素材の

リサイクルが進められている（図l)。

図1自動車リサイクルのプロセスと本調査対象企業の関係

ELV ELV廃車ガラ ASR 最終屑

曜皇 皇日と産と園畠阿
中古部品市増 鉄・非鉄スクラップ

再資源化素材の市珊

鉄鋼メーカー、合金メーカー

注）ここでは、市場を媒介したリサイクルについてのみ記している。
出所）各種資料を参照して筆者作成。
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では、自動車リサイクルシステムに日本的な特徴はあるのだろうか。それは「市場原理によ

る自動車のリサイクル・処理」8)という点にあると言われている。たとえば解体業者は購入し

たELVから中古部品やスクラップ材を取り出して販売し収益を上げ、シュレッダー業者は廃車

ガラを購入して破砕処理を行い、そこから選別した金属素材を販売して収益を上げるというよ

うに、日本の自動車リサイクルは市場を通じて展開されてきたのである。

ところが'980年代半ば以降、市場を通じたリサイクルは機能不全に陥る9)。その背景には、

鉄スクラップ価格の大幅な低下（1985年の「プラザ合意」以降の急速な円高によって、安価な

鉄スクラップ輸入が増加した)、そして産業廃棄物最終処分場の逼迫によるASR処分費の高騰

がある（図2)。こうした経営環境の変化は、鉄スクラップの売上高からASR最終処分費用を差

し引いて収益を計上するシュレッダー業者の経営を収益悪化という形でまずは圧迫した。次に、

従来は解体業者に代金を支払って原料としての廃車ガラを回収していたシュレッダー業者が、

解体業者に処分費を求める形で廃車ガラを引き取るという「逆有償」が広がることで解体業者

の経営をも圧迫した。そのため、廃車ガラやASRが適正に処理・リサイクルされずに不法投棄

されるのではないかとの懸念が徐々に高まった。大規模産廃不法投棄事件である「豊島事件」

が発生したのもこの時期である。

図2自動車リサイクル業界における経営環境の変化（1970～2000年代）

197577798183858789919e959799200103

年

出所）小林英夫・大野陽男・湊清之編箸（2008）『環境対応進化する自動車技術』（日刊工業新聞社)、164頁、の図を転載。

そのため’990年代には、ASR処理の問題を中心に、リサイクルシステムを再構築する機運

が生まれ、自動車リサイクル法（ELVの再資源化等に関する法律）が制定（2002年)、施行

(2005年）されることとなった。同法の目的は、ELVのリサイクルを持続的に実施できる体制

を確立し、不法投棄の防止と最終処分量の極小化を実現することにある10)。同法の目的に即し

てその具体的内容を整理すると、以下の4つの特徴を指摘できる！')。

まず第1に、自動車リサイクルに取り組む主体（企業）の役割義務を明確化するために、許

函麺〉
①鉄スクラップ価格の低迷・急落
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認可制度が導入された。また第2に、自動車メーカーに対しては、市場を通じた処理・リサイ

クルが困難な特定3品目（エアバッグ、フロン、ASR）に限り、引取り・リサイクル義務が課

されることとなった。これは日本型の「拡大生産者責任」といわれている12)。さらに第3に自

動車リサイクルのフローを厳格に管理するために、指定法人が電子マニフェストを利用して特

定3品目の流れを一元的に情報管理することになった。

第4に、ASR処理・リサイクルについて、自動車メーカーを2つのチーム（トヨタ、ホンダを

中心とするTHチーム／日産を中心とするARTチーム）に分けて競わせながらそれを促進する

体制が構築された。ひとつはASRリサイクルの促進であり、両チームがASR処理・リサイクル

の委託先をASR再資源化施設（指定引取場所）として指定する。もうひとつは、ASRそのもの

を発生させない全部再資源化（解体自動車全部利用技術）の促進である。解体業者、商社、鉄

鋼メーカーがコンソーシアムを組んで実施するもので、解体業者が廃車ガラをサイコロ状にプ

レスし、それを鉄鋼メーカーが燃料として利用する仕組みである。その場合、コンソーシアム

の申請を受け付けて審査するのは自動車メーカーが結成する両チームである。

以上のように、自動車リサイクル法の狙いは「廃車処理市場の流れを、深刻な社会問題化す

る前に、市場外的仕組みを加え業界挙げて取り戻すことにある」’3)。つまり市場ベースの自動

車リサイクルシステムの一部に法規制をかけて持続的なリサイクルの仕組みを構築することに

ある。ところが同法には、法規制によって持続的な自動車リサイクルの基盤を整備すると同時

に、業界の再編淘汰や企業間競争を激化させるという側面もあるM)。

まず、許認可制度の下では自動車リサイクル事業に自治体からの許可が必要になるため、企

業にとっては法基準を満たすための追加投資が必要になる。また、自動車メーカーに対して特

定3品目、特にASRの最終処理責任を課したことは、自動車メーカーによる静脈産業の統制

(制御しやすいリサイクル企業の選別）を促進する可能性を高めた。さらに自動車リサイクル

法施行を契機に自動車リサイクルに取り組む企業が増加しており、例えば自動車解体業におい

ては潜在的処理能力が国内流通ELVの合計台数をすでに上回ってきている。

このような経営環境の変化の中で、自動車リサイクルに取り組む企業には、事業戦略の見直

しや、それに対応したオペレーションの工夫、管理方式の開発が求められているようになって

いる。以下では、こうした諸点に留意しながら、訪問調査対象企業のプロフィール（創業経緯

や参入理由)、事業上の特徴（事業内容や戦略)、オペレーション（ELVや廃車ガラの調達、リ

サイクル処理工程、人材活用・育成など）について、調査結果を整理したい。

Ⅱ調査記録

lX社（自動車解体業）

（1）プロフィール

X社は、1966年に鉄スクラップ販売を主体とする自動車解体業者として創業した。しかし、

鉄スクラップ販売は市況に大きく左右されるため、1990年頃からは中古部品の生産と国内販売
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にも取り組むようになり、現在は中古部品生産を事業の中心に位置付けている。「循環型事業

をとおして地球環境を守り、広く社会に貢献し、人々の幸福と繁栄を願う」という経営理念を

設定し、X社を中心とするXグループ'5)として事業を展開している。グループ全体では、資本

金2,200万円、従業員数50名、X社単体では、資本金1,000万円、従業員数25名である。

（2）事業の特徴

自動車解体業者であるx社の事業は、国内中古部品販売、スクラップ販売、および貿易から

構成される。売上高は、国内中古部品販売が6割、スクラップ販売3割、貿易1割である。

このように、X社は国内中古部品販売を事業の柱としている。よってその事業運営において

は、なによりも中古部品の価値が重視される。例えば、近郊のディーラーや整備業者などから

ELVを仕入れる際には、販売後3～5年程度の型式のELVを仕入れる努力をしている。なぜなら

ば年式の古い（低年式）車両の場合、市場で売れるような外装関係部品をほとんど回収できな

いからである。

このように中古部品の価値を重視するX社は、解体処理の効率よりもELVの換金率（販売価

格10に対して仕入れ値3）を重視している。つまり中古部品販売、スクラップ販売、貿易を天

秤にかけるのではなく、収益性の高い中古部品販売を中心に仕事をする。基本的には、スクラッ

プ販売額でELV仕入額を相殺し、そこから先は価値の高い中古部品を生産することで収益を拡

大しようと考えている。販売機会を増やすために在庫共有ネットワークSPN'6)に加入しており、

中古部品の約6割は、それを通じて販売している。

また、X社の事業の特徴を理解するうえで重要なのは、ELV由来のリサイクルを担うX社とと

もに、グループ内に「単品部品事業」を担うXa社を設立していることである。「単品部品事業」

とは、ELVではなく、部品単品を回収して中古部品生産する事業である。自動車ユーザーがディー

ラーで部品交換する際に発生する廃棄部品を回収し、それを中古部品として生産、販売するの

が「単品部品事業」である。このようにX社の事業の特徴は、中古部品という事業領域で自動

車リサイクルを促進するという点にある。そのため、自動車リサイクル法施行以降に自動車解

体業者の多くが取り組んでいる全部再資源化（シュレッダーレス処理）には取り組んでいない。

発生した廃車ガラは、全てシュレッダー業者に販売している。

今後の事業展開については、顧客との協調関係構築の重要性が指摘された。中古部品事業を

軸に循環型社会の形成に貢献するには、顧客（特にディーラー）からELVを仕入れた解体業者

が出来る限り多くの中古部品を生産し、それを再びディーラーの需要に対応して販売する「も

らって返す」仕組み、ELVの回収から販売までの一貫した仕組みを構想する必要があるという。

また今後は、ハイブリッド車など最新自動車技術に対応した解体・中古部品生産ノウハウを蓄

積することが重要になるため、自動車メーカーのみならず部品メーカーとも人脈を形成し、多

くの部品情報を収集しているとのことであった。
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（3）オペレーション

①ELVの確保

自動車解体業者のオペレーションの起点であるELVの確保について、X社は毎月約150台を仕

入れている。仕入れ先の割合は、新車ディーラー6割、中古車ディーラー・整備工場4割である。

中古部品事業を重視するX社にとって、仕入れ段階で重要になるのは、価値のある部品を多く

確保すること、つまり仕入れの「ヒット率」を向上させることであるという。

そのためX社は、ELVの仕入れ段階で「現車の目利き」を重視している。例えばX社の仕入れ

担当者A氏（整備業者からX社に転職し6年目。初めの2年は中古部品生産と販売を経験し、そ

の後、仕入れを4年間担当している）によれば、「中古部品の生産につながるかどうか、例えば

部品が動くかどうかとカミ、傷がどの程度あるかなど、そしてその車1台がどの程度の値段の製

品になるかを判断することが重要」という。実際のELVを見て、商品価値を判断していくこと

が仕入れ担当者の重要な仕事になる。

また、単体部品事業を担うXa社の仕入れ担当者B氏（入社2年半）によると、目利きには、

実際に部品を見た時に、車両への取り付け可能性や傷のレベル（車検を通るかどうか）を見抜

く力が必要であるという。そして、やみくもに仕入れても意味がないので、需要のあるものを

仕入れることが重要だという。

以上のように、中古部品生産・販売を重視するX社は、ELV（あるいは単品部品）の仕入れ

段階における現物の目利きを重視している。従業員に対しては計画的な配置・訓練というより

も、仕事を任せることによって、OJTによって育成しているという。

②解体処理工程

X社の従業員数25名のうちELVの解体処理には約3名、中古部品生産には約4名が従事してい

る。中古部品生産については、入庫車両チェック時に作業指示書を発行し、それに従って作業

を行い、取り外した部品の傷や機能について確認・記録を行う。そして中古部品を取り終えた

車両については、その後、解体工程へと進み、鉄、銅、アルミなど素材ごとに解体した部品を

整理し、スクラップ材として販売する。

同社で生産される中古部品については、取扱い部品数が15,000～16,000種類、毎月の販売点

数が約1,500点である。中古部品生産においては顧客のクレームが業務管理のポイントになる

とのことで、X社はクレームを1％程度（クレーム15件／月平均販売1,500点）に抑制すること

を目標としている。

こうした品質向上という意味で注目されるのは、X社におけるISO取得である。X社では、中

古部品を流通させる上で重要になると判断し、2006年に国際的にも認められるISO9001（品質

管理マネジメント）を取得している。「会社自体も、会社が生み出す製品もクオリティが上が

る」と考えたためである。自動車解体業者がlSOl4001（環境マネジメント）を取得しているケー

スは多い。これに対して、ISO9001を取得している企業はそれほど多くないという。X社では
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｢商品から製品へ」というスローガンの下に、中古部品を「つくり込む」という考え方を徹底

しており、それが自社の優位性になっていると考えている。

さて、中古部品生産とスクラップ取りが終わった廃車ガラは、毎月、全量をシュレッダー業

者に販売する。X社は、本稿で取り上げるシュレッダー業者Z社の協力会組織にも所属してお

り、Z社には一定数のシュレッダーを継続的に引き渡している。しかし取引のバランスを考え

て、近隣のシュレッダー業者にも販売する。もちろんシュレッダー業者側は、廃車ガラを確保

する為に仕入れ競争を展開し、買い取り価格を引き上げてくる。しかし価格差がそれほど大き

いわけではなく、X社は、あくまでも取引関係のバランスを重視している。

2Y社A工場．B工場（自動車解体業・シュレッダー業）

（1）プロフィール

Y社は1955年に鉄屑リサイクル業者として創業した。1970年代に自動車リサイクルに参入し

て以来、シュレッダー業を中心としたリサイクルビジネス全般を取り扱うYグループとして発

展している17)。2000年からは、中古部品生産・販売にも取り組むようになっている。グループ

全体で「『社会から好感をもって受け入れられる会社』になる為に」という経営方針を設定し、

｢リサイクルと環境事業による社会への貢献」を根幹に据えた事業展開を行っている。

Y社単独の資本金は約9,800万円、従業員数は246名である。以下でも述べるように、ELVの解

体処理とシュレッダー処理という、自動車リサイクルプロセスにおいては垂直的な分業関係に

ある事業を統合している点に特徴がある。

（2）事業の特徴

Y社は、自動車リサイクルの専業企業ではないが、自動車リサイクル事業はY社の事業の柱

として位置付けられている。またその特徴は、ELVの収集・解体処理とシュレッダー処理の両

方に取り組んでいることである。Y社は、工場単位で事業を管理しており、その観点から見る

と、A工場が解体処理の拠点、B工場がシュレッダー処理の拠点ということになる。

A工場における解体事業は、ELVを収集、解体し、そこで取り出した有価物を販売するもの

であり、その事業はスクラップ販売、国内中古部品販売、および貿易の3つで構成される。具

体的な比率を聞き取ることは出来なかったが、売上高ベースでは、スクラップ販売、海外貿易、

国内中古部品販売の順となる。なお中古部品については、在庫共有ネットワークのjAPRAl8)に

加盟して国内販売している。

近年、多くの自動車解体業者は、スクラップ材市場の不安定性を理由に、事業の軸足を国内

中古部品販売にシフトさせる傾向がある。Y社が2000年に国内中古部品販売に取り組み始めた

のも同様の理由である。しかしY社においては、あくまでも本業はスクラップ販売だという意

識が根強く、スピーディーかつ効率的に鉄スクラップを産出して販売することを追求している

という。そのような社風があるために、高価値な中古部品が含まれていても、部品取りをせず
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にスクラップ化する場合もある。このようにスクラップ販売を柱に事業運営を考えているため、

仕入れ段階ではELVを細かく選別しておらず、そのため中古部品事業に力を入れられないとい

うことも指摘された。また処理効率を重視するため、中古部品に廃棄期日を設けており、販売

されずに廃棄処分されてしまうものもあるという。

以上の解体処理事業に加えて、Y社ではシュレッダー業（ELVの破砕処理）も行っている。A

工場の解体処理工程から出される廃車ガラをB工場に搬送し、シュレッダーマシンによって素

材ごとに細かく分別・再資源化することで、鉄・非鉄スクラップとして販売している。

多くの自動車解体業者は解体業に事業を専門化しており、発生した廃車ガラはシュレッダー

業者に販売して収益化する。また近年では、自動車リサイクル法における全部再資源化（シュ

レッダーレス処理）の枠組みを利用し、廃車ガラを発生させない場合も多い。これに対してY

社では、自社の解体処理事業から生じた廃車ガラを自社のシュレッダー処理事業の経営資源と

して利用するという、自己完結的なマテリアルリサイクルを志向している点に特徴がある。

（3）オペレーション

①ELV・廃車ガラの確保

解体処理業に必要となるELVを確保するため、Y社はその立地条件を活かし、主にT自動車系

のディーラーからELVを仕入れている。依頼があれば個人、運送業者、整備業者等から個別に

仕入れることもあるが、基本的には名古屋市近郊の約100件のディーラーと取引関係を構築し

ており、安定した調達を実現している。スクラップ販売の重視、処理効率の重視ということを

考えれば大通のELVを安定的に仕入れることが重視されるのではないかと考えられる。A工場

ではELVを毎月約1，000台仕入れており（2009年11月＝907台、同年12月＝1,012台、2010年1月＝

876台)、確保したELVを、毎月800～900台のペースで解体処理している。

また、B工場のシュレッダー事業で必要とされる廃車ガラは、主に近郊の自動車解体業者な

どから回収しており、そこにA工場から出される廃車ガラ（全体の2割ほどになる）を組み合

わせる形で調達している。

②解体処理工程（A工場一第1・第2工場）

A工場では、入庫時点において、車両を国内中古部品販売向けとスクラップ販売向けに選別

する。過去の販売実績を参考にしながら車両情報をチェックし、一台のELVからどの程度の売

り上げをあげることができるか、販路や商品価値について判断するのである。こうした商品価

値を判断する「目利き」の能力は、自動車解体業者一般においてその重要性が指摘されている。

A工場では、ELVの解体処理に従事する従業員（10～15名）の約半数がそのような能力をもつ。

半年ほどの経験で基礎的な判断は可能になるという。

車両価値を判断した後は、第1リサイクルエ場（図3）へと車両を搬入し、解体処理を進めて

いく。国内中古部品販売向けの車両については、生産指示書が発行されるため、それに基づい
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て作業が進められる。はじめはパーツ洗浄とパーツ作動確認を行い、その後、いわゆる生産工

程（部品取り作業工程）へと進む。そして生産された中古部品は、同じ第1工場内の美化作業

工程へと進む。美化工程の内容は、傷の発見と部品の磨き上げである。いわば中古部品販売の

ための核となる作業である。小さな傷でも見つけ出し、全てを正直に記録して商品情報に反映

させ、顧客の安心感を獲得しなければならない。こうして美化工程を経た中古部品は、一品ご

とに番号を付けて在庫管理し、在庫共有ネットワークを通じて販売される。

図3第1リサイクルエ場における国内中古部品向け車両と中古部品のフロー

注）実線矢印は中古部品のフロー、点線矢印は車両のフローを示している。

出所）訪問時配布資料および訪問時の島内のメモを基に作成。

以上のプロセスを経て部品取りの済んだ車両、そして入庫時点でスクラップ向けに選別され

ていた車両は、燃料、オイル、フロン、エンジン冷却水、タイヤ、バッテリーの適正処理（前

処理）とエアバックの車上展開処理を受ける。そして前処理の済んだ車両は、反転機を利用し

た手バラシ解体工程へと進み、そこでエンジンや足回り部品が取り外される。

こうして解体処理を終えた車両は、第2工場へと搬送される。第2工場では、主にニブラを使っ

たワイヤーハーネスの取り外し作業が行われる。車両1台につき、おおよそ4kgほどのハーネス
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が採れるという。ワイワーハーネス等を取り除いた車体はプレス機でソフトプレスされ、廃車

ガラとして同社B工場（シュレッダーエ場）へと運ばれる。

ところで、解体処理工程のうち前処理工程や解体処理工程は、ジョブ・ローテーションを通

じて多くの人員が担当可能になっている。その目的は、従業員の欠勤などに柔軟に対応できる

職場体制を構築することにあるが、その他にも、単一の職務に拘束することで生じるマンネリ

化対策の意味もあるという。また、前後工程を経験させて担当工程における注意点を理解して

もらうことや、工程間の協力関係を促進させることなども目的であるという。しかし中古部品

の生産工程については、全ての従業員が担当できるわけではないため、限られた人員が担当し

ている。これは、解体部品は部品として再利用されるわけではないので扱いがある程度は雑で

あるのに対して、中古部品は丁寧さや車両知識（外装・機能部品などについて）が必要になる

からである。最低でも1年ほど経験を積むことで、仕事を覚えていく必要があるという。

③シュレッダーエ程（B工場）

B工場では毎月、8，000台～9,000台ほどの廃車ガラを仕入れ（その2割ほどは同社A工場から

のもの)、それをシュレッダー処理して素材ごとに分別・再資源化して販売している。

その工程を順に見ると、まず、仕入れた廃車ガラをプレシュレッダー機にかける。廃車ガラ

のなかには爆発物や廃液などがきちんと処理されていないものもあり、直接シュレッダー機に

かけると爆発事故が発生することもあるため、事前に処理している。

その後、メインのシュレッダー機で破砕処理を行う。160kgの4つのハンマーが高速回転しな

がら廃車ガラを破砕し、その後、マグネットなどの磁力による鉄・非鉄分別、振動や風力を利

用した非鉄金属とゴミの分別が行われる。このシュレッダー設備は、オペレータが集中制御室

で操作する。破砕・分別された素材は、鉄は愛知県内の鉄鋼メーカーなどへ、非鉄金属は素材

ごとに様々な業者へと販売される。以上の工程を経て、最終的に車両一台当たり、その重量の

3割強に相当するASRが排出され、それはASR再資源化のために指定引取所へ運ばれる。

こうしたシュレッダー処理と素材再資源化において重要になるのはリサイクルの制度である。

リサイクルの処理精度が高ければ、ASRの発生量も減るうえに、再資源化製品の量と品質も高

まる。この点については、シュレッダー機の性能とともに、選別設備の性能が重要になるとい

う。自動車リサイクル法の下では、ASR最終処分はメーカー責任でありシュレッダー業者に費

用負担は発生しないが、リサイクルの精度を向上させることで、シュレッダー業者は製品競争

力を高めることができる。

3Z社（シュレッダー業・ASRリサイクル業）

（1）プロフィール

Z社は、日本最大の自動車メーカーT社とその系列商社T通商との共同出資（T通商50.0％、T

自動車48.3％）によって1970年に設立された企業である。自動車メーカーが関与して自動車リ
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サイクル企業を設立した国内初の事例である。設立の契機は、当時の佐藤栄作首相が「廃車公

害を出さないように早急に対策を進めてもらいたい」とT自動車首脳に要請したことにあると

いう。T自動車の自動車リサイクルシステムの一環として位置付けられている'，)。

事業内容は基本的にシュレッダー業およびASRリサイクル業である。廃車ガラの破砕処理過

程から金属・非鉄金属資源を取り出し、またそこから排出されるASRを再資源化する。「ELVの

再資源化と廃棄物低減に積極的に取り組んで」おり、これまで累計約600万台の廃車をリサイ

クルした実績をもつ。2009年7月時点において、資本金6億円、正規従業員44名（そのほか嘱託・

準社員8名、パート20名）である。

（2）事業の特徴

Z社の事業内容は2つに大別できる2｡)。ひとつは、同社が設立以来取り組んでいるメタルリサ

イクル事業である。これは、自動車解体業者から排出される廃車ガラを収集し、それをシュレッ

ダーマシンで破砕して金属を回収・再資源化し、スクラップ材として販売するというものであ

る。毎月約12，000台（1台当たり約525kg)、年間約14万台を処理している。

もうひとつはASRリサイクル事業である。これは、自動車総重量の約3割（約160kg）に相当

するASRをリサイクルする部門である。同社のメタルリサイクル事業におけるシュレッダー処

理からは、毎月約2，000tのASR（鉄、銅、ガラス、アルミ、ウレタン、繊維、樹脂、ゴムなど

約10種類の様々な物質が混在する）が発生している。同社では、従来は埋め立て処分されてい

たASRを可能な限り再資源化しようとしている。

こうしたZ社の事業の特徴について確認しておこう。第1に、メタルリサイクル事業は「ス

プレッド」の論理で進められる。「スプレッド」とは、リサイクルの資源となる廃車ガラ等の

仕入れ値と、再資源化し販売するスクラップ材の販売価格の差のことであり、同社の収益を示

す。それは廃車ガラを安く仕入れるか、スクラップ材を高く販売出来る場合に拡大する。その

ためメタルリサイクル事業は、基本的に廃車ガラ仕入れとスクラップ材市場の動向という2つ

の要因に規定される。前者については、自動車保有年数が長期化して廃車自体が増加しないた

めシュレッダー業者の仕入れ競争が激化しており、安価な仕入れは容易ではない。また後者の

スクラップ材の相場は変動が激しく、自社では価格をコントロール出来ない。そのためスクラッ

プ市況とのバランスを考え廃車ガラを仕入れることが重要になる。

第2に、ASRリサイクル事業については、″CartoCarリサイクル"が重視されている。これは

ASRリサイクルの過程で取り出す素材を、できるだけ自動車向けの素材として再資源化しよう

というものである。例えば同社では、ASRリサイクルの過程で発生する発泡ウレタンと繊維か

ら、自動車の防音材の材料を生産している。Z社が生産した防音材素材をT紡織に販売し、T紡

織が防音材を生産してT自動車に納入するという経路が確立されている。現在、T自動車の国

内生産車両の約半分にこの防音材が利用されている。
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（3）オペレーション

①廃車ガラの確保

Z社の事業の起点となるのは、廃車ガラの仕入れである。この点について、Z社では設立当初

の1971年から、東海圏に立地する自動車解体業者を「Z協力会」として組織化し、廃車ガラの

回収網を整備してきた。現在43社が加入している（他にも約200社の取引先がある)。

もちろん解体業者も、本ノートで紹介したX社のように市場動向や取引関係によって廃車ガ

ラの販売先を変更することはある。しかし協力会企業の場合、Z社との取引をやめることはな

く、安定的な仕入れ先となっている。また協力会では、自動車リサイクル企業・施設の見学会

や新技術・新部品に関する講習会（T通商と共催）を開催するなど、情報交流の機会を設けて

いる。ただしヒアリングの限りでは、自動車メーカーが部品調達の領域で形成している下請系

列の協力会組織ほどには強力な相互関係はないようであり、あくまでも安定的な廃車ガラ調達

を目指した「緩やかな系列化」21)という程度のものである。

②リサイクル処理工程

次に、Z社における自動車リサイクルの工程について整理しよう。

a､廃車ガラからのリサイクル

まず、Z協力会を中心とする自動車解体業者から回収した廃車ガラを、図4左側のELVシュレッ

ダー・プラントに搬入する。搬入した廃車ガラは所定の位置に積み上げられ、そこからタワー

クレーンを用いて1300馬力のプレシュレッダー機に投入する。プレシュレッダー機とは、廃車

ガラをほぐして破砕しやすくする設備である。従来、十分に解体されていない廃車ガラがシュ

レッダー機の中で爆発するということもあり、現在はプレシュレッダーを行うようになってい

る。1分当たり1～2.5台、1日当たり1,000～1,500台のペースで投入される。その後、メインの

シュレッダー機に投入する。シュレッダー機には、1個約120kgのハンマーが16個取り付けられ

ており、それが1分間に500～600回転して廃車ガラを破砕する。

破砕物は、集塵機によって軽量物、重量物、ダストに選別され、その後、磁選機で磁石につ

く鉄と、磁石につかない非鉄金属とに分けられる。鉄については、付着しているモーターや電

線などの銅分を人手で取り除いた後、最終的に鉄スクラップ材として出荷される。非鉄金属に

ついては、各種選別機や人手選別工程でサイズや素材ごとに分別される。全工程に要する時間

は、電炉メーカー向けの鉄スクラップ材生産の場合、プレシュレッダー機投入から鉄スクラッ

プ産出まで、1台当たり9分程度である。
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図4メタルリサイクル（左）・ASRリサイクル（右）の工程

出所）Z社パンフレットより転載

b､ASRからのリサイクル

シュレッダー処理による廃車ガラのメタルリサイクルは、必ずASRを発生させる。同社はそ

れを集塵機とコンベアを用いて図4右側のASRリサイクルプラントに搬送し、細かい分別を行

うことで徹底した再資源化を追求している。

ASRリサイクルプラントは、T自動車の生産技術開発部門とプラントエンジニアリング部門

が共同開発したものである。自動車のリサイクル・適正処理という社会的流れを先取りして、

T自動車が1993年から基礎技術調査、技術開発を開始し、1998年に稼働を開始した。世界唯一

のASRリサイクルプラントともいわれており、2005年には自動車リサイクル法におけるASR再

資源化施設としても認定されている。このプラントは、1日8時間×2直体制（午前6：30～午後

12：30）で稼働しており、1時間あたり7.5t、1日あたり100t、月に約2,000tのASRをリサイクル

処理している。

ASRリサイクルの流れを見よう。まず搬入されたASRを計量する。計量したデータは、自動

車リサイクル法によってASRの最終処理を義務付けられている自動車メーカー（T自動車）に

送信され、その量に応じてZ社にリサイクル料金が支払われる仕組みになっている。

搬入後の流れは、①粗分別工程→②再資源化工程→③溶融固化工程→④ベーラー加工工程の

4段階からなる。第1の粗分別工程とは、ASRを8種類に分別する工程である。具体的には、ASR

組成の4分の3を占める可燃物（樹脂、発泡ウレタン、繊維、ゴム）と不燃物（鉄、ガラス、ハー

ネス、アルミ）をラフに分別する。回転ふるい機でガラスを分別し、残りは破砕して、非鉄分

別機で鉄とアルミに分ける。その後、残留した破砕物を再び粉砕機にかけて10mm以下まで細

かくし、風力で発泡ウレタンと繊維を分別する。さらに、比重分別を利用し、銅、樹脂・ゴム
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等を分別する。

第2の工程は、分別した物質の再資源化工程である。例えば粗分別工程で分別された発泡ウ

レタンと繊維からは、自動車の防音材材料（RSPP）が生産される。1日あたりのASR処理量lOO

tのうち10t程度が防音材材料として再資源化される。また発泡ウレタンと繊維を取り除いた後

の破砕物からはハーネスを分別し、更にハーネスを被膜と銅線に分別することで、3種類の銅

製品（価格順に、銅純度99％＞80％程度＞ミックスメタル）に再資源化する。また樹脂やガラ

スについては、樹脂を廃棄物焼却炉等の助燃材、ガラスを建築材として再資源化する。

以上の粗分別工程、再資源化工程に、第3の溶融固化工程（工程から排出される塵を集塵し

熱を加えて固化させる工程)、第4のベーラー加工工程（溶融固化物をベーラー加工によって電

炉原燃料として加工する工程）が続く。こうした工程を経てなお残留したASRは、当初のASR

総量の2割程度（ヒアリングでは5～10％）に縮減される。

③ASRリサイクル事業における労働と人的資源管理

最後に、Z社の自動車リサイクルエ程における労働、人的資源管理の特徴について見ておこ

う。まず作業内容と人材育成の問題である。Z社によれば、リサイクルの精度を規定する重要

な要因のひとつは設備性能である。しかし同時に、設備運転の条件をコントロールすることも

重要なポイントになるという。廃車ガラの量や種類によって発生するASRの状態が異なってく

るため、設備運転の条件をコントロールする判断力が重要になるのである。その役割は現場の

オペレータに任せているため、人材育成が重要になる。ASRリサイクルプラントには4つの工

程があり、それぞれ1名のオペレータが操作・条件コントロール・品質管理の全てを担当して

いる。Z社では1ヶ月単位で工程間のローテーションを計画してオペレータの育成を図っている。

仕事の内容を覚えるには、最低でも2回転、約1年の経験が必要である。

また、Z社ではリサイクルエ程の効率化等を目指して改善活動を行っている。各部門の責任

者が設備改善を、現場作業者が設備操作や作業内容に関する改善を担当する。その場合、Qc

サークル等の小集団管理は導入していないが、ミーティング等を利用した情報交換・アイデア

集約を行っているほか、創意工夫提案制度を導入している。工程の見える化を図る提案や、新

たに再資源化できる素材の提案など、1ヶ月に3件ほどの改善提案が寄せられるという。

人的資源管理を競争優位性の柱に据えてきたT自動車の影響もあるのか、Z社ではリサイク

ル事業の展開に必要な限りにおいて、日本自動車産業の動脈部の企業に広く見られる人的資源

管理方式も意識的に導入されていた。

おわりに

以上、本調査ノートの前半部分では、日本の自動車リサイクルシステムの現状と自動車リサ

イクル企業の経営課題について概観した。循環型社会の実現を目指す自動車リサイクル法の制

定（2002年）・施行（2005年）により、自動車メーカーには「特定3品目」の引取り・リサイ
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クルが義務付けられるようになった。また、自動車リサイクルに従事する企業の役割・義務が、

許認可制度を通じて明確化されることとなった。つまり持続的な自動車リサイクルの基盤が整

備されるようになった。ただしそのことは、自動車リサイクル企業にとっては新たな事業機会

をもたらすものであると同時に、再編淘汰や競争激化といった厳しい試練をもたらすものでも

あった。そのため、自動車リサイクル企業は、事業戦略の見直しとそれに対応したオペレーショ

ン、経営管理方式の開発によって、競争力を再構築することが求められている。

こうした理解を踏まえて、本ノートの後半部分では、訪問した愛知県下の自動車リサイクル

企業3社の調査記録について、各社のプロフィール、事業の特徴、オペレーションの特徴を整

理した。ここで、むすびにかえて注目すべき点のみ再整理しておきたい。

①3社に共通して見られた特徴は、事業を通じて循環型社会の形成に貢献しようという経営

理念を設定していることである。地球環境問題への取り組みが社会的課題となるなかで、自動

車リサイクル企業は、自らの事業が社会的課題の解決に貢献することを強調している。

②経営理念の共通性に比べると、具体的な経営内容には多様性がある。その多様性は、自動

車リサイクルプロセスにおける位置（解体工程・シュレッダーエ程・ASRリサイクルエ程など）

や事業戦略（競争戦略）の内容の違いによって説明できそうである。

例えば、X社は、解体業に従事しており、なかでも中古部品生産を通じたリサイクルを事業

の柱にしている。そのため、部品価値・部品品質を大切にしており、「換金率」を事業運営の

指標としている。このことが、ISO9001取得に代表される品質管理面での努力や、ELV仕入れ

時の「目利き」へのこだわりに結びついている。

また、解体業とシュレッダー業に取り組むY社は、スクラップ販売を事業の柱にしているた

め、ELV・廃車ガラ仕入れの安定性と解体・シュレッダーの「処理効率」を重視している。

さらに、T自動車系列のリサイクル企業として大規模なシュレッダー処理（メタルリサイク

ル）とASRリサイクルを展開するZ社は、廃車ガラの仕入れ金額と再資源化素材販売額の「ス

プレッド」を収益指標として重視しながらも、自動車由来のダストを自動車向け素材として再

資源化する"CartoCar"を強化することを目指している。

③自動車リサイクル法という法規制とその法規制に規定された新たな競争環境の中で事業展

開する自動車リサイクル企業は、リサイクル技術や経営管理方式の発展を伴った新たな競争を

繰り広げていると思われる。「自動車リサイクル法で確実に良くなるのは、日本の解体業者の

再編成をもたらす点かもしれない。廃油の垂れ流し、フロンガスの大気放出といった犯罪行為

を能天気におこなってきた悪質業者は、この法律でたぶん100％いなくなるのではなかろう

か」22)と評する論者もいるように、事業を通じて循環型社会の実現に貢献しようとする意識も

高まっており、各社とも自社の事業戦略に沿ってリサイクル技術と経営管理方式を発展させる
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段階に入っている。そのことは、循環型社会実現のひとつの方法であるリサイクルそれ自体の

効率と質とを高める重要な契機となると考えられる。

④しかしその一方で、リサイクルが個別企業間の競争として展開される以上は、一部に優良

なリサイクル企業を生み出すとしても、それは社会全体でのリサイクル推進にどの程度貢献で

きるのかという疑問も生じる23)。これは、自動車リサイクル法とその下での日本の自動車リサ

イクルシステムが、結局は、大邑生産・大量消費のプロセスに大量リサイクルを結びつける

｢20世紀型生産構造の延長形態｣24）であると指摘される所以でもあろう。
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注

1）循環型社会形成推進基本法は、資源循環型経済社会を実現する方法について、その優先

順位を規定している。それは、廃棄物の、①発生抑制＞②再利用＞③再生利用＞④熱回収

＞⑤適正処理、というものである。より簡単に言えば、「『3R』を基本とする社会」を実

現する為には、「Reduce（発生抑制)」＞「Reuse（再使用)」＞「Recycle（リサイクル)」

という優先I順位で経済社会を再構築することが必要だと言っていることになる。

しかし現実には、廃棄物の発生抑制や再利用よりも、再生利用や熱回収といった「狭義

のリサイクル」が前面に押し出されているのが、今日の「循環型社会」の姿である。

このように廃棄物の総量抑制の発想に乏しい現状を、「従来の大量生産・大量消費型社

会に大量リサイクルが組み合わされたに過ぎない」と批判する向きもある。しかしその一

方で、現実を踏まえるならば、こうした対処療法を進めながら、同時並行的に新たな経済

社会への転換を進めることが重要だと考えられる。

以上については、外川健一（2001)、鈴木幸毅（2005)、村松祐二（2006）を参照。

2）例えば、植田和弘（1992)、外川健一（2001）など。

3）この点について、坂本清（2009）は、「自然循環、生産循環、生命循環の対立から調和

へ」という歴史的な転換期において求められる次世代の生産システムを「循環統合型の生

産システム」（70ページ）としている。それは、「人類の生命循環の維持を目的とする自然

循環・生産循環・生命循環の統合を目的とする生産システム」であり、自然の消費ではな

く、自然との共生を前提にした、生産と環境諸要因を統合するものであるという。

そして、この生産システムを規定する技術は環境技術、すなわち「自然力の社会的制御」

の技術でなければならないと指摘する。また、企業社会がこのようなシステムを構築する
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【調査】

三重県における高年齢者雇用確保への取組み

-2009年度の状況一

山川和義

はじめに

現在、日本社会では、少子高齢化にともなう現役労働力不足への対応が必要となっている。

他方で、高年齢者自身の生活の安定や、社会参加の機会の確保も必要となっている。そこで、

将来的に日本社会が経済的な活力を持続的に維持するために、また、高年齢者の生活保障や自

己実現の機会確保のためにも、高年齢者に対するその意欲と能力に応じた雇用機会の確保が急

務となっている。

この問題に対応するための法政策として、2004年に高年齢者雇用安定法（以下、高年法）が

改正され、公的老齢年金の支給開始年齢引上げをにらみつつ、2006年から65歳までの雇用確保

措置を講ずることが、事業主に義務づけられることとなった。さらに、2007年からは「70歳ま

で働ける企業」の実現のための政策的な取組みが開始され、各都道府県では、「70歳まで働け

る企業」創出事業が行われることとなった。三重県でも、2007年度以降、「70歳まで働ける企

業」創出事業が継続して行われてきた。

そこで、本稿では、2009年度の「70歳まで働ける企業」創出事業の成果をもとに、三重県に

おける高年齢者雇用確保への取組みを、全国的な状況も踏まえた上で紹介する。

I高年齢者雇用確保に関する全国的な状況

1高年法による高年齢者雇用確保

2004年高年法8条は60歳未満の定年の定めを禁止し、同法9条1項は、事業主に対して、その

雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置（以下、高年齢者雇用確保

措置）を講じることを義務づけている。その措置には、①当該定年の引上げ、②継続雇用制度

(現に高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度）の

導入、③当該定年の定めの廃止の3つがあり、事業主はこれらのいずれかの措置を講じる義務

を負う。なお、②継続雇用制度は、原則として希望者全員の雇用を継続するものであるが、同

法9条2項が、継続雇用対象者を選別する基準を労使協定によって策定できるとしている。なお、

高年齢者雇用確保措置は65歳までとされているが、この年齢設定は、実際には公的年金支給開

始年齢の引上げにあわせられており、2010年3月までは63歳、2010年4月から2013年3月までは6

4歳、2013年4月から65歳へと段階的に引き上げられる。

なお、②継続雇用制度の導入という選択肢は、労働者をいったん退職させ、再雇用するもの

であり、これをとると、再雇用時や契約更新時をきっかけに、事業主が継続雇用を拒否すると
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か、労働条件を従前のそれよりも大幅に引き下げることが比較的容易となりうる。そのため、

事業主は②の選択肢をとることが多く、このことは労働者の安定した雇用確保という観点から、

問題を生じさせやすい。

2全国的な高年齢者の雇用状況

全国的な高年齢者の雇用状況（2009年6月1日現在）は、2009年10月20日厚生労働省発表で明

らかにされている。この調査は31人以上規模の企業136,605社を対象としたもので、これによ

り、高年法9条1項の高年齢者雇用確保措置の実施状況が明らかとなる。なお、対象企業の規模

別の内訳は、31人～300人規模の中小企業は122,484社、301人以上規模の大企業は14,121社となっ

ている。

2009年6月1日現在、31人以上規模のうち、高年齢者雇用確保措置の実施企業の割合は、95．6

％となっており、うち、中小企業の95.3％、大企業の98.7％が実施している。実施された高年

齢者雇用確保措置の上限年齢を65歳以上とする企業（定年なしも含む）は86.8％と、法定の年

齢設定（2009年は63歳）よりも高い水準に引き上げるところが多いようである。なお、実施さ

れた高年齢者雇用確保措置の内訳は、①定年の定めの廃止は2.9％、②継続雇用制度の導入は8

2.1％、③定年の引上げは15.1％となっている。②継続雇用制度の導入を選択する事業主が非常

に多い状況にあるが、希望者全員を継続雇用の対象とする企業は44.6％にすぎず、半数以上の

企業において、高年齢者は雇用継続を希望しても労使協定で定められた基準により職を失うお

それがある。他方、「70歳まで働ける企業」の割合は、全体の16.3％であり、あまり進展がみ

られていない。

このような高年齢者雇用確保に関する全国的な状況からは、（i）ほとんどの企業が、高年

齢者雇用確保措置を講じていること、（ii）継続雇用制度の導入を選択する事業主が多く、そ

の半数では継続雇用対象者の選別が行われうること、（iii）70歳まで働ける企業の創出はまだ

あまり進展していないという状況が見て取れる。

Ⅱ三重県における高年齢者雇用確保への取組み

1「70歳まで働ける企業」創出事業と取組み

2007年度以降、「70歳まで働ける企業」の実現が推進されてきたが、2009年度は、三重労働

局からの委託を受けて、三重県経営者協会が同事業を実施した。同事業は、①「70歳まで働け

る企業」の推進と、②65歳以上まで希望者全員の雇用が確保される高年齢者雇用確保措置の実

施の推進を目的とする。この目的達成のために、事業推進委員会の開催、実態調査アンケート

の実施、企業訪問、高年齢者雇用管理セミナーの開催や、各企業での取組みを推進するための

マニュアル作成・配布等の普及事業が行われた。以下では、これらの成果のうち、実態調査ア

ンケートの結果をもとに、三重県における高年齢者雇用確保への取組みの状況を概観する（実

態調査アンケートの結果は、文末資料を参照)。
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2三重県における高年齢者雇用確保への取組み状況

（1）対象企業

本アンケートの調査対象は119社であり、その業種は製造業（40.3%)、卸・小売・飲食業

(17.6％)、サービス業（16.8％)、運輸業（8.4％)、建設・土木業（4.2％)、不動産業（1.7％）

等である。また、企業規模は、29人以下は9.2％、30から49人は10％、50から99人は16.8％、10

0から299人は31.9％、300から499人は13.4％そして、500人以上が16.8％と、100人以下の企業を

対象としていた2008年事業と比べ、より規模の大きい企業が調査対象とされた。

（2）高年齢者雇用確保措置の実施状況

対象企業のうち、定年の定めがない企業は1.7％、65歳以上定年を定めている企業は7.6％に

すぎず、ほとんどの企業は60歳定年制をとりつつ、継続雇用制度を導入している（アンケート

Ql、Q5参照)。そのうちの多くの企業は定年の引上げを検討しておらず、60歳定年制十継続雇

用制度という高年齢者雇用確保の構造は、今後も維持されると見込まれる（Q3参照)。

また、継続雇用対象者について、希望者全員とする企業は19.5％にとどまり、選別基準が設

けられている企業は70.8％となっている（QlO参照)。高年法9条1項にいう継続雇用制度は、原

則として希望者全員を雇用するものであるので、三重県ではそれがあまり実施されていないと

いえよう。なお、具体的な基準の例としては、健康上の支障、働く意思・意欲、一定の業績評

価等があげられる（Ql2参照)。

（3）「70歳まで働ける企業」の実現状況

継続雇用制度をとる企業のうち、17.7％は継続雇用の上限を66歳以上（70歳以上は10.6％）

とするが、他方で71.7％は65歳としており、またその約7割は今後の引上げを検討していない

(Q6、Q8参照)。「70歳まで働ける企業」の創出を企業自体が進んで取り組もうという意識は今

のところ低いことを表しているといえる。なお、企業は、65歳を超えての継続雇用制度の導入

の場合の課題として、健康上の不安、職務遂行能力の不安、本人の意欲等をあげている（Ql4)。

（4）高年齢者雇用確保措置についての意見

本アンケートは、高年齢者雇用確保措置についての意見も収集している。簡単にまとめると、

企業は、①若年者雇用とのバランスや、②企業だけでは高年齢者雇用を支えられないこと、③

継続雇用後の処遇の困難さ等を、高年齢者雇用確保措置の実施における問題と捉えているよう

である（文末資料参照)。

（5）まとめ

以上から、本アンケートからみてとれる特徴を、全国的な状況を踏まえて整理しておきたい。

－99－



まず、高年齢者雇用確保措置はすでにほとんどの企業で行われているが、そのうちのほとんど

が継続雇用制度の導入を選択し、その半数が対象者の選別を行っているという点は、全国的な

状況と変わらないといえる。また、「70歳まで働ける企業」の割合が2割に満たない（定年の定

めなし、70歳以上を上限とする継続雇用制度導入企業を合算）のも、全国的な状況と変わらな

い。もっとも、「70歳まで働ける企業」が自主的に生じるような機運も見いだしがたい状況の

解消は、今後の課題であろう。

（6）「70歳まで働ける企業」創出事業の結果

なお、本事業の取組全体から、本事業の開始時と比較して、①「70歳まで働ける企業」は、

12.6％から18.5％へと6％増加し、②65歳以上まで希望者全員の雇用が確保される高年齢者雇用

確保措置の実施企業は21.8％から33.6％へと10％以上の増加となっており、2009年度の事業目

的は達成されたといえる（｢70歳まで働ける企業」創出事業実施結果報告書より)。

おわりに

三重県における「70歳まで働ける企業」創出事業のアンケート結果から得られた結果に限っ

てみれば、全国的にみて、三重県の高年齢者雇用確保の状況は平均的なものであり、三重県固

有の特徴は見て取ることはできなかった。もっとも、高年法による65歳までの雇用確保措置は

義務化されて間もない上、「70歳まで働ける企業」創出事業は、開始後まだ3年しか経過してい

ない。そのため、「70歳まで働ける企業」を実現するという高年齢者雇用確保のために具体的

な実現方法を行政側が提示したり、70歳までの雇用確保を法的に義務づけることは困難であろ

う。よって、現段階では、「70歳まで働ける企業」の実現の必要性を、よりわかりやすく周知

し、企業に納得させることが、まずは必要といえる（厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用

対策部「高年齢者職業安定対策基本方針」平成21年4月1日厚生労働省告示第252号も参照)。

他方、多くの企業が継続雇用制度を導入し、その半数が希望者全員を雇用していない点は、

高年齢者の安定した雇用の確保という高年法の法目的に照らして、看過できない。そもそも、

本アンケートや厚生労働省発表からは、定年後再雇用時の労働条件や就業環境の変化の状況が

明らかとはならない。定年後再雇用時に労働条件等が大きく変更されることが想定されるため、

この点についての三重県ないし全国的な実態調査が望まれる。

少子高齢化がいっそう進展していく中で、「70歳まで働ける企業」の実現は喫緊の課題であ

る。三重県固有の課題や特徴を明らかにし、高年齢者の雇用確保を進めていくためには、今後

も「70歳まで働ける企業」創出事業や政策の推移は注目されるべきと考える。

参考文献

1）三重県経営者協会「平成21年度『70歳まで働ける企業』創出事業報告書」（2009年3月）
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（アンケート結果は、次頁以下に掲栽）

2）拙稿「高年齢者の雇用確保に関する三重県での取組み」地研年報第14号（2009年）83頁

（2008年度の状況）

3）平成21年10月20日厚生労働省発表「平成21年6月1日現在の高年齢者の雇用状況について」

(http://www､mhlw､go.』p/houdou/2009/10/h1020-1.html）
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7○歳まで働ける企業創出事業

アンケート結果

（平成21年度版）

平成22年3月

重 県経営者 協 会
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不

ﾛ羅慰5M塁罰

1．調査目的

三重労働局より委託を受けた「70歳まで働ける企業」創出事業を進めていくにあたり、高年

齢者雇用の実態と、継続雇用制度の導入状況および制度導入に際しての阻害要因などについて把

握し、事業推進のための基礎資料とすることを目的として、本アンケート調査を実施しました。

なお、2回目の調査は、1回目の調査で回答があった先に対して実施し、2回目の調査で回答

がなかった先については、1回目の回答をそのまま用いました。

2．調査方法

○調査対象119 社

○調査方法郵送によ る配布・回収

○調査期間平成22年1月8日～1月29日

○回収結果回収数77件（回収率64．7％）

(参考：1回目の鯛査）

267社

3．回答企業の概要

16.業種n=119

同左

300人～499

人

13．4％

H21．6．10～7．10

119件（回収率44．6％）

17.従業員規模n=119

[業種］

回答企業の業種構成において､製造業が40．3％と最も高く、次いで､卸･小売･飲食業17．6％、

サービス業16．8％となっている。

[従業員規模］

100～299人が31．9％と最も高く、次いで500人以上、50～99人がともに16．8％となってい

る。
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Q1定年年齢は何趣ですか。（1つだけ）

定年年齢を「60歳」とする回答が約9割を占める。「60歳」以外の年齢区分については、「65歳」

が5．9％となっているほかはいずれも2％に満たない。

1．定
、

合計（n=118）

農林水産菜（n=0）

建設・土木菜（n二5）

製造業（n=48）

運輸菜（n=10）

卸．小売・飲食菜（､二21）

不動産菜（n=2）

サービス業（n=20）

その他（､=12）

合計（n=118）

29人以下（n=11）

30人～49人（n=13）

50人～99人（､=20）

100人～299人（､=38）

300人～499人（､=16）

500人以上（n=20）

■60歳
■65歳

定年年齢

NOL カテゴリ 件数 (全体)％

60霞 107 89.9

261歳 1 0.8

362歳 1 0.8

463歳 1 0.8

564歳 0 0．0

665歳 7 59

766歳～69歳 0 00

870歳以上 0 00

9定めていない 2 17

10その他 0 00

不明 0 00

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 119 1000

1．定年 ×薬種(統合）

010 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5 0 郡 1 0

1．定年年齢×17．従業員規模

010203040 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

10

、8個.9
．80．8

938

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
E 皿Ⅲ皿

■■■■■■■■■■一一

■61歳
□66歳～69歳

ロ62歳
．70歳以上
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Q2定年年齢を定めている企業の方にお尋ねします。

血_定年年齢を引き上げましたか｡（1つだけ）

今年度中（H21年4月からH22年3腸

いずれの企業も「今年度 中に引上げていない」と回答している。

2.今年度中の定年年齢の引き上げ、=117

引上げていな

い

100.0％

NOL

今年度中の定年年齢の引き上げ

ｶテゴリ

1引上げた

2 引上げていない

不明

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー〉

二二1

件数 (全体)％

0 0．0

117 100.0

0 0.0

117 100.0

2．今年度中の定年年齢の引き上げ×菓糎(統合）

0102030405060708090100

合計（n=116）

農林水産菜（､=0）

建設・土木業（n二5）

製造菜（n=48）

運輸菜（n=10）

卸．小売・飲食菜（n=21）

不動産菜（n=2）

サービス業（n二18）

その他（n=12）

合計（n=116）

29人以下（､=9）

30人～49人（n=13）

50人～99人（n=20）

100人～299人（､=38）

300人～499人（n二16）

500人以上（n=20）

100

2．今年度中の定年年齢の引き上げ×17．従業員規模

0102030405060708090100

■引上げた■引上げていない
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Q3定年年齢を定めている企集の方にお尋ねします｡今後、定年年齢を引き上げる予定はありま

すか。（1つだけ）

－106－

函来年度中（H23年3月まで）■時期は未定だが、検討中口現時点では検肘していない

合計（､=115）

29人以下（n=9）

30人～49人（､=13）

50人～99人（n=20）

100人～299人（n=38）

300人～499人（､=15）

500人以上（､=20）

100908070

3．定年年齢の引上げ予定×17．従業員規模

0 1 0 2 0 3 0 405060

「現時点では検討していない」が87．2％と大半を占め、「時期は未定だが、検討中」が12．0％とな

っている。来年度中に引上げ予定との回答はない。

3．定年年齢の引上げ予定、=117

－F

定年年齢の引上げ予定

3．定年年齢の引上げ予定×菜種(統合）

0102030405060 70 8090100

1100.0戸

口一二＝ｰ＝＝＝＝而了
1 ‐ － f － 1 － － ． － － 1

12.2合計（､=115）

農林水産菜（､=0）

建設・土木菜（､=5）

製造菜（n=48）

運輸菜（n=10）

卸・小売・飲食業（n=20）

不動産菜（n=2）

サービス菜（､=18）

0､OII

１
１
１
岬
‐
Ｉ
珂
一
‐

■201.0
1

16.7■ 83

100.0

弓95.

No. カテゴリ 件数 (全体)％

1来年度中(H23年3月まで） 0 0．0

2時期は未定だが､検肘中 14 120

3現時点では検討していない 102 872

不明 1 09

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 117 1000

ロ ザ Wロ

■12.2■■ 87．8

■11.1■ I … … - 88.9；

一 3.1■■■■■側76.9

■IU.U■ 90．0

■■13.21■ず～咽6.8

ﾛ6.7■ 93.3



Q4上配Q3で1②と回した企巣の方にお尋ねしま可 引き上げ予定･検討の定年年齢は何

歯ですか｡（1つだけ）

－107－

■63歳■64歳□65歳■66磯～69歳函70歳以上（定めなしを含む）

4％と最も高く、163蔚

4.引き上げ予定の定年年齢n=14

66歳～69歳

100.0

4.引き上げ予定の定年年齢

4．引き上げ予定の定年年齢×17．従菜員規模

0102030405060708090100

4．引き上げ予定の定年年齢×菜種(統合）

0102030405060708090100

合計（､=14）

農林水産菜（､=0）

建設・土木菜（n=1）

製造菜（n=8）

運輸業（n二O）

卸・小売・飲食薬（n=1）

不動産菜（n=O）

サービス業（n=2）

その他（n=2）

合計（､=14）

29人以下（n=1）

30人～49人（n=3）

50人～99人（n=2）

100人～299人（n二5）

300人～499人（n=1）

500人以上（､=2）

一
一一 oで■■■■■■■■■ ロ 71.4 ■7.1■

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■100.0■■■ ■■■■ ■■■■ 一

■■■■ ■■33.31■■■■ ■， 33.3-%い■
卜

■■■■ l3a3画 ■■■■

！’’

100.0
I

＝ 00＝ー80．0
11 111 I

！；…:『州00.0

NOL カテゴリ 件数 (全体)％

63霞 3 21.4

264厳 0 00

365歳 10 714

466態～69歳 71

570霞以上(定めなしを含む） 0 00

不明 0 00

サンプル数(96ﾍ゙ ｽー） 14 1000

一ｿ1.4■■■■■ ： L _ ≦_､番刊ﾉ1.4J，■7.1■

■■■■■■■

■25.0■■

１
１
１
１
１
Ｉ

’
■■I唾:;:二 ＝哩烹二g空二二三罵

■■■■■■■■■■■■■■

．;100.0-

．.-F‘911，~T->-曲.‘設皇‘,'〃.

4.炎・： 10（ ､0
１
１
６
９
１
‐
ｊ

ｏ
ｌ
‘
Ｆ
１
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Q5勤務延長制度や再雇用制度など､定年後も継続雇用する制度や何らかの仕組みがありますか｡（1つ

だけ）

｢了罰雨墓嗣扇ﾌー 了蒐

|うかがえる｡'9人以下の企業で
5.定年後の継続雇用する制度や仕組みの有無

、=117

制度や仕組

Nq

i α 予 肌 」 凸 ⑥

定年後の継続雇用する制度や仕組みの有無

ｶテゴリ 件数 (全体)％

1制度や仕組みがある 113 96.6

合計（n=116）

農林水産菜（､=O）

建設・土木菜（n=5）

製造典（､=48）

運輸粟（n=10）

卸・小売・飲食粟（炉21）

不動産菜（n=2）

サービス業（n=18）

その他（F12）

合計（n=116）

29人以下（n=9）

30人～49人（n=13）

50人～99人（n=20）

100人～299人（n=38）

300人～499人（n=16）

500人以上（n=20）

2制度や仕組みがない 4 3.4

不明 0 0．0

サンプル数(96ﾍ゙ ｽー） 117 100.0

0

5．定年後の継続雇用する制度や仕組みの有無×菜種(統合）

0 20 30 40 50 60 70 80 90

111

＝

00

5．定年後の経続雇用する制度や仕組みの有無×17．従業員規模

0 1 0 2 0 3 0405060708090100

■■■■■■■■■■■■
、皿

■制度や仕組みがある■制度や仕組みがない

－108－



0

継続雇用や何らかの仕組みで働ける上限Q6上紀Q5でと回答した企粟の方にお尋ねしま可

年齢は何趣ですか。（1つだけ）

－109－

継続雇用の上限年齢左IC

【)‐fWも‐16

6.縫続雇用や仕組みで働ける上限年齢n室113

70厳以上

■63霞■64鐙□65趣画66歳～69寵函70鐙以上（定めなしを含む）

経続雇用や仕組みで働ける上限年齢

66歳～69

7.1％

6．継続屈用や仕組みで働ける上限年齢×菜狐(統合

0

E==幸三垂需窯震

7020 30 40 50 60 80 90 00

合計（n=112）

農林水産菜（n=0）

建股・土木菜（､二5）

製造粟（F47）

運輸菜（n二10）

卸．小売・飲食菜（n=21）

不動産菜（n=2）

サービス菜（n=16）

その他（n=11）

6．継続屈用や仕組みで働ける上限年齢×17．従菜員規模

0102030405060708090100

合計（n=112）

29人以下（n=6）

30人～49人（n=13）

50人～99人（n=20）

100人～299人（n=38）

300人～499人（n=16）

500人以上（n=19）

■8.9■1.8 -ぜ‐;71.4I ■7.1■聯110.

一

－U1.ｰ一三一一｡、
0…一J

4.31;…』 柵 8 5 . Ⅱ 211＃18．51灘I

一M｡と一隻一一一画‘生一M'’一…
0膨雌聯臓

14.3i露露
i，I

…~－叩、00，0

i；

一一一m6.3■1W剛25癖
l

－－石－－9

11＃

一宝一一

I

"ず一途一

■
１
■

、
４
１
言
１

『罵可、台忘?？

NOL ｶテゴリ 件数 (全体)％

63蟻 10 8.8

264歳 2 1.8

365歳 81 71．7

466霞～69趣 8 7.1

570趣以上(定めなしを含む） 12 10．6

不明 0 0．0

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 113 100.0

■■13.21酢.3Ⅱ76．3115.31

■■■ 25.)■■■い～一625
':'蕊，

12.5鱗

78.9 I■■■211＝

■8.9■1.8ツルLx‘母忠:ん4W･剛.4P L ､ P - ■7.1■i潮10.71灘

■16.7■■■66．71I職溌116.71瀧灘



Q7継続雇用や何らかの仕組みで働ける上限年齢を定めている企業の方にお尋ねします｡金主

・・（H21年4月からH22年3月末まで)に 上限年齢を引き上げましたか。（1つだけ）

今年度中の継続雇用の上限年齢の引き上げについては、今年度中に「引上げた」企業が5．9％とな

っている。9割以上の企業で、今年度は「引上げていない」と回答している。

7.今年度中に継続雇用等の上限年齢引上げの有無
・63歳から64歳に・・・4件

・64歳から65歳に・・・1件

・65歳から66歳に・・・1件

★引き上げ幅は、いずれも1歳分

合計（n=97）

農林水産業（､=0）

建設・土木菜（､=5）

製造業（､=43）

運輸菜（n=7）

卸・小売・飲食業（､=16）

不動産菜（n=2）

サービス業（n=14）

その他（n=10）

合計（n=97）

29人以下（n=4）

30人～49人（n=10）

50人～99人（､=14）

100人～299人（､=36）

300人～499人（､=14）

500人以上（､=19）

今年度中に継続雇用等の上限年齢引上げの有無
No. カテゴリ 件数 (全体)％

1引上げた 6 5.9

2 引上げていない 92 91.1

不明 3 3.0

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 101 100.0

7．今年度中に継続雇用等の上限年齢引上げの有無×業種(統合）

0 0 20 30 40 50 60 70 80 90 00

刺1

7．今年度中に継続屈用等の上限年齢引上げの有無×17．従業員規模

010203040 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0
－－－丁－．－9一一一◇－－－F－FFﾔｰｵ－－1－？

'9

画引上げた■引上げていない
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Q8継続雇用や何らかの仕組みで働ける上限年齢を､今後､引き上げる予定はありますか｡（1つだけ）

継続雇用の上限年齢の引き上げ予定については、「現時点では検討していない」が74．3％と最も高

く、特に30人～99人、500人以上の企業では9割以上にのぼっている。次いで「時期は未定だが、

検討中」（11.9％）となり、「来年度中」は5．9％にとどまっている。

8.継続雇用や仕組みで働ける上限年齢の
引上げ予定の有無、二101

来年度中

（H23年3月

時期は未定

だが､検討中
11．9％

IhL

継続展用や仕組みで働ける上限年齢の引上げ予定の有無

カテゴリ 件数 (全体)％

来年度中(H23年3月まで） 6

2時期は未定だが､検肘中 12

3現時点では検肘していない 75

不明 8

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 101

5.9

119

743

79

1000

8．継続展用や仕組みで働ける上限年齢の引上げ予定の有無×菜種(統合）

010203040 5060708090100

合計（n=92）

農林水産菜（n二0）

建設・土木菜（､=5）

製造業（n=41）

運輸粟（n二6）

卸・小売・飲食業（､二15）

不動産業（n二2）

サービス業（n=13）

その他（n二10）

一.弓一一一80.0

､画に.Z＝ i8b､4

ーWhI
一

ULJpグ

一 一12君一二工::;二二
iIjl 10AO一一一一

■ﾉ．ノ■I9Z.』，

■■■

』

1

酢0.()11■■I■■ F､グDV

8．縫統雇用や仕組みで働ける上限年齢の引上げ予定の有無×17．従菜員規模

0102030405060708090100

合計（n=92）

29人以下（n=2）

30人～49人（n=10）

50人～99人（､=14）

100人～299人（n=35）

300人～499人（n=13）

500人以上（n=18）

Y 7

1 6 . 5 口 1 3 . 0 ■■80．4
’
11，

－0．0－50．0

■IU.U■ 90.0

｜’
■7.1■J929

＝写・－U〃・ロ－『や．』

■■■■23.1一■■■15.4＝61．5

5.61

園来年度中（H23年3月まで）■時期は未定だが、検肘中口現時点では検討していない

111



－112－

引き上げ予定･検肘の上限年齢は何Q9上記Q8で②と回答した企業の方にお層

歳ですか｡（1つだけ）

画63態■64歳□65鰻園66鰻～69織国70鰻以上（定めなしを含む）

lil
引上げ予定の上限年齢は、「64歳」とする回答が33．3％と最も高く、「66歳～69歳」が27．8％

続いている。なお、前間Q8の来年度中引き上げ予定はすべて「64歳｣。

9．引上げ予定の継続雇用や仕組みで働ける上限年齢

、＝18

70菌上以上(定

め

9.引上げ予定の経続雇用や仕組みで働ける上限年齢

皿

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
111

9．引上げ予定の縫続屈用や仕組みで働ける上限年齢×菜種(統合）

0102030405060708090100

合計（､=18）

29人以下（n=1）

30人～49人（､=1）

50人～99人（n二1）

100人～299人（､=9）

300人～499人（n=5）

500人以上（､=1）

合計（､=18）

農林水産菜（､=O）

建股・土木業（､=1）

製造菜（n=6）

運輸菜（､=2）

卸・小売・飲食菜（F5）

不動産菜（､=0）

サービス業（n=1）

その他（n=3）

9．引上げ予定の継続屈用や仕組みで働ける上限年齢×17．従業員規模

0102030405060708090100

NOL カテゴリ 件数 (全体)％

163歳 0 0．0

264歳 6 33.3

365厳 4 22.2

466銭～69歳 5 278

570戯以上(定めなしを含む） 3 167

不明 0 00

サンプル数(96ﾍ゙ ｽー） 18 1000

■■■■■■ ■■■■■ ■■…〃j'ZZ､勤i 龍＝一，7R一一羅謂iR7I燕霧罰
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■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■6〔
J1■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

j§撫離灘雛糠I織灘識潮4［ ､01鑑識綴蕊識蕊灘総灘識
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Q10定年後も継続雇用する対象者の条件はどのようなものですか｡（1つだけ）

定年後も継続雇用する対象者の条件として「一定基準の条件を満たす者」が70．8％と7割以上を

占め、次いで、「希望者全員」が19．5％となっている。

10.縫続雇用する対象者の条件、=113

何らかの仕組 不明

み

NOL

1

2

3

継続雇用する対象者の条件

カテゴリ

希望者全員

一定基皐の条件を満たす者

何らかの仕組みで働ける

不明

サンプル数(96ﾍ゙ ｽー）

10継続雇用する対象者の条件×菜種(統合）

0102030405060

合計（n=111）

農林水産菜（､=0）

建設・土木菜（､=5）

製造業（n=47）

運輸菜（n=10）

卸・小売・飲食菜（､=20）

不動産粟（n=2）

サービス業（n=16）

その他（n=11）

19.8

胆5

06
1

2

件数 (全体)％

22 19.5

80 70.8

10 8.8

1 0.9

113 100.0

70 80 90 00

9.0

10．継続厨用する対象者の条件×17．従業員規模

0102030405060708090100

合計（n=111）

29人以下（n二6）

30人～49人（n=13）

50人～99人（n二20）

100人～299人（n=38）

300人～499人（n=15）

500人以上（n=19）

■希望者全員■一定基準の条件を満たす者ロ何らかの仕組みで働ける

－113－



Q11上配Q10で1と回答した企業の方にお尋ねしま可 継続雇用する対象者の条件や仕組み

を｢希望者全員｣としたのは今年度中(H21年4月からH22年3月末まで)ですか｡（1つだけ）

｢前年度以前」の企業が72．7％と7割以上を占め、「今年度中」とした企業はない。

11．継続雇用する対象を希望者全員とした時期
、=22

合計（n=16）

農林水産菜（n=O）

建設・土木菜（n=O）

製造業（､=2）

運輸菜（n=2）

卸．小売・飲食業（n=4）

不動産菜（n=1）

サービス業（､=4）

その他（､=3）

合計（､=16）

29人以下（n=1）

30人～49人（､=6）

50人～99人（､=3）

100人～299人（n=6）

300人～499人（n=0）

500人以上（n=O）

継続雇用する対象を希望者全員とした時期

Na カテゴリ 件数 (全体)％

今年度中 0 0.0

2前年度(H21年3月)以前 16 72.7

不明 6 27.3

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 22 100.0

継続服用する対象を希望者全員とした時期×菜種(統合）

0 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

11．継続雇用する対象を希望者全員とした時期×17．従菜員規模

0102030405060708090100

■■■■
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国今年度中■前年度（H21年3月）以前
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Q12上配Q10で②と回答した企業の方にお尋ねしま？ 基準の具体的な内容はどのようなもの

ですか｡（いくつでも）

基準の具体的な内容として、「健康上支障がない」が93．8％、「働く意思・意欲がある」が90．0％

と特に高く、該当企業のほとんどが具体的な基準としていることがうかがえる。次いで「一定の業

緬評価」が65．0％、「過去の出勤率、勤務態度」が61．3％と続いている。

12.継続雇用の基準の具体的内容(複数回答）

02040

健康上支障がない

働く意思･意欲がある

一定の業績評価

過去の出勤率､勤務態度

職務内容に合意できる

会社が特に必要と混める

特定の技能･技術･資格の保持

他の社員の指導･教育

その他

不明

18.I

継続雇用の基準の具体的内容(複数回
No. カテゴリ 件数

1健康上支障がない

2働く意思･意欲がある

3 一定の業頼評価

4過去の出勤率､勤務態度

5職務内容に合意できる

6会社が特に必要と鯉める

7特定の技能･技術･資格の保持
8 他の社員の指導･教育

9その他

不明

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー）

(全体)％

75

72

52

49

34

32

22

7

2

1

80

注:サンプル数は回答企業数であり､件数の合計とは合わない

＜その他＞

・懲戒処分の有無

･懲戒を受けたことがない者
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93.8

900

650

613

425

400

275

88
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1000
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Q13上記Q10②3と回答した企粟の方にお尋ねしま1 今後､継続雇用する対象者の条件や仕組み

を｢希望者全員｣に変更する予定はありますか｡（1つだけ）

本的な期限を決めての翌

13.継続雇用者を｢希望者全員｣と変更する予定の有無

継続屈用者を｢希望者全員｣と変更する予定の有無

NOL カテゴリ 件数 (全体)％

来年度中(H23年3月まで） 1.1

2 時期は未定だが､検肘中 13 14．4

3 現時点では検討していない 72 80.0

不明 4 4.4

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 90 100.0

3．継続歴用者を「希望者全員」と変更する予定の有無×菜梱(統合）

0 0 20 30 40 50 60 70 80 90 00

合計（n=85）

農林水産菜（n=0）

建設・土木業（n=5）

製造粟（n割1）

運輸菜（､=7）

卸・小売・飲食菜（､=15）

不動産菜（､=1）

サービス業（n=10）

その他（､=6）

‐＝泥一二ｺE三型二蒸二工＝亡コニニ

100.ひ‘峠

■■■■■■■■■■■■,Mnロ、一，‐十1..ロﾛ，〃、F’,、豊丁．,串,‐･勤

■■■,6j－JL－可3&－=三一-一

13．継続雇用者を「希望者全員」と変更する予定の有無×17．従業員規模

01020304 05060708090100

､2 ：83．5

80.0

50.0

合計（､=85）1

29人以下（､=5）

30人～49人（､=6）

50人～99人（､=16）

100人～299人（n=26）

300人～499人（､=13）

500人以上（､=19）

18．881．3

、~7■9 2．3

■15.4■ 84．6

…虹ニーーヱーニー＝
画来年度中（H23年3月まで）■時期は未定だが、検討中口現時点では検討していない
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Q1465歳を超えて､継続雇用等を導入する場合の課題はどのようなことですか｡（いくつでも）

くその他＞

・適正人員と年令構成

・現状とのギャップ

・若年層の雇用枠が少なくなる

・関係機関との調整

65歳を超えて継続雇用等を導入する場合の課題としては、高い順に「健康上の不安」が66．4％、

「職務遂行能力の不安」が53．8％、「本人の意欲」が47．9％、「賃金・勤務時間等の待遇」が31．9％

となっている。

＜経営上の理由＞

・採用数とのバランス

・若年層の採用に影響

・新入社員を確保しにくくなる

・派遣先企業での年令制限有

・収支バランス

注:サンプル数は回答企業数であり､件数の合計とは合わない

継続雇用等導入の課題(複数回答）

14.継続雇用等導入の課題(複数回答）、=119

2 0 40

ｊ
０
％
８

く

0 60

不明

その他

経営上の理由

健康上の不安

職務遂行能力の不安

本人の意欲

66.4

賃金･勤務時間等の待遇

適した職種がない

役職などの処遇

－117－

NOL カテゴリ 件数 (全体)％

1健康上の不安 79 66.4

2 職務遂行能力の不安 64 538

3本人の意欲 57 479

4貿金･勤務時間等の待遇 38 319

5適した職種がない 20 168

6役職などの処遇 10 84

7経営上の理由 5 42

8その他 7 59

不明 6 50

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 119 1000



Q15現在66歳以上の従業員(パート等含む)はいますか｡いる場合は､男女別人数と､該当職

種をお選び下さい。

4

66歳以上の年齢の従業員については、「いる」47．9％、「いない」47．1％とほぼ同数となっている。

従業員の男女別の内訳については、男性の方が多人数の従業員が占める割合が高い。職種は技術職

が多くなっている。

15.66歳以上従業員の有無、=119

不明

－
３

６

66歳以上従菜員の有無

66歳以上従業員の有無･女性

15.66歳以上従業員の有無･男性 ､＝52

n=26

3

66歳以上従業員の有無･男性11

15.66歳以上従業員の有無･女性

31～50人

7.7％
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Na カテゴリ 件数 (全体)％

1 1～3人 19 73.1

24～5人 1 3.8

3 6～10人 3.8

4 11～30人 3 11．5

531～50人 2 7.7

6 51人以上 0 0.0

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 26 100.0

NOL カテゴリ 件数 (全体)％

いる 57 47.9

2いない 56 47.1

不明 6 5.0

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 119 100.0

池 カテゴリ 件数 (全体)％

1～3人 26 50.0

24～5人 10 19．2

3 6～10人 8 15．4

4 11～30人 4 7.7

531～50人 2 3．8

651人以上 2 3．8

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 52 100.0



14.66歳以上従業員の有無･職種(複数回答）
20

１％
帥

く、＝57

400

・雑役等

技術職

事務職

管理職

その他

不明

66歳以上従業員の有無･職種(複数回答）

・接客・販売

サンプル数は回答企業数であり､件数の合計とは合わない

＜その他＞

･現業職（2件）

･教員職・労務職（2件）

･販売職

製造職

般職●

･運転士（3件）

･産業医

･外務員

･警備・守衛（2件）

･生産（2件）

･清掃

・軽作業員

・保安

119

NOL カテゴリ 件数 (全体)％

1技術職 26 45.6

2事務職 14 246

3管理職 8 140

4 その他 29 509

不明 4 70

サンプル数(％ﾍ゙ ｽー） 57 1000



Q16「高年齢者雇用確保措匿｣についてのご意見｡ご要望(自由記入）

･選択肢として整備することには異議ありませんが、限られた財源の中で人員の採用は行われてお

り、高齢者を優遇するあまり、新卒者の働く場を奪うことにならないか懸念されます。

･企業で働くこともその人にとって有意義なことであれば良い事だと思うが、生活費の為やむなく

というのであれば社会がおかしいと思う。企業に拘わらず地域への貢献が大切、それまでの知識

経験を活かして、地域社会の相談役としての生き方もあると思う。

･高齢者雇用は働く意欲等鑑み重要なことと考えていますが、現役世代への移譲及び若年齢者の雇

用機会が現状重要な課題ではないでしょうか。高年齢者の労働については企業のみでなく国主導

で労働配分を検討することが望まれる。

･年金の支給年齢に達するまで、働ける形にすることは重要であると考えます。しかしながら、そ

れ以上に若年層の人の雇用環境を整えることの方が優先されるべきものと思います。企業として

はどちらも受け入れることがベストですが、このような時代、若年層・高齢者・障害者全て受け

入れるのは難しいと思います。

･継続雇用の場合、役職はなくなり、給料は激減してなお仕事の責任は今まで通りと言うのが多い

と思う。また、今までの部下に使われることがうまく出来る人は良いが、そうでない人は転職（異

動）させなくてはならないので､現状とのギャップが大きいので難しいと思う（異動先が無い等)。

･65才を越えると意欲が落ちる。65才以上の就業時間30時間と年金のからみから（本人に）適し

た職場配属に苦慮している。

･雇用確保措世についての意向は十分理解できますが、景気悪化に伴い同業者間の競争が厳しく仕

事の確保が難しくなってきています。正社員の雇用維持だけでも苦労をしている現状です。

・65歳以上の雇用者の社会保険料削減。

･時代背景とあまりにも誰離があり、検討そのものが難しい。

(基本的に原文のまま記載）
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【報告】

近代女性史の裏側

近代三重県域におけるマビキ'慣行について－

茂木陽一

本稿は、2009年9月26日に、アスト津において開催された第2回地研セミナーにおいて行った

報告をベースに、項目の順番を入れ替えるなどの訂正を施したものです。当日の参加者からは

貴重なご意見や質問をいただいたのですが、本稿はそれらについての回答も含みこんだ形で構

成されています。また、当日配布した資料には図表を多用していますが、これまでに発表した

論文の中に掲載したものもあるので、本稿では全ての図表を再掲することはしていません。

1問題の所在

最初に、「マビキ慣行」を定義づけておきます。高橋焚仙氏は『堕胎間引の研究』の中で、

都市の堕胎と農村の間引を対比的に描き、農村の間引が年貢の重圧による口減らしの必要と男

子労働力確保の必要とによって行われているのに対し、都市の堕胎は華美で享楽的な都市生活

の中で未婚女子の妊娠や不倫の後始末として行われるものだという認識を示しています。

それに対して、太田素子さんが編纂された『近世マビキ慣行資料集成』では、堕胎と間引き

を併せて近世的マビキ慣行ととらえております。私も、太田さんの把握にしたがい、さらによ

り広く出生コントロール全体をマビキ慣行として把握したいと思います。具体的には、中絶、

嬰児殺、棄児、実質的な棄児である養子までも含めて、マビキ慣行としてとらえます。

その理由は、いずれも希望子供数実現や希望出生間隔実現のための手段であり、いずれかの

方法が失敗、或いは実行できなかった場合に別の方法が選択されるという点で相互に代替的な

ものだと考えるからです。つまり、出生コントロールとして最初に中絶が試みられ、それが失

敗した場合に嬰児殺、或いは棄児が行われる、いずれも不可能な場合に養子が選択されると考

えるからです。

ここで、実質的な棄児である養子というのは、次のような事例です。1881（明治14）年8月

に、一志郡のある女性が他家から養子を引き受けては殺害して、その数が11名に上ったという

伊勢新聞の記事があります。こうした養子引受は養育料を付けるものですが、この女性は養育

料を得るために次々に養子を引き受けては殺害していたというものです。養子を依頼した親の

中にはそのことをうすうす気づいている者もいたわけですが、その場合には養育料は子供の始

末料という性格を帯びます。分娩後に取揚げ婆さんに嬰児殺を依頼するケースと共通する性格

を持つと考えるので、このようなケースもマビキ慣行に含めてよいと思います。

以上のような意味でのマビキ慣行を江戸期に特徴的な問題としてではなく、近代社会におい
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ても慣行として存続し続けることを明らかにした上で、その意味を考えようというのが今回の

報告の意図です。

マビキ慣行という出生コントロールをめぐって、日本の社会は非常に大きな振幅を辿ってき

ました。江戸期においては、中係流の堕胎医に対する規制や棄児に対する禁令、また、大名に

よってはマビキ慣行を禁止し処罰の対象とするところもあらわれますが、全体としてはマビキ

慣行が容認されていたといえるでしょう。それが、明治政府による堕胎禁止の布告に端を発し、

1882（明治15）年に施行された旧刑法の下では堕胎・嬰児殺が処罰の対象となります。戦前の

社会においては時期により強弱の度合いは異なりますが、マビキ慣行が取締の対象になってき

たのです。ところが、1949（昭和24）年の優生保護法改正により、経済的理由による人工妊娠

中絶が認められたことで、一転して嬰児殺や棄児以外のマビキ慣行が容認され、実際にも非常

に多数の中絶が実施され「中絶天国」の異名を取るような状況が生まれてきました。

こうした大きな転換を経るなかで中絶の自由化が実現したのですが、中絶や嬰児殺の是非に

ついて、欧米のような深刻な思想的対立なしに、いってみればすんなりと社会に受け入れられ

たのはなぜなのか。その背景には近代社会におけるマビキ慣行の継続があるのではないだろう

か、というのが基本にある問題意識です。

他方この問題は、江戸期から現在に至る日本の人口史を検討するときに避けられないテーマ

でありながら、それに触れることが忌避される、いってみればタブー視されてきた問題でもあ

るのです。自治体史などの執筆に際して、この問題に触れようとすれば、必ずといっていいほ

ど、地域の恥になるようなことには触れないでもらいたいという注文がつきます。近年、各自

治体を中心として取り組まれているジェンダーフリーの推進の一環として、しばしば女性史が

語られますが、その中でこの問題を取り上げるような事例はまだ多くないと思います。慣行と

して存在しながら、「恥」としてとらえられ、秘密のベールをかぶせられている問題を明るみ

に出そうというのが、「近代女性史の裏側」と題した意図でもあるのです。

2江戸期の人口動態とマビキ慣行

右の図は、板倉聖宣さんの『歴史の見方・考え

方』に掲載されているグラフで、幕府による子午

改の数値を棒グラフに表したものですが、1721年

の2606万人余から1845年の2690万人余までほとん

ど増減がないことがわかります。

このような人口停滞の要因として、西日本の人

口増加を相殺する東日本の人口減少、江戸や大坂

京都を含む地域での都市蟻地獄型の人口構造等が

挙げられていますが、中絶や嬰児殺によるマビキ

慣行の存在も強く指摘されています。

江戸時代の人口鯛査結果（武士など含まず）
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マビキ慣行の歴史的意味づけとしては、戦前において高橋楚仙氏が『堕胎間引の研究』で示

したような、重い年貢と飢侭に苦しむ農民がやむを得ず間引を行い、それが人口の停滞をもた

らしたのだとする、いわば「困窮説」が通説化していましたが、K､ヤマムラやS､ハンレーらの

研究は、困窮を原因とするのではなく、望ましい家族人数の実現のための出生コントロールで

あり、教育水準の上昇や全般的な生活水準の上昇が、出生コントロールの結果生じたのだとす

る意味づけの転換が行われましたが、人口停滞の原因にマビキ慣行の存在を置くことは共通し

ています。

千葉徳爾・大津忠男氏は『間引きと水子』の中で、このようなマビキ慣行が庶民の間で存在

する生命観、すなわち、胎児や新生児はいまだ人間世界の存在ではなく、神の世界に属する存

在であり、それゆえ、マビキ行為は「子返し」として理解され、倫理的な罪責感を持たなかっ

たこと、他方では、支配者の思想として、マビキ慣行を非人道的行為として厳しく戒める「堕

胎教諭書」や「堕胎絵馬」が近世後期から明治期にかけて出現してきたことを指摘しています。

3近代日本の人口動態と人口転換

近代日本の人口増加は1840年代にはじまり、2005年まで続きます。出生数も明治以後I頂調に

増加し、1947-49年のベビーブーム時にピークを迎えます。この3年間は年間出生数が250万人

を越えていますが、1950年から出生数は急減します。その後、1966年の丙午年の一時的な出生

数の減少を挟んで、1970年代前半には再度出生数の増加が見られます。これは、ベビーブーム

時の子どもたちが出産適齢期に到達したことで生じたもので、第二次ベビーブームと呼ばれて

います。この第二次ベビーブーム時の出生児は現在30代になっており、本来ならば第三次ベビー

ブームが来ている時期なのですが、晩婚化・未婚化の進行により、合計特殊出生率の低下を押

しとどめる程度の出生の増加しかないために、第三次ベビーブームは訪れていません。

阿藤誠氏の『現代人口学』に掲載日本の人口転換(普通出生率､普通死亡率､自然増加率の推移）

太荊.‐でいスゴ旨厩11アトヘイlLl-l生索か目4厘（%｡）

阿藤誠氏の『現代人口学』に掲載

されている右図によって出生率を見

てみると、1920年代まで緩やかに増

大し、その後下がり始めます。死亡

率の方は一貫して下がっていますか

ら、1920年代までは自然増加率も上

昇を続けます。1920年代から1940年

代までは出生率低下の影響により自

然増加率の上昇は頭打ちになってい

きますが、戦争や人口政策の影響も

あって乱高下を続けます。

戦後になると、ベビーブームの時；

します。このような変化はイギリス
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なると、ベビーブームの時期に出生率は回復しますが、その後1950年代に劇的に低下

このような変化はイギリスを典型として先進国が等しく経験してきた人口転換の過程
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を日本も経験したことを示しています。死亡率の低下による人口増加の時期を経て、出生率の

低下により人口増加にブレーキがかかり、やがて、出生率・死亡率共に引く状態に移行するの

が人口転換ですが、日本の場合には、1920年代から始まった出生率低下の過程が、その後の恐

慌と戦争による乱高下で中断され、1950年代の劇的な出生率低下を経て1970年頃に古典的な人

口転換過程が完了したといっていいでしょう。

4近代日本の人口増加はなぜはじまるのか？

イギリスをモデルとする古典的な人口転換モデルでは、人口の増加は主として死亡率の低下

によって生じるのですが、日本の場合には死亡率の低下と並んで出生率の上昇が生じるので、

人口増加のテンポが一層急速になりました。これは近代日本の特徴でもありますが、なぜ、出

生率の上昇が起こったのでしょうか。要因としては、有配偶率の上昇か有配偶出生率の上昇が

考えられます。日本の場合、江戸期の社会は基本的に皆婚社会でしたから、有配偶率の上昇よ

りは有配偶出生率、すなわち結婚したカップルが産む子供の数の増加が主要な要因だったと考

えられます。では、なぜ有配偶出生率が上昇したのか、阿藤誠氏は上述の『現代人口学』の中

で、栄養状態の改善や産業化に伴う近代化がもたらす心理的要因などの他に、明治政府による

堕胎禁止が出生数．率の増大要因ではないかと推定しています。果たしてそうなのでしょうか。

5戦後の団塊の世代はなぜ生じたのか？

ここで、日本の人口動態の中でも特に激しい変動を示している戦後ベビープームとその直後

の劇的な出生率低下、そして団塊の世代出現の意味を考えてみましょう。

1947-49年のベビーブームは戦争中の低出生・高死亡の状況に対する補償波動だと考えるこ

とができます。それに対して、1950年からの出生数・率の急減は1949年の優生保護法改正によ

る人工妊娠中絶の事実上のフリーパス化や官民一体となってくり広げられた新生活運動の推進

などにその要因が求められています。

191◎E9zo］93.194◎’95.】96◎197◎

日本（1910～70)での人口1,000に対する報告された出生と合法的中絶

1966年は丙午で女児の誕生が望まれなかったので、全出生数が下ってい

ます。年末に生まれた女児の出産説明をごまかしたケースもあるでしょう

(↓は法改正､太線は出生プラス中絶率､斜線部は中絶率を示す）
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これをみると、急激な出生数の低下については中絶実施による効果が極めて大きかったこと

を示していますから、優生保護法改正の意義は大変大きいということはいえます。

ただ、ここで注意したいのは、法制度が変わっただけでは中絶の増加は起こらないというこ

とです。優生保護法は「中絶してもよい」という規定であって、「中絶しなければならない」

という強制規定ではないのです。ですから、中絶件数の激増は人々が望んでいる希望子供数以

上に妊娠したこと、あるいは妊牟力を下回る子供数しか人々が望まなくなったことがもう一つ

の原因なのです。

希望子供数は法律の問題ではなく、あるいは生物的な妊牟力の問題ではなく、人々の価値観・

意織の問題です。そう考えたときに、1950年時点で、妊娠件数の半分以上もの中絶希望があり、

緩やかに低下しつつも生活困難が解消された高度経済成長期でもなお年間80万件を超える中絶

を選択する人々の意識はいつ、どのように成立したのだろうかということを考えたいのです。

江戸期のマビキ慣行を支えてきた人々の意識と、現代的マビキ慣行ともいえる人工妊娠中絶

を希望する人々の意識とは、まったく異なる経緯で生じてきたのか、それとも連続したものと

して見ることができるのか、連続したものとしてみるのなら、その間にある近代日本社会にお

いてマビキ慣行はどのような形で持続していたのか、ということです。

6マビキ慣行の残存と三重県

司法省による調査をもとに1880年に

刊行された『全国民事慣例類集』では

静岡県以外の東海地方にはマビキ慣行

が記載されていません。1935年に柳田

国男の指導で行われた調査をもとに財

団法人母子愛育会から刊行された『日

本産育習俗資料集成』でも、岐阜県・

愛知県に関してはマビキ慣行の記述が

部分的に見られますが、三重県域では

記述がありません。千葉・大津氏が収

集した堕胎・間引の伝承のある地域を

見ても三重県は、堕胎の伝承はあって

も間引の伝承のない地帯になっていま

す。これらのことから、太田素子さん

は東海・近畿地方はマビキ慣行の見ら

れない地域として位置づけています。

しかし、実態はまったく異なるといっ

ていいでしょう。民俗学的な伝承調査
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全国函胎慣習鯛壷一覧
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だけでは本当のことはわからないのです。高橋覚仙氏は『人口史之研究』第一で1933年に内務

省警保局が行った各府県の堕胎慣習に関わる調査を紹介されています。前頁の表は拙稿③でそ

の内容を整理したものですが、全国l府31県129地方について、堕胎の原因、実行する階層が報

告されています。

三重県下でも伊賀国阿山郡・名賀郡、志摩国志摩郡の事例が報告されています。これを見る

と、1933年という段階で、三重県下においても、全国的にも相当広範囲にマビキ慣行が存在し

ているといっていいでしょう。

7堕胎罪処罰者数の全国的動向

では、このようなマビキ慣行は江戸期のものの残存と見てよいのか、それともいったん消滅

した江戸期のマビキ慣行が、別の理由で新たに出現したものであると考えた方がよいのでしょ

うか。それを考える手がかりとして堕胎罪や嬰児殺で逮捕されたり、裁判で有罪となった者た

ちの動向を見てみましょう。

右の図は田間泰子さんの「堕胎

と殺人のあいだ」に載せられてい

るもので、司法省刑事裁判統計な

どから作成されたものです。これ

を見ると、堕胎罪を規定した旧刑

法が施行された直後の1883年に50

0名を超える一審有罪者が出てい

1

1

ﾖ9019001910192C

ま す ･ そ の 後は減少して、1900年図堕胎罪の有罪人員等

代までは低い水準で停滞していますが、1910年代には再び高い水準になっています。そして、

有罪者の内の執行猶予がついた者の割合が1920年代以降に比べると低くなっており、その点で

はこの時期に堕胎に対する厳罰化が進んだように思われます。

1930年代以降になると、不起訴人員や微罪処分人員を含めた検挙人員は激増しているのです

が、有罪人員自体は幾つかのピークを伴いながら低下傾向を示しています。微罪処分や不起訴

についてのデータが部分的にしかわからないのですが、嬰児殺を含むマビキ慣行とそれに対す

る刑事処分は警察・検事局・裁判所それぞれによる裁量部分が非常に広く、この裁量部分の伸

び縮みによって有罪人員が大きく変動するので統計数値と実態が必ずしも一致しないというこ

とがあります。検挙されたとしても警察署段階で微罪釈放されて検察統計に表れないケース、

検察段階での起訴猶予によって裁判統計に表れないケース、裁判段階での執行猶予によって監

獄統計に表れないケースなどがあり、警察統計・刑事統計・裁判統計・監獄統計の間のズレを

産み出すことになります。
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8三重県の堕胎罪処罰者数の動向

そういったズレの問題も踏まえつつ、現在入手できる三重県下の警察統計・刑事統計・監獄

統計を合成して全国的な動向と比較するために三重県下の堕胎取締状況をグラフ化したものを

作成してみました（拙稿③)。

これをみると、刑法施行 三重県における堕胎取締の状況

直後のピークが見られる

ことやその後の1890-190’2｡

0年代までの減少は全国‘・・

的動向と共通しています。画

そして、1910-30年頃葛,。
までは間歌的なピークを

“

伴いながら、1930年代以
鈎

降に明らかな増加傾向に
O

転じています。堕胎事件
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重県の警察組織は、当年次

初拠点的な都市部の警察署に多数の遜卒を配置する集中警察方式を採っていましたが、1887年

頃から県内全域に駐在所を多数開設し、巡査を分駐させる散兵警察方式を採るようになります。

その中では、戸口調査に見るような日常的な住民の生活実態の把握と、その上に立ってトラブ

ルが事件化するのを未然に防ぐための説諭・注意・制止などの活動が警察活動の中心になって

いくのです。

転じています。堕胎事件i”’"31m‘鐘‘"。’函‘''．””…‘画‘画’錘‘，“
年代

の被告者が増加しているということIま、警察署による微罪釈放や検事局の不起訴の扱いになら

なかったということですから、全体としては全国的な動向をなぞりながらも、1930年代以降は

マビキ慣行に対する厳罰化が進行しているところが三重県の特徴といえるでしょう。

ところで、1890-1910年頃までの堕胎摘発の減少はどのように理解したらよいのでしょうか。

私は、その理由を警察によるマビキ慣行への対応の変化と妊娠．出産をめぐる保健．医療環境

の変化とに見ることができるのではないかと思っています。

右図は、三重県 統計三重県における戸口鯛査と雑事の推移

書から警察の活動の中

に占める説諭・注意・

制止など「雑事」と分

類される活動、各世帯

の状況を把握するため

の「戸口調査」の件数

の変化を追ってみたも

のです（拙稿③)。三

重県の警察組織は、当
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これを堕胎摘発の減少と重ねて考えますと、マビキ慣行そのものを事件化して摘発するとい

う威圧的な効果ではなく、日常的な監視活動を強めることで、マビキ慣行を低減させていこう

という方向に転換したといえるのではないかと思います。

もう一つは、産婆制度の定着と近代産婆の普及です。下の図も三重県統計書から産婆の推移

を見たものですが（拙稿③)、近代的な産科学の知識を得て、産婆試験に合格するいわゆる近

代産婆が、江戸期から続ぃ三璽県における旧産婆と新産婆の推移
1~

ている「とりあげ婆さん」
U側即

的 な旧 産婆 に置き換わって，海

いく様子が示されています。‘｡・・

導露近代産婆はその科学的知識
函

に基づき、それまでは難産
“B

によって失われていた新生
”9

児や母体の命を救うことで
ず●●●＄ぐず●ず.＄ず●ぷぷ＄ず●ゆず●ず

出 生 数 の増ｶﾛに寄与する と 年 次

共に、「取揚げ婆さん」の主要な機能の一つだった中絶や嬰児殺の実行者としての機能、つま

りマビキ慣行を減少させていくという方向からも出生数の増加を果たしていくのです。

9新聞記事に見る堕胎・嬰児殺事件の特徴

それでは、こうした警察の日常的監視活動や、近代産婆の活動によって江戸時代的なマビキ

慣行は基本的に消滅していったのでしょうか。その手がかりを得るために、私は新聞の事件記

事に着目することにしました。微罪釈放や起訴猶予などによって統計資料に反映されない場合

でも、新聞記事には検挙が報じられることがあるからです。

1925年から1940年までの15年間の「伊勢新聞」の記事には104件のマビキ慣行に関連する記

事がありました。それらのうち、連累者を多数出している大規模な摘発事件が24件あります。

それらを除く80件の記事内容を検討してみると、嬰児殺が半分以上の41件を占めています。嬰

児殺は堕胎罪と違って殺人罪ですから、微罪釈放や不起訴の処世は執りにくく、それだけ事件

化しやすいということと、記事としてセンセーショナルな内容になるので、読者を得やすいと

いうことが一定程度反映しているのだと思われます。

原因がわかる57件のうち、私通による妊娠が49件を占めており、貧困・生活難のためという

のは4件に過ぎません。

身分は未婚者が41件、寡婦が15件で、妻は12件にとどまります。

年齢は、10代が5件、20代39件、30代15件、40代14件、50代以上3件という分布で、20代が過

半を占めています。

職業が判明する42件のうち、多いのは女工10件、女中10件、女給・酌婦・芸妓6件となって

います。
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これらから見ると、近代社会におけるマビキ慣行の中に置かれていたのは、未婚の女子や寡

婦などが私通によって妊娠し、世間体が立たないために堕胎、あるいはそれに失敗した結果の

嬰児殺を行った者、いってみれば当時の感覚での不行跡のツケを払ったものとも見えるのです。

このような特徴は最近刊行された岩田重則さんの『＜いのち＞をめぐる近代史』のなかでも

指摘されています。岩田さんが資料的根拠としているのは京都大学で法医学を講じた岡本梁松

氏が『京都医学雑誌』に発表した「本邦二於ケル堕胎二関スル統計的調査ノー班」です。これ

は岡本氏が控訴院検事長経由で34の地方裁判所から収集した1900年前後から1910年代前半の32

0件の裁判記録による調査です。岩田さんはその記録の分析から、年齢は20代前半までが圧倒

的であり、身分的には奉公人や女工の割合が高いという特徴を確認しています。

岩田さんは堕胎が家族計画とは無縁であり、夫婦間の堕胎は例外的であったととらえていま

す。

岡本氏が収集した裁判資料から見る限り、岩田さんの指摘は妥当なように見えますが、そう

すると正式な夫婦間では江戸期的なマビキ慣行は既に消滅していると考えていいのでしょうか。

私にはそうは思えないのです。伊勢新聞の記事にあらわれてくる堕胎・嬰児殺者や岩田さん

が描いている堕胎実行者が、未婚女子や寡婦が私通の結果妊娠して後始末に困り、堕胎或いは

嬰児殺をするというケースが多いのは、そのようなケースを取締・摘発の対象にしているから

に他ならないとは考えられないでしょうか。

通常の夫婦間で行われる堕胎行為は逮捕・起訴に至ることがないのは、事実としてないから

ではなく、警察・司法の意図的な選別によって取り除かれているという可能性があるのではな

いでしょうか。
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無免許産婆3名の身元調査を行って捜査を進め、証拠・証言を固めた上で10月6日に容疑者を引

致して取調を開始します。検挙された無免許産婆の1人が過去10数年にわたる612件の堕胎施術

を記録していたため、さらに関係者が芋づる式に取り調べられることになりました。10月から

11月にかけて700名以上が堕胎罪容疑で引致・取調を受け､100名以上が送検、58名が起訴され

ました。11月2日から公判がはじまり、翌年3月24日に判決が出され、8名が実刑、47名が執行

猶予付懲役刑、3名が無罪となります。

この事件は、名張警察署による組織的・意識的な堕胎摘

発とみてよいのですが、この事件での被疑者達の状況がわ

かる資料が残されているのです。右に示したのは名古屋控

訴院が1938年9月に印刷した『名古屋控訴院管内司法資料』

第23号の表紙ですが、この中で判事堀川信雄氏が執筆した

｢三重県下二於ケル人口制限二就テ」という報告の中に、

この事件の被疑者48名分の取調内容が記されています。

それを整理してみると、48名のうち未婚・寡婦は5名で

大部分は婚姻関係にある妻でした。また、理由としては養

育困難・健康不安が33名に対して、私通を理由とするのは

11名でした。複数回の堕胎者が7名、胎児月数5ケ月未満が

33件を占めています。

そうすると、この事件は前に見た未婚女子や寡婦、ある

云毒涙琴謬霧零回寒寒函覇h厩二

そうすると、この事件は前に見た未婚女子や寡婦、あるいは女工や奉公人が私通妊娠してや

むを得ず中絶や嬰児殺を行うというパターンとは大きく異なり、まさに家族計画としての中絶

であるといわざるを得ません。夫婦間において、出産間隔を調整したり、多産を調整したりす

るための中絶であるという点では江戸期的なマビキ慣行と共通するものとみることができるで

しょう。

111933(昭和8)年宿田曽「南米行」事件

次に紹介したいのは、1933年10月に摘発された「南米行き」事件と称される、志摩地方宿田

曽村での堕胎・嬰児殺事件です。

1934年に刊行された猪俣津南雄氏の『窮乏の農村』には「三重県の農村の女房達は、亭主と

の中に出来た××を××した廉で、一小隊ほども法廷に立たされた」という記述があります。

また、エッセイストの川口祐二さんは「渚の五十五年」（加藤周一編『私の昭和史』岩波新

書、1988年）で、猪俣の記述に触れて「この報告の内容は、私の生まれた小さな漁村のことで

ある。1930,31年ごろ、熊野灘沿岸の漁村の疲弊の深刻さは、言語に絶する者があった。女房

たちは、生まれ落ちた赤子を拒殺した。一九三一年一年間の出生児の半分が、それぞれの母の

手によって殺された。子どもは名もつけられず海に流された。波はそれを沖へは運ばず、もう

一度渚へ押し戻した｡」と記しています。
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1933年10月に堕胎の風評を得た山田警察署が内偵を開始します。10月22日に宿田曽村の漁師

の妻を嬰児殺容疑で検挙すると、義母と産婆とで嬰児を墓地に埋めたことを自供したため、関

わった産婆の取調が行われ、そこから芋づる式に嬰児殺が明らかになっていきました。260戸

の村から50名が引致・取調を受けた結果、掘殺された嬰児は11名、被疑者は18名に上りました。

1934年の3月に開始された裁判は10月に結審し、公判に付された17名全員に懲役2年執行猶予4

年の判決が下されます。

この裁判で検事の論告は「殆ど同一情状により嬰児養育困難の結果の犯行…私通関係による

者一人、他は全部有夫の婦人、内一名は二回嬰児殺を行い…由来「南米行き」といふ言葉が流

布され…」と述べています。この地域は三重県内では鈴鹿川下流地域と並んで南米移民を多数

出している地域で、それと関連させてマビキ慣行の隠語として「南米行き」という言葉ができ

あがったのでした。

ここでも、有夫の婦人が養育困難から嬰児殺を行ったのであり、中には複数回実行している

者もいる、つまりはマビキ慣行とみてよいものです。中絶ではなく嬰児殺という方法を選んで

いることに関して伊勢新聞の記事は、従前は堕胎を行っていたが、堕胎罪の摘発が厳しくなっ

たので嬰児殺という方法を採るようになったと述べています。このようにマビキ慣行において

Iま堕胎と間引、すなわち中絶と嬰児殺は相互に代替的なものであることもうかがえます。

121936(昭和11)年名賀郡大堕胎事件

三つ目に紹介するのは、再び

伊賀地域で前回の大堕胎摘発事

件の10年後に起きた事件です。

前回の事件が、名張警察署の

周到な事前捜査に基づく、計画

的な堕胎摘発であったのに対し、

今度の事件はまったく偶然のきっ

かけにより発覚したもので、警

察にとっても寝耳に水の事件で

した。1936年5月13日、岐阜県

において堕胎容疑で取調中の酌

婦の供述の裏を取りに、岐阜県

笠松署の刑事が伊賀地方の阿保

署を訪れます。容疑の酌婦が以

前に阿保の旅館で仲居をしてお

り、そこでも堕胎施術を受けた

と供述したからです。

【凡例】名賀郡大堕胎事件関係者分布図

■：1925年名妥事件の施術肴・売薬鍵者居村

×：岡事件の被婚狩暦村

●：1936年名賀邸事件の施術者居村

村名：同事件被衛者の居村･歓字は披術者散

･典蝿は別表と同じ
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阿保署は旅館主人と神戸村の産婆を連行して取調を行いますが、その証言から関係者が次々

に芋づる式に浮かび上がり、さらに枝分かれをして、阿保署・名張署管内のみならず柘植署・

上野署管内を含む伊賀全域に広がる大堕胎事件に発展していきました。

捜査開始から2週間で150名が検挙され、50名が起訴される見通しを得て、6月7日に阿保警察

署長が事件終煽の談話を発表しました。ところが、終息宣言にもかかわらず、その後もさらに

関係者が浮上したため第二次検挙が行われ、名賀郡医師会会長迄もが引致されることになりま

した。結局、事件発覚後1ヶ月間で産婆5名、無免許産婆1名、医師2名、被施術者200名が検挙

され、7月13日以降、8つのグループに分けて裁判が行われ、翌々年の1938年1月に最終グルー

プの求刑公判が行われています。ここでも関係者の9割は婚姻関係にある妻でした。

この事件は阿保署はまったく予想していなかったものです。前回の摘発で伊賀地域のマビキ

慣行を完全に抑え込んだと認職していたのです。前頁の地図は、1925年の事件と1936年の事件

の関係者の居住地を示したものですが（拙稿③)、根絶されているどころか、前回摘発の舞台

となった名張地域を越えて、伊賀全域にマビキ慣行が存在していることが明らかです。

1925年の事件は無免許産婆の1人が10年間に亘る記録を付けていたことからその産婆の関係

者を中心に摘発がされたために伊賀地域でも名張郡に集中していましたが、今回の事件は、裁

判が8グループに分かれて行われたことからわかるように、何人かの堕胎施術者の居村を中心

に被施術者が分布しています。不倫の後始末のためにつてを頼って堕胎施術を受けに行くとい

うのではなく、日常的な生活圏の中で中絶が行われていたわけですから、これもまたマビキ慣

行としてとらえることができるでしょう。

13大規模堕胎事件の特徴

以上の3つの事件を含む24件の大規模堕胎事

件が起こった場所を地図に示しました（拙稿③)。

地域的には、伊賀と志摩・南勢が多いのですが、

一志郡や河芸郡、度会郡や牟婁郡でも発生して

いますから、三重県域では北勢を除く広範な地

域でのマビキ慣行の存続が想定できます。

これらの特徴をまとめてみてみると、次のよ

うなことが指摘できます。身分は妻がほとんど

であり、理由としては生活困難や養育困難など

で、私通を理由とするのは少数派です。年齢は

30代が中心で、施術料はばらつきがありますが、

2円～20円の範囲で分布しています。

ほとんどは中絶で、「南米行き」事件のよう

な嬰児殺が占める割合は低くなっています。自
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己堕胎も少なく、医師・産婆・堕胎巧者による施術や堕胎薬の使用が中心です。

こうしてみると、日常的な夫婦生活の中での妊娠に対する出生コントロールの様相を示して

おり、慣行としての堕胎や嬰児殺だと特徴付けることができますから、マビキ慣行ととらえる

ことができると思います。

14まとめ

以上をまとめてみましょう。

近代の三重県域においてマビキ慣行は、警察による取り締りや新産婆による旧産婆・堕胎巧

者の駆逐によって、その領域を縮小させながらも、地域社会や共同体の了解のもとで厳然とし

て存在していました。

逆にそのような地域社会や共同体の了解のない、或いはそこから切り離された、未婚女子や

寡婦、寄宿舎住まいの女工や女中・酌婦・芸娼妓などの私通による堕胎・嬰児殺は、警察・検

察・裁判所による取締りの対象として体制的に排除されていきます。堕胎罪体制による性と生

殖の国家的統制という視点が有効なのはこの部分だといえます。

マビキ慣行は公式には取締りの対象でしたし、間欺的な摘発も行われますが、強圧的な厳罰

化よりも、駐在巡査の日常的な説諭・監視や新産婆の活動にマビキ慣行の統制は委ねられてい

ましたから、マビキ慣行が消滅することはありませんでした。

しかし、1930年代後半からの総力戦体制への移行の中では、マビキ慣行に対する連続的な攻

撃が行われていくように思えます。

1950年以降の中絶天国の到来は、優生保護法の改正という法的規制の撤廃のみに起因するの

ではなく、近代的マビキ慣行のもとで、中絶による出生コントロールを容認していた地域社会

や共同体に基盤を置く民衆意識によっても支えられていたのではないでしょうか。

私自身は、明治初年の新政反対一摸や地方制度形成を主要な研究テーマとしてきましたので、

この分野では不案内の門外漢であり、近代的マビキ慣行などという発想が通用するのかどうか

自信がないのですが、前に触れた岩田氏の『＜いのち＞をめぐる近代史』は視点や方法を共有

できる部分があるような気がするので、そうした研究に触発されながら、今後もこのテーマを

継続的に掘り下げていきたいと思います。

参考文献
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①「近代伊賀地域におけるマビキ慣行について」2002地研年報7藤川真衣と共著
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（1）学則

第10章の2地域問題研究所

（地域問題研究所）

第63条の2本学に、地域問題研究所を瞳く。

2地域問題研究所に関し必要な事項は、別に定める。

（2）地域問題研究所規定

－136－

1地域問題研究所概要

三重短期大学地域問題研究所規程

第1条（名称）
この研究所は、三重短期大学学則第65条に基づき、三重短期大学付属施設として設腫

し、三重短期大学地域問題研究所（以下研究所という）と称する。

第2条（目的）

研究所は、本学がよって立つ地域社会に関わる諸問題の調査研究を行い、もって、地

域社会の生活と文化の向上に寄与し、あわせて、本学の教育・研究の発展に資するこ

とを目的とする。

第3条（所員）

2

本学の専任教員は研究所の所員となる。

所員は総会での議決を行う。また、研究所の施設・資料の利用、研究所の刊行物への

研究成果の掲載を行うことができる。

第4条（事業） 研究所は、その目的を達するため、必要に応じて三重短期大学地域連携センターと協

力して次の事業を行う。

一調査および研究

文献・資料・情報の収集・保管・閲覧及び関係機関との研究・文献資料などの交流

三研究会の開催及び研究成果の公表

四その他研究所の目的達成のために必要と認められる事業

第5条（著作権） 研究所の刊行物に掲載された著作物の著作権は研究所に属する。

第6条（運営組織） 研究所には、研究所長、総会、運営委員会を漣く。

第7条（研究所長）

２
３

研究所長は、総会の推薦に基づき、学長が任命する。

所長は、研究所の業務を拳理し、研究所を代表する。

所長の任期は2年とし、再任を妨げない。

第8条（総会）

2

3

基本事項は総会において審議・決定する。

議長は所長とし、所長は必要と認めた時、または所員から要諦があった時に総会を招

集する。総会は所員の過半数の出席により成立する。

本条第1項にいう基本事項とはつぎのものをいう。

一年度事業計画及び予算の作成、決算の承認

研究員の推薦

三研究所長の推薦

四その他研究所に関する重要事項

第9条（運営委員会）

2

３
４

研究所の運営を行うため、運営委員会を瞳く°

運営委員は、所長、両科選出の運営委員2名、研究員の互選による若干名とし、学長

が任命する。

運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

運営委員会の議長は所長とし、所長は研究所の運営のために、定期的に委員会を開催

する ◎



孝（法経科准教授）

和義（法経科准教授）

填樹子（生活科学科教授）

竜一（生活科学科准教授）

誠一（生活科学科准教授）

（3）2009年度研究所構成員

俊二（生活科学科教授）

陽一（法経科教授）

高太（法経科准教授）

照雄（法経科教授）

薫輝（生活科学科准教授）

亜衣（生活科学科助教）

田
木
内
宮
友
田

岩
茂
島
雨
長
駒

所長

年報 担当

通信 担 当

HP担当

会計担当

交流集会担当
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楠本

山川

梅津

平尾

木下

研究員

田中里佳助手

第10条（研究員）

2

研究員は、研究費の支給を受けて地域研究を進め、また互選により研究所運営委員と

なることができる。

研究員は、所長が総会にはかって、所員の中から推薦し、教授会の議を経て学長が任

命する。

第11条（特別研究員） 特別研究員は、広く学内外に人材を求め、所長が総会にはかって推薦し、教授会の識

を経て学長が任命する。

第12条（雑則） この規程に定めるものの他、規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

付則

2

本規程は2008年4月1日から施行する。

この規程の施行の際、旧研究室規程により現に室長、運営委員または研究員となって

いる者の取り扱いについては、それぞれ新規程による、所長、運営委員、研究員とみ

なす。



2地域問題研究所活動日誌

2009年4月23日

5月20日

5月21日

5月31日

7月11日

7月31日

8月22日

所員総会

第一演習室13:55～

2009年度地研研究員追加承認について

運営委員会議

法経科共同研究室13:00～

2009年度地研運営体制の確認、予算配分案について、

事業計画（通信・年報・交流集会・セミナー）について

所員総会

第一演習室13:50～

2009年度地研運営体制、研究費予算配分の承認、事業計画の報告

地研年報第14号発行174頁

新たな『地研年報』の発行にあたって三重短期大学地域問題研究所長岩田俊二

輪説

農業・農村から見た地方都市の都市形成史に関する研究一津市を事例に－岩田俊二・中

井加代子

「東アジア共同体」構想の現状と問題点（上）石原洋介

Ethnos，State，andtheNationallndependence南有哲

明治前期三重県域におけるマビキ慣行一近代三重県域における人口動態の研究(6)－

茂木陽一

鯛査

高年齢者の雇用確保に関する三重県での取組み山川和義

津市における来日外国人の生活実態調査報告書楠本孝

自動車リサイクル企業の現状と課題一三重県下3社に対する訪問調査記録一島内高太

2008年度地域問題研究所活勤記録

地域問題研究所概要

地域問題研究所活動日誌

地域問題研究所刊行物

受入図書・雑誌

研究活動

研究員業績一覧

地研セミナーアスト津「会綴室2」13:30～15:00

「なぜ環境を守るのか？」南有哲

地研通信第95号発行8頁

2009年度地域問題研究所研究員

，CriticismofAnthropocentrism，astheEnvironmentalldeology南有哲

受入図書一覧

地研セミナーアスト津「会凝室2」13:30～15:CO

「津市における成人女性の食事摂取状況」梅潔虞樹子
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9月26日

10月30日

10月31日

11月10日

12月2日

12月3日

12月6日

2010年2月2日

3月23日

3月24日

地研セミナーアスト津「会織室2」13:30～15:00

「近代女性史の裏側～近代三重県域におけるマビキ慣行について～」茂木陽一

地研通信第96号発行8頁

居場所づくりの取組みと課題一三重県の事例を通して一木下誠一

web2.0時代の福祉社会学のagenda平尾竜一・加藤あけみ・横溝一浩

地研セミナー

「地方財政の最近の動向」雨宮照雄

運営委員会

法経科共同研究室13:00～

研究交流集会の開催について、通信の原稿募集について、各担当の業務確認

運営委員会

法経科共同研究室11:00～

研究所への変更にともなう「地域問題総合調査研究室における委託研究に関する学内規

程｣、「地域問題総合調査研究室奨励研究員に関する申し合わせ」の取り扱いについて

所員総会

第一演習室13:55～

地研規程（委託研究、奨励研究員）の改正について

第40回地域問題研究交流集会（共催：三重県福祉セミナー実行委員会）

三重大学人文学部棟10:00～16:3O

これが変われば現場は頑張れる～津市生活ケア実態調査報告から～参加者約60名

講演・報告

長友薫輝（三重短期大学准教授）牧野忠康（日本福祉大学大学院教授）

深井英喜（三重大学准教授）田畑勇次（福祉セミナー実行委員）

中道和久（福祉セミナー実行委員）森田明子（フォレストつつじ）

伊藤義信（聖母の家地域福祉活動センター）

運営委員会

法経科共同研究室11:00～

第41回研究交流集会について、2010年度地研セミナー担当者について、2010年度研究

員募集について

運営委員会

法経科共同研究室15:00～

2010年度地研研究員の承認、地研セミナー開催について、次期所長について、予算配分
につ い て

所員総会

第一演習室13:55～
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3月25日

3月31日

2010年度地研研究員の承認、地研セミナー開催について、次期所長について

第41回地域問題研究交流集会

2009年度来日外国人生活実態調査報告楠本孝

自動車リサイクル業界における分業構造と企業経営島内高太

三重県における高年齢雇用への取組み（仮）山川和義

web2.0時代の福祉社会における情報保障に関する基礎的考察平尾竜一/加j

溝一浩

地方都市津市の誕生と合併拡大過程について岩田俊二

明治中期～大正期、三重県域におけるマビキ慣行の実態について茂木陽一

平尾竜一/加藤あけみ/横

三重県内における地域医療の現状と課題長友薫輝

地研通信第97.98合併号発行28頁

第40回地域問題研究交流集会報告

受入図書一覧
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3地域問題研究所刊行物

【地研通信】

号数 発行日

95号 7．31

96号 10.30

97/98号 3．31

2009年度地域問題研究所研究員

CriticismofAnthropocentrism

受入図書一覧

内容

astheEnvironmentalldeology南有哲

居場所づくりの取組みと課題一三重県の事例を通して－木下誠一

web2.0時代の福祉社会学のagenda平尾竜一・加藤あけみ・横満一浩

第40回研究交流集会報告

受入図書一覧

頁数

8

8

28

【地研年報】

地研年報第14号2009年5月31日発行174頁

新たな『地研年報』の発行にあたって三重短期大学地域問題研究所長岩田俊二

論説

農業・農村から見た地方都市の都市形成史に関する研究一津市を事例に一岩田俊二・中井加

代子

「東アジア共同体」構想の現状と問題点（上）石原洋介

Ethnos，State，andtheNationallndependence南有哲

明治前期三重県域におけるマビキ慣行一近代三重県域における人口動態の研究(6)－茂木陽一

調査

高年齢者の雇用確保に関する三重県での取組み山川和義

津市における来日外国人の生活実態調査報告書楠本孝

自動車リサイクル企業の現状と課題一三重県下3社に対する訪問調査記録一島内高太

2008年度地域問題研究所活動記録

地域問題研究所概要

地域問題研究所活動日誌

地域問題研究所刊行物

受入図書・雑誌

研究活動

研究員業績一覧
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4受入図書･雑誌

（1）収集図書点数（2009/4/l～2010/3/31）99点

（2）受入雑誌一覧

部落解放研究

広報津

三銀レポート

CURES

人権と部落問題

週刊教育資料

判例地方自治

エコジン

労働法令通信

総合社会福祉研究

日経メディカル

教育展望

財政金融統計月報

住民と自治

地方税

文部科学時報

自治総研

ほっと通信

地域社会

地域政策

新都市

月刊介護保険

日経ものづくり

人と国土

労政時報

福祉新聞

月刊切り抜き保健

教育

社会教育

自治研究

地方財政

都市政策
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地域問題研究

調査News

学術センター通信

部落問題研究

国際人流

月刊イオ

エ場管理

A F F

協同の発見

労働と医学

中小商工業研究

厚生の指標

社会福祉研究

人口問題研究

地域開発

月刊福祉
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5研究活動

（1）個別研究

研究者名
(共同研究者名）

研究テーマ 研究概要

雨宮照雄
地方行財政の課題一財
政情報の開示と活用を
中心に

地方財政健全化法や公会計改革に伴い、財政情報の開示が進
んでいる。住民や議会の統制の観点や行財政運営への活用の
観点から、財政情報の開示と活用のあり方を検討する。また、
三重県および県下市町を対象にアンケート調査を実施し公会
計改革にどのように対応しようとしているのか実態を調査す
る。

茂木陽一
近代三重県域における
マビキ慣行の研究（継
続）

前年度に引き続き、明治20年後半～昭和戦前期までのマビキ
恨行の実態を新聞（伊勢新聞、大阪朝日／三重県版etc…）等
によって明らかにする。

楠本孝 来日外国人と地域社会 地域社会が外国人を地域の住民として受け入れ共生するため
にどんな対応が必要かを考える。

山川和義
三重県における労働．
雇用問題に関する政労
使の取り組み

本研究では、現に行われている三重県における労働・雇用問
題に政労使がどのような取り組みをしているかについて分析
し、今後の課題を提示するものである。（対象は当該年度また
Iま、昨年度の取り組みとする｡）

島内高太
地域企業におけるCS
Rの現状と課題（継続）

企業の社会的責任いわゆるCSRや企業による社会的事業へ
の取り組みに注目が集まっている。近年、大企業による取り
組みが充実してきているが地域で活動する中小企業の取り組
みについては多くの課題があると思われる。三重県下の企業
におけるCSRへの取り組み、社会的事業への取り組みを調
査し、その現状と課題を明らかにしたい。

梅漂虞樹子
（中井晴美）

(飯田津喜美）
（駒田亜衣）

津地区在住者の食習慨
および栄養摂取状況に
ついて

津地域在住の成人男女を対象に「食物摂取頻度調査表」を用
いた調査や食習慣アンケート調査を実施する。食物摂取状況
が食習慣とどのように関連しているかを検討し、今後の食生
活改善に向けてのアピールの方法を考える。

平尾竜一
(加藤あけみ）
静岡福祉大学
(横溝一浩）
静岡福祉大学

Web2.0時代の福祉社会
における情報保障に関
する基礎的考察一聴覚
障害者への情報保障用D
evice検討とSoftware開
発を中心に

人に優しいまちづくりというコンセプトで生活環境を設計し
なおすバリアフリー、地域にそもそも障壁のないユニバーサ
ルデザインの社会づくりは現下の本邦に定着しつつあるもの
となった。今般、新しい段階に福祉社会が突入したと指摘さ
れるが、それは目に見えた枠組みから隠されていたもの、ハー
ドからソフトヘというものに浸透すべきも
で、情報保障という取組がこのフェーズを

るのか、否かというシステム上のスタビリ

の
開
テ

となろう。そこ
拓する一助とな
ィを検討してみ

たい。同時に、聴覚障害をもつ人たちへの情報保障の取組をD
eviceとSoftware軸に整理し、社会資源の集中と最適化に関す
るOpenソースによるSoftware開発を中心にした提言を計画
する ◎

岩田俊二
(中井加代子）

地方都市の沿革と拡大
過程に関する研究一津
市を事例にして－

津市を事例にして地方都市の市制施行と合併を通じた拡大過
程を市町村界等の属地と人口・世帯数等の属人的分析をもと
に明らかにする。近現代の地方都市の発展過程とその契機を
明らかにする。先の地方都市の都市計画及び農村整備の歴史
に関する研究の続編であり、第3部として位置づけている。

木下誠一
居場所づくりの取組み
の現状と課題

近年、少子高齢化、地域社会での人間関係の希薄化、青少年
問題など様々な社会的背景から、公共施設や空き店舗等を利
用した居場所づくりの取組みが各地でみられる。これらの取
組みは新しく試行錯誤的に行われていることから、その実態
と課題を把握し、地域施設の計画的指針を得る。

駒田 亜衣
生活習慣病発症リスク
と食生活に関する研究
(継続）

特定健診のデータから生活習慣病を発症するリスクを推定し、
食生活との関連を解析するにあたり、基礎調査として2008年
度の特定健診データや食生活調査から三重県の現状を把握す
る。特に三重県は糖尿病の擢患率が高いことから、
焦点をあてて生活習慣等を検討する。

糖尿病に

長友薫輝 三重県内における地域
医療の現状と課題

地域医療の崩壊が三重県内でも進展している。県南部はもち
ろんのこと、北中部においても地域医療のシステムの再栂築
が必要となっている。こ
域医療システムをつくり
を進めてたい。また、そ

う
あ
の

した現状を把握し、どのように地
げる必要があるのかについて研究
際、県立病院をはじめとする公立

病院の役割についてもあわせて考察したい。



（2）奨励研究

長友薫輝

地域における保健・医
療・社会福祉の総合的
保障システムに関する
研究

地域医療をはじめ地域における生活保障システムのあり方が問わ
れており、三重県内を中心としてどのようなシステムの構築が求
められるかということについて調査研究を進めたい。

第40回地域問題研究交流集会（共催：三重県福祉セミナー実行委員会）

三重大学人文学部棟10:00～16:3O

これが変われば現場は頑張れる～津市生活ケア実態調査報告から～参加者約60名

講演・報告

長友薫輝（三重短期大学准教授）牧野忠康（日本福祉大学大学院教授）

深 井英喜（三重大学准教授）田畑勇次（福祉セミナー実行委員）

中道和久（福祉セミナー実行委員）森田明子（フォレストつつじ）

伊藤義信（聖母の家地域福祉活動センター）
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6研究員活動報告（2009年4月～2010年3月）

雨宮照雄

論説

①「財政健全化法から自律的な財政運営へ」『地方自治みえ』第207号（2009年9月）

講演

①「地方財政の最近の動向」三重短期大学地研セミナー第4回（2009年10月）

②「健全化法と公会計の開示と活用」

地方自治研究センター「やさしい地方財政講座」第四回（2009年12月）

津市議 会 議 員 研 修会

第3回テーマ「自治基本条例」（2009年4月）

第4回テーマ「議会改革その1」（2009年6月）

第5回テーマ「議会改革その2」（2009年8月）

パネルディスカッション

①「財政情報の開示と活用」三重短期大学地域連携「高山」講座（2009年7月）のコーディネー

タ ー

②「これからの働き方を考える～仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス)」（2009年

11月）のパネラー及びコーディネーター

社会的活動

①大学評価・学位授与機構・短期大学評価委員会委員及び短期大学財務分科会委員

②大学基準協会・短期大学財務分科会委員

③三重県社会保険労務士会顧問

④三重県生涯学習センター運営委員会委員長

茂木陽一

論文

「明治前期三重県域におけるマビキ慣行一近代三重県域における人口動態の研究（6）－｣、地

研年報第14号、2009年3月

「『伊勢暴動』の成立－東海大一摸呼称をめぐるポリフオニーー｣、三重法経第135号、2010年3
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月

学会発表

「松田裕作『明治地方自治体制の起源』について｣、大阪歴史科学協議会10月例会、2009年10

月17日

講演

「近代女性史の裏側一近代三重県域におけるマビキ慣行について－｣、地研セミナー第3回、2

009年9月26日（アスト津）

その他

津市文化財審議会委員1995年10月～

三重県史編纂専門委員1988年4月～

伊勢市史編纂専門委員2002年8月～

松阪市長谷川家分署調査員2008年10月～

楠本孝

学術論文・学術書

「津市における来日外国人の生活実態調査報告書」地研年報14号105頁（2009年5月）

「外国人登録制度の崩壊と新たな在留管理制度への再編」法と民主主義441号50頁（2009年8／

9月）

「裁判員制度の下での精神障害者」三重法経135号65頁（2010年3月）

山川和義

論文

「新卒採用内定取消における行政の対応と法的救済」労働法律旬報1693号38頁（2009年4月）

「中小企業に対する労働法規制の適用除外一ドイツ」季刊労働法225号138頁（2009年6月）

「高年齢者雇用安定法9条1項違反の私法上の効果」日本労働法学会誌114号8頁（2009年10月）

「高齢社会の高年齢者雇用政策のあり方」ジユリスト1389号31頁（2009年11月）

「子会社解散・解雇と親会社の法的責任」季刊労働法227号157頁（2009年12月）

判例研究
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｢男女別コース制のもとでの賃金格差の違法性」法律時報81巻4号125頁（2009年4月）

｢長期休暇と時季変更権」労働判例百選第8版100頁（2009年10月）

その他

報告書「障害者雇用法制に関する比較法的研究」第4章第4節Ⅱ、Ⅲ（労働問題リサーチセンター、

日本ILO協会）（2009年5月）

「高年齢者の雇用確保に関する三重県での取組み」地研年報14号（2009年7月）

書評「和田肇著『人権保障と労働法』」法の科学40号219頁（2009年9月）

翻訳（共訳）「ドイツ労働契約法草案」（99条から107条）日独労働法協会会報第10号51頁（200

9年）

その他の報告等

「日本における雇用平等法の現状と課題」名古屋大学国際シンポジウム『雇用平等の新たな展

開』（2010年3月6日）

社会的活動

平成20年度「70歳まで働ける企業」創出事業・推進委員会委員長（三重県経営者協会、三重労

働局委託）（2009年4月～2010年3月）

島内高太

学術論文・学術書

「雇用戦略の変化と日本的技能形成システムへの影響｣、工業経営研究学会『工業経営研究』

第23号、2009年9月。

「『現場疲弊』の経営学｣、園島弘行・重本直利・山崎敏夫編著『｢社会と企業」の経営学』ミ

ネルヴァ書房、2009年4月、第3章。

その他

「(研究ノート）北米で修正される日本企業の人的資源管理方式一ハイブリッド化による経営

システムの発展？」、三重短期大学法経学会『三重法経』No.136,2010年3月。

「シンガポールにおける日本企業の地域統括会社について」（林正樹・山田雅俊と共著)、工業

経営研究学会ワーキングペーパーシリーズNoLW-O9-O7、2009年9月。

「(調査）自動車リサイクル企業の現状と課題一三重県下3社に対する訪問調査記録｣、三重短

期大学地域問題研究所『地研年報』第14号、2009年5月。
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研究報告

「日本自動車企業は競争力基購を維持できるか？－非正規雇用の活用拡大と技能形成の機能低

下｣、三重短期大学法経学会例会報告、2009年6月25日。

梅淫填樹子

学術論文・学術書

UmezawaM，HiguchiK，MoliM，MatushitaTandHosokawaM・Effbctofdietaryunsaturatedfat

tyacidsonsenileamyloidosisinsenescence-acceleratedmice、JGerontolABiolSciMedSci，20

09；64:646-652．

梅津真樹子、飯田津喜美、駒田亜衣：「食事満足度の因果分析｣，『三重短期大学生活科学研究

会紀要』，No．57，pp37～41,2010年3月

学会その他の報告

「SAMにおける食事脂肪と促進老化について｣．第24回老化促進モデルマウス（SAM）研究協

議会，2009年7月

「津市における成人女性の食事摂取状況｣，地研セミナー第2回，2009年8月

「栄養による老化制御｣，2009年度三重短期大学公開講座，2009年8月

その他

津市栄養士連絡会議，2009年4月～

平 尾竜一

論 文

単著「自立支援法下の障害者作業所の実態一支援員の「語り」を用いた臨床社会学的考察」

日本の科学者2010年1月号p，16－p、21

共著「web2．0時代の福祉情報教育の新しい潮流」生活科学紀要第58号2010年

3月p、25－p、31

その他原稿

共著「web2．0時代の福祉社会学のagenda」地研通信2009年96号
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社会活動

焼津市商工会「まちづくり塾」委員2009年10月－2010年1月

同会主催「まちづくり塾」12月14日－19日講演とワークショップなど

岩田俊二

論文

岩田俊二・中井加代子：「農業・農村から見た地方都市の都市形成史に関する研究一津市を事

例に一｣、『地研年報第14号』、三重短期大学地域問題研究所、2009年5月、ppl-30

著書

岩田俊二：『津市・地方都市の建設史』、農林統計出版(株)、2010年3月

その他報告

岩田俊二：「三重短期大学地域連携「高山」講座シンポジュウム「新たなコミュニティで農山

村地域の川や畑を守ろう」主題解説・討論｣、三重短期大学地域連携センター・農村計画学会・

津市森林セラピー基地在り方懇話会、2009年10月、アスト津

岩田俊二：「地域活性化へ静岡県島田市伊久身の試み－月間片田かわら版第弐号｣、『月間TC

CニュースVol､003』、津カントリー倶楽部、2009年09月25日

その他

岩田俊二：三重短期大学政策研修「超高齢化地域の集落機能再生に関する研究一美杉地域をモ

デルとして－」講師、2009年5月～2010年2月

岩田俊二：松阪市中心市街地市民意見聴取会一松阪駅を中心とするまちづくり－、アドバイザー、

2009年9月～12月

岩田俊二：津市久居駅東側周辺地区整備事業審査委員会委員、2009年5月～10月

岩田俊二：津市環境基本計画推進市民委員会会長2008年4月～

岩田俊二：津市農業振興地域整備計画策定協議会会長2006年9月～

岩田俊二：津市福祉有償運送協議会会長2005年4月～

岩田俊二：津市建築審査会会長代理2007年1月～

岩田俊二：四日市市開発審議会会長代理2008年11月～

岩田俊二：三重県公共事業等総合評価意見聴取会委員2006年4月～

岩田俊二：三重県公共事業評価審査委員会委員2008年4月～
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木下誠一

学術論文・学術書

．「居場所としての地域施設計画に関する研究｣、博士学位論文（三重大学)、2009年7月

．「人間関係と滞在性からみた居場所モデルの構築と計画的要件に関する考察｣、『日本建築学

会地域施設計画研究』、第27回、pp,1-10,2009年7月

。「老人福祉センターの利用意識からみた居場所選択特性一高齢者の居場所に関する研究-｣、

『日本建築学会地域施設計画研究』、第27回、pp,147-156,2009年7月

その他の報告

．「居場所づくりの取組みと課題一三重県の事例を通して－｣、『地研通信』、第96号、2009年

10月

・日本建築学会東海支部設計計画委員会話題提供、「居場所としての地域施設計画｣、2010年

2月22日

その他

。（仮称）津市学校給食センターの建設に係る設計提案審査委員会委員長、2009年3月～7月

・川越緑地公園再整備検討会座長、国土交通省中部地方整備局四日市港湾事務所、2010年2

月～3月

・津市げんき大学運営協議会評議員、2009年6月～

駒田 亜衣

学術論文・学術書

．「地域住民の健康指標に及ぼす健康教育プログラム実施の影響」（共著）森永八江、駒田亜衣、

斎藤長徳、嵯峨井勝、佐藤伸、井濯弘美、藤田修三，HealthSciences，vol､25,No.2，pplO2-112,

2009.(2009.5）

．(報告書）「まつりを通した伊賀食文化圏の特徴について」（共著)駒田亜衣、谷口水穂、中井

晴美、梅津填樹子、日本食生活文化調査研究報告集26、財団法人日本食生活文化財団(2009.11）

学会報告

・山田真司、駒田亜衣、授業の負担感と客観的ストレス計測値との関連について、電子情報通

信学会平成21年度総会、2010.3(仙台市）

・山田真司、駒田亜衣、森永八江、井津弘美、佐藤伸、嵯峨井勝、健康指数の最適な点数化に

ついて、2009年度青森県保健医療福祉研究発表会、2009.2(青森市）
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・豊田英樹、中瀬美紀子、田遥菜穂、駒田亜衣、豊田美香、豊田長世、仲森隆子、逆流性食道

炎とBMIおよび生活習慣との関連についての検討、第6回日本消化管学会、2010.2(福岡市）

・駒田亜衣、仲森隆子、豊田英樹、都島基夫、萎縮性胃炎と生活習慣との関連についての検討、

第13回日本病態栄養学会年次学術集会、2010.1(京都市）

・駒田亜衣、山田真司、嵯峨井勝、特定健診データからの生活習慣発症リスク計算と一次予防

のあり方に関する研究、第4回日本栄養改善学会若手の会冬季シンポジウム、2009.12(津市）

・山田真司、駒田亜衣、受講者のストレスに基づく適切な情報処理演習科目の課題分量決定に

向けて、平成21年度情報教育研究集会、2009.11(仙台市）

・仲森隆子、豊田英樹、駒田亜衣、都島基夫、逆流性食道炎程度と生活習慣との関連について、

未病システム学会、2009.10(大阪市）

・嵯峨井勝、駒田亜衣、山田真司、脳卒中死亡リスクの特定健診データからの計算と脳卒中の

一次予防のあり方に関する検討、第68回日本公衆衛生学会抄録集pp372、2009.10(奈良市）

・駒田亜衣、山田真司、嵯峨井勝、心疾患死亡リスクの特定健診データからの計算と心疾患の

一次予防のあり方に関する検討、第68回日本公衆衛生学会抄録集pp372、2009.10(奈良市）

・山田真司、駒田亜衣、森永八江、井濯弘美、嵯峨井勝、健康指数の各質問項目に対する荷重

についての検討、第68回日本公衆衛生学会抄録集pp339、2009.10(奈良市）

・仲森隆子、豊田英樹、駒田亜衣、都島基夫、食習慣が胃相に及ぼす影響についての検討、第

31回日本臨床栄養学会総会、2009.9（神戸市）

・仲森隆子、田中美里、永井静、早川崇子、春山美樹、藤岡佐知子、森由貴、米津佑衣子、駒

田亜衣、豊田英樹、胃相と飲料の関連に関する研究～胃の萎縮とびらん～、第6回カテキン学

会、2009.9(名古屋）

・山田真司、駒田亜衣、森永八江、井津弘美、佐藤伸、嵯峨井勝、健康指標と生活習慣病との

関連について－北東北Q市のデータから－、日本行動計量学会第37回大会、2009.8(由布市）

その他

助成研究

．[研究課題名］「糖尿病を中心としたメタボリックシンドロームの地域別調査と改善効果の検

討」（代表者駒田亜衣)、［研究費名]岡三加藤文化振興財団平成20年度研究助成、［研究期間］

平成20年4月～平成22年3月、［配分機関]財団法人岡三加藤文化振興財団

長友薫 輝

学術論文

長友薫輝「自治体の地域医療行政ビジョンは～北九州地域医療調査報告より～」『月刊国民医
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療』No．263,2009年8月号

長友薫輝「国保再生へ向けて」『社会保障』No．428,2010年新春号

長友薫輝「新しい情勢の中で考える地域医療の再生」『月刊保団連』No．1023,2010年3月号

書評

長友薫輝「横山涛一箸『社会保障の再構築一市場化から共同化へ』」『総合社会福祉研究』No．

36,2010年3月

学会報告

長友薫輝・指定討論者として題材松田亮三著『健康と医療の公平に挑む』日本医療経済学

会第33回研究大会、2009年9月

長友薫輝「国保が貧困を拡大する」日本医療経済学会研究会、第15回例会2009年12月

その他、社会的活動

津市人権施策審議会委員

津市介護保険等審議会委員

津市地域自立支援協議会委員
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